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平成１９年第３回定例会（第１日） 会議録 

招集年月日 平成１９年９月６日 

招 集 場 所 砥部町議会議事堂 

開 会 平成１９年９月６日 午前９時３０分 議長宣告 

応 招 議 員 

１ 番 山 口 元 之  ２ 番 政岡洋三郎  ３ 番 西 岡 章 一 

４ 番 土居美智子  ５ 番 中 村  茂  ６ 番  西 村 良 彰  

７ 番 井 上 洋 一  ８ 番 樋 口 泰 幸  ９ 番 栗 林 政 伸    

10 番 土 居 英 昭  11 番 宮 内 光 久    12 番 大 野 和 博   

13 番 中 島 博 志  14 番 田 室 博 志    15 番 平 岡 文 男     

16 番 山 本 典 男  18 番 三 谷 喜 好  

不応招議員 なし 

出 席 議 員 出席議員は、応招議員の１７名 

欠 席 議 員 17 番 玉 井 啓 補   

地方自治法 

第 121 条の 

規定により 

説明のため 

会議に出席 

した者の職 

氏 名 

 

町 長    中村 剛志  副 町 長         柳田 穫 

収 入 役    佐川 秀紀  教 育 長     佐野 弘明 

総務課長    明賀  徹   広田支所長    丸本 正和 

企画課長    上岡 洋一  監理財政課長   松下 行吉   

税務課長    武智 充吉  住民サービス課長 藤田 正純  

民生こども課長 正岡 修平  生きがい推進課長 大西 潤   

健康づくり課長 相原 宜紀  学校教育課長   松村 曻二 

生涯学習課長  大野 哲郎  環境保全課長   日浦 昭二 

商工観光課長  相田由紀夫  農林課長     西﨑 悟 

建設課長    萬代 喜正  下水道課長    東岡 秀樹   

水道課長    辻  充則 

 

本会議に職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長 原 田 公 夫 

会議録署名 

 

議員の指名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

 

４番 土居美智子君  ５番 中村茂君 
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平成１９年第３回砥部町議会定例会 
平成１９年９月６日（木） 

午前９時３０分開会 
 
○議長（栗林政伸） 本日は、玉井議員より欠席の届け出がありました。現在の出席

議員は１７人です。定足数に達していますので、平成１９年第３回砥部町議会定例会

を開会します。本日の会議を開きます。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第 1 行政報告 

○議長（栗林政伸） 町長あいさつ及び日程第１行政報告を行ないます｡中村町長｡ 
○町長（中村剛志） 町議会開会ごあいさつの前に、一言お詫びを申し上げます。先

般、９月１日付の愛媛新聞の報道でご承知のことと思いますが、愛媛県町村会から交

通費を受け取っていた件につきましては、町民の皆様、そして議員の皆様には大変ご

迷惑、ご心配をお掛けし、誠に申し訳なく思っております。日頃から金銭に関しまし

ては、特に気を付けてまいりましたが、このような事態を招きましたこと、深く反省

をしております。今後、このようなことがないよう、十分注意をしてまいりますので、

お許しをいただきますようお願いを申しあげます。なお、本日の愛媛新聞で報道され

ておりますとおり、昨日の愛媛県町長連絡協議会において、公用車利用分については、

全額返済することとなりましたので、ご報告を申し上げたいと思います。誠に申し訳

ございませんでした。 
それでは、９月定例会の開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。まず始め

に、前砥部町長高市昭次様が、先月急逝されました。町長在任中は、文化会館・図書

館の整備、小学校校舎の耐震補強工事、砥部中学校武道場建設、「えひめこどもの城」

の誘致など、多くの足跡を残されました。そのご功績をたたえるとともに、謹んで心

からご冥福をお祈り申し上げます。 
さて、今年の夏は、国内で４０度を超えるほどの異常な暑さでした。気温が体温を

超えると脳の機能が低下し、生命にも影響を及ぼすそうで、多くの方が熱中症で亡く

なられました。報道によりますと、北極海の氷の面積が、史上 小になっており、今

春、発表されたばかりの「気候変動に関する政府間パネル」の予測より、３０年以上

も早いペースで、地球温暖化が進行しているそうです。ＣＯ２削減は、人類にとって

極めて深刻かつ重大な課題になっております。役場においても月１回の、ノーマイカ

ーデーや週１回ノー残業デーを設定し、少しでもエネルギー消費を抑える努力をして

いますが、今後、一層強化して取り組まなければならないと考えております。また、

地方の反逆ともいえる先の参議院選挙での自民党の惨敗を受け、安倍首相は８月２７

日、内閣改造を行いました。新閣僚には、スキャンダル等で、メディアを賑わすので

はなく、国民の生活、地方や中小企業など、構造改革の犠牲になっている部分に視点

を当てた政策を展開しながら、政治に対する国民の信頼回復に努めていただきたいと
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思います。 
 今定例会において、提案させていただきます議案でございますが、報告５件、補正

予算に関する議案６件、条例改正その他の議案３件、１８年度各会計の決算認定１３

件について、ご審議をお願い申し上げております。いずれも、詳細にご説明申し上げ

ますので、ご審議をいただき、ご議決・ご承認賜りますようお願い申し上げます。 
なお、行政報告は副町長が行いますのでよろしくお願いします。以上、ごあいさつ

とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
○議長（栗林政伸） 柳田副町長。 
○副町長（柳田穫） それでは、私の方から６月定例会以降の行政の概要につきまし

てご報告させていただきます。お手元に行政報告一覧をお配りさせていただいており

ますので、それをご覧になりながら聞いていただいたらと思います。まず、６月から

８月末までに実施いたしました入札状況についてですが、入札件数は、一般競争入札

１件を含め、２４件ございました。その入札につきましては、設計金額が、全体で２

億６，２５４万円、契約総額は２億２３８万円で、設計総額に対する落札率は、７７．

１％でございます。その内訳ですが、土木、建築工事が１６件で、設計総額２億３，

７７９万円に対し、落札額は、１億８，４９５万円で、その落札率は７７．８％でご

ざいます。建設コンサルタント委託業務が２件で、１，２６５万円の設計額に対し、

９７１万円で落札し、落札率は７６．８％でございます。物品購入が５件で、設計総

額１，０７２万円に対し落札額７７２万円で、落札率は、７２．０％であります。他

に、カラーコピー機のリースについて入札を行いました。予定価格、１１８万円に対

し、総額６０円という低い価格の落札となりました。この入札は、不当廉売とは認め

られないという判断によりまして、契約を締結しております。 
 次に、工事等の進捗状況でございますが、公共下水道砥部中央幹線管渠敷設工事は、

順調に進んでおります。第１工区は、当初発注の５０８ｍが貫通しております。８月

１日に追加発注しました５５ｍ分は、現在発進立坑を築造中でございます。第２工区

は、全長３８５ｍの内、２９０ｍを完了し、進捗率は約７５％で、順調に進んでおり

ます。浄化センターの建設工事につきましては、日本下水道事業団と７月２９日に公

共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する年度実施協定を締結し、いよいよ浄化セ

ンターの建設に着手することとなっております。また、総津地区農業集落排水事業の

処理施設について、流入汚水量増加に伴う処理施設の機能の正常化及び運転管理マニ

ュアル作成のための機能調整工事を、７月９日、ダイキアクシスに発注しました。次

に、八倉地区コミュニティー広場整備に伴う住宅解体工事につきましては、６月上旬、

有限会社「大野組」に発注し、８月１７日に完了しております。また、広場の整備工

事につきしては、株式会社「新開発」に発注し、１０月末の完成に向けて工事を進め

ております。町民の森記念碑及び植樹者名板設置工事については、株式会社「洋武建

設」に発注し、早期完成に向け、順調に進んでおります。砥部中学校耐力度調査業務

は、株式会社四国建築設計事務所に発注し、１２月２８日までに完了するよう調査を

進めています。麻生小学校体育館耐震補強等整備工事につきましては、９月２０日の
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竣工に向け、工事は順調に進んでおります。既に完成しております体育館内部につき

ましては、８月末に部分検査を行い、体育の授業には使えるようになっております。

以上が工事関係の進捗状況を申し上げました。 
次に、廃棄物対策の関係でございますが、８月２５日に発生いたしました美化セン

ターの火災につきましては、現場検証が終了した２６日から２８日にかけて復旧作業

を行い、その後の試運転の結果、全装置に異常が無いことが確認されましたので、３

０日から平常運転に戻っております。今後一層監視体制、チェック体制に万全を期し、

再発防止に努めてまいります。次に、ごみ有料化につきましては、６月３０日から８

月１７日までの間、延べ５９回にわたりまして、説明会を開催しました。参加総数は

３，７５５名で、有料化の目的、有料化決定までの経緯、有料化に伴う町の対策、ご

み処理の現状、１０月からのごみの出し方などについて説明をいたしました。また、

８月１日には、指定ごみ袋取扱店２８店舗と契約を締結し、９月１日から、新しい「指

定ごみ袋」の販売も開始しております。 
次に、農林業関係についてですが、米の数量調整の取組み結果につきましては、生

産配分数量は、４６０トンで、生産配分面積は、９７ｈａでございますが、作付実績

面積は８５ｈａとなっており、作付実績は生産配分の８７．６％でございます。有害

鳥獣の捕獲対策につきましては、砥部地区でイノシシ・カラス・サルによる農作物被

害があったため、猟友会砥部支部の申請で、６月９日から８月１５日までの間、銃に

よる捕獲を行い、イノシシ４頭、カラス５０羽を捕獲し、これに対し、１４万４，４

９０円を補助しております。なお現在、広田地区でも、１０月１４日まで、イノシシ・

カラスの有害鳥獣捕獲を実施しております。また、松山南部農免農道の計画変更に伴

う同意につきまして、砥部町土地改良区総代の協力を頂き、同意者数６４２名、９５．

６％の方から同意が得られております。今後は、事業主体であります県が国へ変更申

請を行い、平成２０年１月頃には、変更後の事業計画の決定がなされる予定でござい

ます。 
今月は、健康増進普及月間、障害者雇用促進月間や知的障害福祉月間でもあります。

そして、また老人週間や敬老の日があります。健康で長生きしている皆様を、お祝い

する月でありますが、去る７月４日、高市の亀松キミヨ様が満百歳を迎えられました

ので、翌７月５日に自宅を訪ね、百歳の祝い品を贈呈させていただいております。 
次に、教育振興に多額の寄付を頂きました故池川清宏様のご子息、池川博志様に対

し、国から紺綬褒章にかかる遺族追賞が授与されました。９月２日に教育長が神奈川

県へ出向いて、伝達を行っております。 
 以上で、行政の概要について、報告を終わらせていただきます。 
○議長（栗林政伸） 行政報告を終わります。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（栗林政伸） 日程第２会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、
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会議規則第１１８条の規定により、４番土居美智子君、５番中村茂君を指名します。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第３ 会期の決定 

○議長（栗林政伸） 日程第３会期の決定についてを議題とします。 
おはかりします。本定例会の会期は、去る８月２７日開催の議会運営委員会において、

本日から１４日までの９日間とすることに決定しました。これにご異議ありませんか。 
[「異議なし」の声あり] 
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって会期は、本日から９月１４日まで

の９日間に決定しました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第４ 諸般の報告 

○議長（栗林政伸） 日程第４諸般の報告を行います。 
 まず、地方自治法第１２１条の規定により、町長以下関係者の出席を求めましたの

で、ご報告します。 
次に、監査委員より、７月末現在までの例月現金出納検査について良好であった旨

の報告がありました。 
次に、本日までに受理しました請願及び陳情は、お手元に配りました請願・陳情文

書表のとおり、所管の常任委員会に付託しました。委員会の審査報告は、９月１４日

の本会議でお願いします。 
次に、議員派遣について、９月４日に、本町中央公民館で開催された平成１９年度

第２回町議会議員研修会には１７名の議員が参加し、「地域の福祉力を高める」及び

「地方行財政の構造改革とこれからの市町村行政」についての講演を聴講しました。

これで、諸般の報告を終わります。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第５ 研修報告 

○議長（栗林政伸） 日程第５ 研修報告を行います。委員長の報告を求めます。井

上総務文教常任委員長。 
○総務文教常任委員長（井上洋一） 視察研修報告をおこないます。総務文教常任委

員会６名は、７月２５日から２７日まで、三重県名張市役所において、行政改革、「市

民と行政の約束制度について」また、和歌山県紀の川市教育委員会において、「生涯

学習のまち宣言について」、視察研修を行いましたので、その概要について報告をさ

せていただきます。まず、名張市については、昭和２９年３月の合併に伴い、市政を

施行し、約３万人強でスタートいたしました。昭和３８年から住宅開発により人口が

増加、昭和５５年からの１年間は、対前年比８．４の上昇をみせ、全国一の人口増加

率を記録しました。その後も、増加を続け、現在は約８万３千人で推移しています。
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さて、本来の市民と行政の約束制度についてでありますが、行政サービスの内容を市

民の皆様に分かりやすく説明するとともに、その成果を市民の皆様に約束する制度で

す。共通の指針と部門別の指針で構成し、１６２項目の約束を定めています。約束の

１例を紹介いたします。住民票・印鑑登録証明書の交付については、受付から１５分

以内に発行します。１５分以内に発行できない場合には、前もってお知らせします。

また、約束と同時に、市民の皆様へのお願いもいたしております。先ほどの例で申し

ますと、繁忙期３月、４月等や休日明け日については、多数の方が来庁され、通常よ

り事務処理に時間を要することがありますので、ご了承をお願いしますとの内容であ

ります。異常でお分かりのように、ごく当たり前のことを約束しているということで

あります。しかし、その約束により、職員の意識の向上に伴い質の高い行政サービス

の提供につながるとのことであります。ただ、各部により温度差があり、今後の課題

だとのことであります。 
次に、紀の川市については、岩崎議長より歓迎のあいさつと紀の川市の概要説明が

ありました。平成１７年１１月、旧那賀郡６町の内５町が合併して誕生した人口約７

万人、西を和歌山市に、北は大阪府に隣接した市であります。職員は、約７００名で

あり、目標は５００名にするとのことであります。議会だよりについては、本年６月

に第１号、創刊号を発行し、市民の皆様と議会を結ぶ架け橋としての役割を果たして

いきたいとのことであります。さて、本年３月議会で「生涯学習のまち紀の川市宣言」

が制定されました。「学ぶ、結ぶ、育む」をスローガンに生涯にわたり、自ら学びな

がら心豊かな人間性を培い、人と人とを結び、調和のとれた明るく活力ある紀の川市

を育むことを目指すとのことであります。１、地域の課題としては、安全安心を実感

できるまち、少子化、教育の問題、高齢化の問題。２つ目、行政の課題としては、行

政のアプローチ。生涯学習リーダーの要請。生涯学習施設の活用。専門的な職員の配

置。以上、地域と行政の重要課題として、両者で共同して解決につなげていくとのこ

とであります。総務文教常任委員会６名全員、活発なる質疑意見等を行い、砥部のま

ちづくりに向け、決意も新たにしているところであります。以上で研修報告を終わら

せていただきます。 
○議長（栗林政伸） 土居英昭議会広報調査特別委員長。 
○議会広報調査特別委員長（土居英昭） 議会広報調査特別委員会において、８月２

９日から３０日までの２日間、東京のシェーンバッハ砂防で開催された第６６回町村

議会広報研修会に５人で参加し、研修を行いましたので報告いたします。 
まず１日目は、『わかりやすい文章表現・表記について』お茶の水女子大学大学院

教授の高崎みどり先生より講義を受けました。内容は、分かり易い広報の文章を作る

時の心構えとして必要なことは、１つ、想像力を働かせること。２つ、手間と時間を

かけ十分推敲すること。３つ、他の広報誌との比較研究をすること。４つ、飽きさせ

ない工夫をすることであり、その心構えを実際の文章に反映させるには、読み手の関

心を推測し、中立的・客観的な表現で分かり易い説明をすることが効果的であり、そ

の手法について、実例により良い点、改善した方が良い点について具体的に指導を受
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けました。改めて分かり易い説明の文章を書くことの難しさを感じました。続いて、

『情報時代に求められる自治体広報について』株式会社宣伝会議編集長田中里沙先生

より講義を受けました。内容は専門的な民間の感覚の視点で考えたものであり、なか

なかそのレベルに達するのは難しいと思われました。続いて、写真家米美知子先生に

は、『美しい自然風景の撮り方』についてご自分の作品を紹介しながら、写真を撮る

ポイントやテクニックについて講義を受け、デジタルカメラを手に持ち、撮るときの

機能の上手な利用の仕方について説明をして頂きました。 
２日目は、広報コンサルタント深沢徹先生による議会広報のクリニックが行われ、

１０町村が発行している広報誌を見ながら、具体的に問題点が指摘されました。大変

参考になる評価でありました。ただ、昨年講義を受けた広報評論家保坂政和先生とは

１８０度違った考え方もあり、講師により紙面づくりの考え方に違いがあることが良

く分かりました。 
今回の研修を通して、議会広報作成の難しさを改めて痛感しましたが、講師に本町

の議会広報のクリニックをお願いしておりますので、返事が届き次第、委員で検討会

を開き、よりよい議会広報誌にしていきたいと決意を新たにした所でございます。い

ずれにいたしましても、多くの住民に見ていただくことが大切であり、研修の成果を

生かし、議会の活動が町民の皆様に分かり易く説明できるよう、更なる努力を重ねて

まいりたいと考えます。以上で研修報告を終わります。 
○議長（栗林政伸） これで研修報告を終わります。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第６ 一般質問 

○議長（栗林政伸） 日程第６一般質問を行います。質問回数・質問時間は従来通り

制限しておりますので、要点を簡潔に要領よくまとめて質問されますよう、議員各位

のご協力をお願いします。それでは、質問を許します。１番山口元之君。 
○１番（山口元之） １番、山口元之です。私は、２点について質問させていただき

ます。まず、第１番目に、砥部中央幹線管渠敷設工事についてお尋ねします。砥部町

では、中央幹線管渠敷設工事の基本設計は、超流バランス工法を採用し、第 1 期工事

はこの工法で到達し、追加工事にかかろうとしています。第 2 期工事は、ラムサス工

法で工事が進められていますが、この工法は、施工実績も悪く、当現場のような土質

状況ではあまり採用されていないと聞いています。超流バランス工法と比べ積算単価

の安いラムサス工法で工事が出来るのであれば、なぜ基本設計に採用しなかったのか。

当初の基本設計の超流バランス工法は、このような土質状況ではよく採用される工法

だと聞いています。そういう工法でも実質設計に採用しないのであれば、積算単価も

高いのですからから、基本設計は過剰設計と言われても仕方がないと思います。なぜ

超流バランス工法からラムサス工法に変わったのか。安ければよいのであれば、追加

工事もラムサス工法で施工するべきではなかったのでしょうか。基本設計を採用する

際の経済比較資料等あれば提出して頂き、説明をしていただきたいと思います。そし
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て、８月２１日に頂いた管渠敷設工事推進機と表記のある写真は、現在工事を進めて

いる機械で、使用機器の承認願いで提出された中の写真でしょうか。また、中央幹線

管渠敷設工事の説明や資料の中には、泥濃式推進工法としか表示されていません。し

かし、この工法の中には、超流バランス工法、ラムサス工法、ＳＳモール工法等いろ

いろあり、それぞれ積算単価も異なるのに入札の概要説明では、一番重要な工法の説

明がないのはなぜでしょう。併せて下水道課長のご所見をお伺いします。 
2 番目に設計と入札制度についてお尋ねします。現在の不況の中では、指名入札で

出来る公共事業は、地元指名業者の入札による仕事の発注をより一層拡充させなけれ

ばならないと思います。砥部町では、工事の細分化による分割発注を視野に入れた地

元業者優先の取り組みはできないのでしょうか。このようなことを町理事者や私達が

言うとすぐに業者との癒着や談合とか公平さを欠くとか批判が出ると思います。町の

活力を落とさないためにも、町内業者育成のためにも、なんらかの方策が必要ではな

いでしょうか。また、一般競争入札制度は、適正な工事を進めるためには必要でしょ

うが、点数制度とか何億円以上の工事の実績とかいろいろ制約があり、大手ゼネコン

に有利なだけで、逆に地元業者をしめつけている感じがします。現在の一般競争入札

制度は、施工実績等が重視され今後も地元業者は実績不足で入札に参加できないこと

が多いと思われます。それならば金額の大きな入札は、JV 入札を実施してはどうで

しょうか。これなら地元業者が実績をつくる事も可能ではないでしょうか。２つの制

度を利用すれば地域の活性化にもつながると思います。町長のご所見をお伺いします。

以上で終わります。 
○議長（栗林政伸） 中村町長。 
○町長（中村剛志） ただ今の山口議員のご質問にお答えします。まず、砥部中央幹

線管渠敷設工事についてのご質問でございますが、先ほども行政報告でも申し上げま

したように砥部中央幹線管渠敷設工事の第１工区と第２工区は順調に工事が進んで

おります。推進工事の工法選択につきましては、下水道の管渠工事を行う場合、まず、

認可区域内全体の管渠基本設計を作成し、ルート、勾配、そして開削工事・推進工事

等の概略工法を検討します。次にこれを基に実際に施工する場所の詳細設計を作成し、

この時点で推進工事の工法も確定されることとなっており、本町もこの手順に沿って

設計し、施工しているものでございます。推進工事の工法選択については、専門的な

内容となりますので、担当課長から答弁させますので、よろしくお願いします。 

次に、一般競争入札につきましては、談合が大きな社会問題となっている昨今です

ので、今後は一般競争入札が増えるものと思います。現在、当町では 1億円以上です

が、既に松山市では、３千万円以上は、一般競争入札を行っています。また、愛媛県

においても、来年度から８００万円以上が一般競争入札となります。今後当町も、時

代のすう勢でもあり、地域要件などを考慮に入れながら、順次対象を広げていかざる

を得ないと考えております。次に、地元業者とのＪＶを義務付けることについては、

今後の検討課題とは思いますが、すべての工事について、一律に義務付けることは出

来ないと考えています。以上、ご質問の趣旨には十分ではありませんが、今までも地
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元業者さんに配慮しておりますし、今後も育成に努めて参りたいと思いますので、ご

理解ください。以上で、山口議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。 
○議長（栗林政伸） 東岡下水道課長。 
○下水道課長（東岡秀樹） 山口議員さんのご質問にお答えをいたします。まず、建

設工事の設計手順を申し上げますと、基本設計、全体計画とも申し上げますが、これ

をまず策定いたします。そして、次に基本設計を行いまして、詳細設計を経まして入

札という流れになるものでございます。砥部中央幹線管渠敷設工事につきましては、

全体計画区域が、４４７ha あるわけでございますが、この内、まず認可区域９８．８

ha の管渠基本設計を実施しているものでございます。この基本設計で認可区域内の管

渠を流下させる路線を決定いたしまして、各管渠に流入する汚水量を計算した上、管

渠の管径、大きさです。そして、勾配、幹線と支線、枝線の決定、概略管渠敷設工法、

補助対象路線の区分等を検討しておるものでございます。そして、管渠敷設工法につ

きましては、町道部、県道部、国道部等を開削工法で行うか、推進工法で行うかの概

略工法を検討しておるものでございます。国道３３号の高架下の拾町交差点から浄化

センター入り口までの県道部は、管径８００mm の推進工事で施工する計画となってお

るものでございます。概略工法の検討は、本来ここまででございますが、参考資料と

いたしまして、管径が８００mm の場合は、大中口径管推進工法に該当し、刃口推進工

法、泥濃式推進工法、泥土圧式推進工法、泥水式推進工法の４工法があるというよう

なことを示されておるものでございます。次に、基本設計の成果を基に施工区間を確

定いたしまして、第１工区と第２工区の詳細設計を行っております。詳細設計におき

ましては、管渠ルートのボーリング調査を実施いたしまして、この結果を基に設計図

書を作成し、推進工事の工法を決定いたしております。推進工法は、ボーリング調査

で得られた土質条件、礫率、Ｎ値、透水係数、 大玉石径、地下水位及び施工場所と

なる発進坑、到達坑の位置、工事延長等を考慮し、品質確保ができて、かつ、 も経

済的な工法を採用し、設計書に反映しなければならないこととなっております。この

結果、第１工区、第２工区とも泥濃式推進工法となりまして、泥濃式の中で第１工区

は、超流バランス工法、第２工区は、ラムサス工法が も経済的であることから設計

計上いたしたものでございます。なお、８月１日に議決いただきました第１工区の追

加工事の推進工事につきましても、新たな工法で別発注する方法、また、第１工区に

新たな工法で追加発注する方法と第１工区の超流バランス工法の資機材を引き続き

使用する方法の３通りの比較検討を行いまして、第１工区の資機材を引き続き使用す

る方が も経済的であるという結果によりまして、追加工事部分も超流バランス工法

になったわけでございます。また、本町が一般競争入札を行う場合は、公告しなけれ

ばなりませんが、この中で工事概要を示しておりまして、第１工区、第２工区の工事

概要は、議員さんご指摘のとおり推進工事の泥濃式とのみ表記をしておるものでござ

います。これは、今回の第１・第２工区とも泥濃式推進工法の中で一番経済的な工法

で設計計上しておりまして、泥濃式は複数の工法が施工可能な状況の中で、超流バラ

ンス工法やラムサス工法などの特定の工法を限定いたしますと施行業者の限定にも
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なりかねないことから公表ができないわけでございますので、ご理解賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。なお、推進工事の工法選定の流れにつきましては、お手

元に資料を配付させていただいておりますので、参考にしていただければと思うもの

でございます。以上で山口議員さんのご質問に対する答弁とさせていただきます。 
○議長（栗林政伸） 山口元之君。 
○１番（山口元之） 下水道課長からの答弁で、少し追加させて聞いてみたいと思い

ます。私も、物覚えが悪いので、大体予想して書いてきているので、それをちょっと

読みながらやらしてもらったらと思います。まず、 初に基本設計の時に、基本設計

の段階で、ラムサス工法には、それができるかという問い合わせはしたそうです。そ

したら、それはできないという返事で、超流バランス工法を採用してやったという話

を聞きました。だったら、基本計画に沿った工事を１期、２期とやっていくのが、普

通考えられるやり方であると思うんです。基本設計と異なるラムサス工法をしたとい

うことは、ラムサス工法の技術的な根拠とか、この工法は、実績が悪いため、採用を

見合わせるところもたくさんあると、そして、この近隣では、ほとんど成功例がない

というような事実は、把握しているのでしょうか。人によったら、そういう工法では

なかなか難しいから、本当にラムサス工法でやっているんかというような疑問を持た

れる方も多いと思います。やっぱりそれは、このあたりでもなかなかやったことのな

い工法を採用したから、そういう声が出るんであって、やはり、公共事業であれば、

そういう疑惑を払拭するためにも、一応、ラムサス工法協会にこれを聞いて、本当の

機械の導入があったかどうかも、町としては、確かめる必要があるんではなかろうか

と、私は、思うんですけれども。そして、次に、写真の件なんですけれども、承認願

いの出た二期工事の写真なんですか。これ。間違いないですか。２期工事の写真なん

ですね。それであればですね、こういう承認願いの出た実際の写真は、現場で担当者

立ち会いの元で撮る写真じゃないですか。この写真は、なんか、私も現場に行ったん

ですけれども、現場の写真と思えんし、ちゃんとした、どういう工法でするとか、ど

ういう経緯で入っていくとかいう確認もできてないんですかね。その点は、いかがな

んでしょうかね。推進機は、中へ入ってしまえば、なにがなにか分からんと思うんで

す。そのためには、そしたら写真のそういう説明がないんであれば、ちゃんと担当者

は、入っていって、入るのを確認しているんですか。それもお答え願えたらと思いま

す。そして、追加工事の件なんですけど、浄化センターの土木建設工事の設計は、３

月にできていますよね。そして、工事は、１９年度末から始まることは分かっていた

はずです。計画から考えれば、もっと前から分かっていたと思うんですけど、なぜ管

渠工事が始まる時に設計に入れてなかったのか、そうすれば、そういう追加工事とか

無駄も省けると思うんです。そして、管渠の 終は、浄化センターの枡につながると

いうことも十分分かっていると思います。そして、この縦穴も、センターの枡と一緒

につながるんだから、一緒に縦穴の工事をすればよいということは予測ができたと思

うんです。この予測を考えれば、センターの枡の位置が決まり、管渠工事が終わって

から、センターの土木工事に入れば、十分間に合うことだと思います。そういう建設
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工事を始める計画は、立ててなかったのですかね。そして、追加工事をするにしても

ですよ、すぐに供用開始をするわけでもない。浄化センターの工事の開始を延ばして

も、なんの差し障りもないと思います。やっぱり、公平さを保つためにも、地域の業

者の実績を作る可能性もあるのだから、適正な入札をすべきではなかったのでしょう

かね。まあ、そういうことは、議決されたことを今さら言ってもしょうがないと思い

ますが、これも委員会でもっと検討する必要があったのではないでしょうかね。やっ

ぱり事業や工事は、各委員会で技術的なこと、なぜ必要なのかといった内容の説明は

ありますが、今行われているような特殊な工事や専門的知識のいる事業に対しては、

やっぱり担当者も理解するのはなかなか難しいと思います。そのためには、やっぱり

専門的な知識がある第三者も、専門的にチェックしてもらうことも必要なんではない

かと思います。そして、 後の工法の説明がなかったということで、今質問しました

ら、課長は、これは、公表する必要がないと言われましたね。超流バランス工法、ラ

ムサス工法、工法を公表することがないと、積算単価が違うのになんで、公表するこ

とができんのですか。業者は、設計図を見たらどの設計か分かると言いますよ。こう

いう説明がないのは、担当者の認識不足か、私らに言っても分からんから言わんでも

ええとか、また、いろんな事情があって言わんのかというようなかんぐりもせざるを

えんようになってきます。やはり、我々議員としては、チェック機関としての活動が

必要ですから、こういう説明不足とかいうことがあれば、本当のチェックも出来ない

状況になります。本来議員の仕事であるチェック機関として、また、住民の方にも信

頼されるチェック機関としての役割を我々が十分果たすためには、説明責任を果たし

ていただき、開かれた町政運営のためにも互いの協力が必要だと思います。どのよう

にお考えでしょうか、下水道課長の答弁をお願いします。 
○議長（栗林政伸） 東岡下水道課長。 
○下水道課長（東岡秀樹） 山口議員の再質問にお答えをさせていただきます。基本

設計は、管渠を流下させる路線を決定し、各管渠に流入する汚水量を計算した上、管

渠の管径、勾配、具体的に言いますと、上原町から浄化センターまでスムーズな自然

流下で汚水を流せる勾配のことです。そして、幹線と支線の決定、補助対象路線の区

分、国道部、県道部、町道部を開削工法でいくか推進工法でいくかの概略管渠敷設工

法等を検討する設計です。 
基本設計の参考資料といたしまして、従来はこの開削推進の比較で終わるわけでご

ざいますが、推進の工法の中に４つの工法があるということの参考資料として、基本

設計で計画していただいているものでございます。これにつきましては、あくまでも

露出調査等いたしておりませんので、一般的な比較をいたしております。今回、詳細

設計で具体的にボーリング調査をいたしまして、先ほど申し上げました土質でござい

ますとか、玉石の大きさ、地下水位等によりまして、工法の決定をいたしております。

したがいまして、詳細設計で始めて工法が、第１工区が超流バランス、そして２工区

がラムサス工法となったものでございます。そして先ほどお渡しいただきました写真

の検査の件でございますが、これにつきましては、この写真には、ちょうど私ども下
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水道課の職員も行って立ち会ったところでございまして、検査の時の写真を使ってい

るのでなく、一般的なシールド機を撮った写真でございまして、検査時には、私ども

の監督員と私も同行いたしまして、この機械を確認いたしております。そして、現地

へ搬入された時にも、監督員、それと設計監理をお願いしておりますコンサルさんと

一緒に立ち会いをして、搬入をしておるということでございます。それと、追加工事

の件でございますが、これにつきましては、第１工区発注時点では、当初、追加区間

５５m の区間につきましては、マンホールポンプ槽の位置が確定をしていなかったと

いうことで、１工区に含めていなかったわけでございます。今回、追加工事区間を第

１工区に含めまして、マンホールポンプと管渠工事を一緒にするということでやりま

すとコスト縮減を図れるということで、下水道事業団との調整が取れまして、工事を

行うこととしたわけでございます。そこには、まず、ご承知のように工事予算の執行

につきましては、効率性、経済的にしなければならないという大前提がございます。

そして、コスト縮減を図る必要がございまして、今回の追加工事の発信坑と事業団が

浄化センターで築造するマンホールポンプ槽を兼用するということで、経費の削減を

図るということになりました。それと、もう一つ、浄化センターのマンホールポンプ

槽につきましては、平成２０年の２月末までに完成することが条件となっておりまし

て、これを追加工事のうち、発信坑を本年１１月までに下水道事業団に引継ぎをしな

ければならないという制約がございます。これを１１月までにできるということは、

１工区の工事に追加発注する方法が工期的にも間に合うし、当初の請負率で契約でき

るということで、経済的になるということで、お願いをしたものでございます。それ

と、専門的技術者のチェックをしておるのかとのご質問でございますが、これにつき

ましては、今回の推進工事につきましては、本町も技術職員はございません。そのた

めに、専門の業者さんにお願いをいたしまして、工事の設計・施工監理をお願いして、

チェックをしていただいておるところでございます。それと、工法の公表の関係でご

ざいますが、これにつきましては、ご承知のように公告の中で、設計図書の販売をい

たしております。それと、設計図書を買わなくても、図書の閲覧をいたしております

ので、そちらの方に来て、見ていただければ、本町が設計している工法が、超流バラ

ンスでありますとか、ラムサスとかいうのは、見ていただければ、分かるというふう

に思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
○議長（栗林政伸） 山口元之君。 
○１番（山口元之） もう一回だけですかね。もう一回あるんですかね。ラストチャ

ンス。先に言うの忘れておったんですが、続けて言います。今、東岡課長に説明をい

ただいたのですけれども、私が聞こうとすることとちょっとずれているような感じが

していかんので、もしよければ、もう一回、下水道委員会とか、産建委員会で話し合

いをさせていただきたいと思います。それとですね、入札制度の再度の質問なんです

けど、公共下水道事業もこれから地元業者ができる仕事がたくさんあると思います。

その時に、地元業者優先で実施していただきたい。例えば、麻生小学校の体育館の工

事でも入札制度で地元業者は１社も入れない。監理財政課では、地元が参加できるよ
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うな考慮とか、ＪＶ入札等の視野はなかったんでしょうか。また、他の工事でも実績

がなければ指名できないのであれば、今後一切入札に参加することができなくなるの

ではないのでしようか。財政事情が厳しい中で、安く工事が出来れば、町財政は助か

りますが、そのために、安ければ、大手業者の参入も良しとする、そういう考え方で

いいんでしょうかね。ある業者の方は、町のことは、もうええんよ。言うたってどう

にもならん。そういうような夢も希望も期待もないような言葉が返ってくる業者があ

ります。この大事業が始まっている時に、町離れのような言葉が出る状況でいいんで

しょうかね。今企業努力だけではどうにもならないことが多い中で、町の理事者や議

会も含め、やはり適正な指名入札制度や町内でも実績が作れる工事などの話し合いが

できる特別委員会などの設置を設けてもらったらと思います。そして、 後に、いろ

んな嫌なことやきつい言葉を申し上げましたけど、この事業の始まりから説明不足や

疑いの目で見られるような事業では、先行きやはり不安になると思います。私たちは、

公共下水道の開始を議決したんですから、成功さす責任があると思います。今までは、

処理場のことばかり見ていましたけれども、これからは安全で確実に工事が進むよう

にとか、一軒でも加入者を増やす方法とか、事業全体が見えるような目を持っていか

なければならないと思います。また、財政面でも、町民の方にはかなりの迷惑と負担

が掛かります。監理財政課は、少しでも町民が潤うような方策を考えていかなければ

ならないのではないのでしょうか。この事業は、町と町民が一体となり協力し成功さ

せなければ、やはり町の存亡にもかかわる大事業です。そのためには、議員や、理事

者、職員は、地元や町民と共に生きるという気持ちを持って、事業を進め、成功に導

かなければならないと思います。町長さんも大変ご苦労ですが、この事業が成功する

ように陣頭指揮を執ってくださいますようにお願いします。後は、町長さんでも課長

でもどちらでも構いません。もう後がないんですから。委員会で言わせて貰います。 
○議長（栗林政伸） 中村町長。 
○町長（中村剛志） 山口議員さんのご質問でございますが、決して私は、地元の業

者を無視しておるわけでもございませんし、１７年度、１８年度の工事入札業者、こ

れも調べていただいておると思いますけれども、私は、決して地元の業者を排除して、

よそを入れるというようなことはやっておりません。その辺をまずご理解をいただき

たいというふうに思います。そして、業者の育成というのは、やはり大事なことでご

ざいますので、地元業者を育成していくというのは、産業の活性化、町の活性化にも

当然つながることですので、我々もやっていかなければなりません。それと、やはり

今言われております先ほども申しましたように、適正な入札というのも重要な問題で

ございます。そういう中で、地元の業者を育てていくのはどのように育てていくのか

という問題が当然出てくると思います。業者の方からいろいろお聞きして、ご質問い

ただいたんかどうかわかりませんけど、我々は砥部で用事がない、してないと、そう

いうご意見をですね、こういう議場で言っていただいたのでは、私は、本当心外なと

ころあるわけなんですけど、やはり、地元の業者というのは、育成しなければならな

いという基本的なこともございますし、これからもお世話にならなければならないと
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いうふうに思っております。それで、適正な入札、その両面を考えながら、今後もや

っていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 
○議長（栗林政伸） 松下監理財政課長。 
○監理財政課長（松下行吉） 監理財政課の方にもご質問がありましたので、入札の

考え方について、ご説明させていただきます。監理財政課の方の入札の考え方につき

ましては、できるだけ安い価格で、品質を確保した工事を執行していただくことを重

点に考えておりまして、地元業者さんうんぬんということは、まず次の段階でお考え

になるべきことであろうというふうに考えております。それから、実績ということで

ございますけれども、実績というのは、徐々に積んでいただきまして、例えば、１億

円の工事を行うのに年間施工高が１千万しかないというような場合に、その業者さん

を呼ぶことができるかというようなことから考えていただきたい。できるだけ、一般

の方がご覧になってもお分かりいただけるように分かりやすい透明な指名なりをし

ていくというのがよろしいと思います。そういう意味で言いますとやはり一般競争入

札は、この時代の流れでございますので、徐々に広がっていかざるを得ないというふ

うに考えますし、できるだけ偏った見方が出ないようなそういう公平な入札制度をと

いうふうに考えております。以上でございます。 
○議長（栗林政伸） 山口元之君の質問を終わります。ここで一旦休憩します。再開

は１０時４５分です。 
 

休憩 午前１０時３２分 
再開 午前１０時４５分 

 
○議長（栗林政伸） 再開します。５番、中村茂君。 
○５番（中村茂） ５番、中村です。私は乗り合いタクシーの導入について質問いた

します。砥部町内の山間部と松山市を結ぶ民間バス会社が乗客の減少による赤字路線

を、今回廃止いたしました。これにより一番被害を受けたのが高齢者の方です。今ま

で病院や買物等で利用していたが、廃止により移動をする足を無くして大変困ってい

ます。唯一の交通手段のタクシーも片道何千円もかかり、わずかな年金では多大な出

費です。１週間に一度でも町による福祉バスを運行してほしいとの要望を受けていま

す。そうした時に、６月２２日付新聞に、伊方町が高齢者の移動手段に、乗り合いタ

クシーを年度内に導入するとの記事がありました。同町によると、乗り合いタクシー

は会員登録をした住民の事前予約を基に、複数の会員を自宅から目的地まで送迎する

「デマンド型交通システム」です。運行主体を町営とするか、商工会などに委託する

かは未定です。町は住民や民間業者等で、運行委員会を設置し、詳細を検討し、１１

月に陸運支局に申請して、本年度中に運行を開始したい意向であります。また、県内

では四国中央市が乗り合いタクシーの導入を検討していると報道しています。また、

広島県世羅町では、デマンド交通システム「せらまちタクシー」を昨年９月に開設し

ており、今年７月の利用者が過去 高の３，２００人近くを数えます。まずまずの堅
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調ぶりを見せています。同タクシーの導入自治体は、全国では３４市町村で、広島県

では２番目です。世羅町のデマンドタクシーは、マイクロバス定員８名で、自宅と目

的地を送迎してくれる便利な交通システムで、事前登録した町民であれば誰でも利用

可能です。運行地域は町内に限定、路線は５コース、３０分前までに電話予約すれば

希望の乗り場まで来てくれます。町商工会が補助金を受けて、事業運営しています。

料金は片道３００円。開始以来１１カ月間の乗客数は２万９，２５５人で、一日平均

１３２人、利用者の７２歳の婦人は、「毎月２回くらい病院や買物に使っているが、

運賃も安いし家や店の前に着くので、歩く心配もなく助かります。」と喜びを語って

いました。砥部町においても、まず路線バスの廃止となった、万年、五本松、大角蔵、

七折方面で乗り合いタクシーを導入してはと提案いたしますが、町長のご所見をお伺

いいたします。以上で私の質問を終わります。 
○議長（栗林政伸） 中村町長。 
○町長（中村剛志） ただ今の中村議員さんのご質問にお答えをいたします。日頃よ

り身近な住民の問題を取り上げていただいておりますこと、本当にありがたいことだ

と思いますし、やはり、町民の皆さんのいろんな考え方、そしてまたご不便、こうい

うことを我々は解決していかなければならないと思っております。 

それではお答えをさせていただきます。ご承知のとおり、本年４月の伊予鉄バスの

砥部線ダイヤ改正に伴いまして、外山線と七折線が廃止されました。これは、平成１

４年に「道路運送法等の一部を改正する法律」が施行され、運送事業への新規参入に

一定の規制を行っていた需給調整規制が撤廃されたことに伴い、赤字路線からの撤退

が自由になったことと、利用者数が少ない路線への国の補助金がなくなったことなど

によるものでございます。この２路線につきましては、１日の利用者が極端に少ない

ため、補助金の交付要件にも該当しておりませんでした。また、伊予鉄道の調査によ

りますと、平成１８年１１月の運行時間帯別の乗車人員が、少ない時で平均０．５７

人、１人に満たないということでございます。多いときでも３．０３人という結果に

なっております。住民サービスの点からは、路線の存続や代替交通手段の確保がベス

トではありますが、現時点では、町の財政事情もあり、乗り合いタクシーの導入は、

無理であると思います。何とぞご理解をいただきますようお願いいたします。以上で、

中村議員さんのご質問に対する答弁とさせていただきます。 
○議長（栗林政伸） 中村茂君。 
○５番（中村茂） 町財政でちょっと無理であるという答弁でございますが、今まで

の世羅町とか、長崎市等では８人乗りのこういうバスをやってるんですよ。私の提案

したいのは、普通のタクシーですね、自家用タクシーではなしに、普通のタクシーを

何人か複数の方が連絡を取り合って、それに乗り合わせて行く、そういう方法ではい

かがということを提案したいんであります。大きい８人乗りとか１０人乗りを回すと

いうのは大変お金がかかりますけども、普通のタクシー会社を、会員から時間帯を確

認してそれに合わせて回してはどうかということが言いたいわけなんです。そういう

ことをもう一度よろしくお願いします。 
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○議長（栗林政伸） 中村町長。 
○町長（中村剛志） ただ今の再質問いただきました。この点についても検討をちょ

っとさせていただきました。そんな中でですね、外山線、七折線からということでご

ざいますが、その他にも田ノ浦とか鵜ノ崎とか大平とかいろんな所がございます。交

通機関があっても便数が少ないとかいうこともございます。それを町全体と広げてい

くにはかなりの問題があろうし、一地方だけをやるというのにも難しい問題があろう

かと思います。タクシーの借上げ、その他についても、今、松山空港まで行くバスも、

今はもう定期便になりましたけど、申し込みがあれば運行するという方向もとってお

りました。そういうことで今後検討はして参りたいと思いますが、かなり、町内全体

でこれをやるというのは乗車の人数の問題等を含めて厳しいのではないかと思いま

す。また検討をしてみたいと思います。 
○議長（栗林政伸） 中村茂君。 
○５番（中村茂） 後に、お年寄りのためにもですね、町は財政がないんだから駄

目だと、そういう結論ではなしにね、何とか知恵を絞ってやっぱりお年寄りのために

やっていこうという前向きな姿勢を示していただきたいと、こんなことをお願いして

終わります。以上です。 
○議長（栗林政伸） 中村茂君の質問を終わります。１１番、宮内光久君。 
○１１番（宮内光久） １１番、宮内光久でございます。私は２点について質問をい

たします。まず１点目は、税についてでございます。平成１１年度から景気対策のた

め導入されていた定率減税は、経済状況を踏まえ、所得税は平成１９年１月から、住

民税は平成１９年６月から廃止をされております。税源移譲により住民税が増税にな

っており、納税者の内、普通徴収されている者は、４期による納付となっております。

また一層増税感が増すところであります。納付が困難な納税者には４期の支払いでは

なく、もっと納期の回数を増やしてみてはいかがでしょうか。例えば、分割納付で対

応してはいかがかと思います。 次に、税源移譲で、定率減税、老年者非課税が廃止

をされておりますが、砥部町では税率改正で、どれくらいの額、歳入の増、歳入の減

になるのか、町長及び担当課長のご所見をお伺いいたします。 

２点目は、ＡＥＤについてでございます。平成１７年９月に定例会において中村茂

議員がＡＥＤについて質問をし、その後各所に配置され、町民も心強く思っておりま

す。今後、更に効果的に運用するため、人出が多い行事には既存のＡＥＤを移動させ

るか、緊急用のＡＥＤを用意すべきではないかと思います。町民誰もが使用できるよ

う、講習会等を開催してはいかがでしょうか。併せて、今現在、砥部町民でどれくら

いの人が講習を受けているのかお伺いをいたします。学校施設は児童生徒が一日の大

半を過ごす学習、生活の場であり、児童生徒も体育の授業や部活動中に心臓停止が突

発的に発生する可能性があります。そして学校施設は地震災害や、その他の災害時に

は地域住民の避難場所としてその役割を果たしているところであります。近年、小児

用のパットが開発され、低年齢者の使用の安全性、有効性が確認されており、心臓停

止の緊急時、高い救急救命効果を発揮いたしております。そのことから、町立の保育
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所、幼稚園、小学校、中学校にＡＥＤを設置すれば良いと思いますが、その考えはあ

りますか。町長及び教育長のご所見をお伺いいたします。 

○議長（栗林政伸） 中村町長。 
○町長（中村剛志） 宮内議員のご質問にお答えいたします。始めに、税についての

ご質問ですが、まず、住民税の所得割の税率は、所得に応じて３段階の構造になって

おりましたが、ご存知のとおり税源移譲により平成１９年６月からは、１０％に統一

されました。ご指摘のとおり、普通徴収は４期による納付となっております。しかし、

宮内議員がご心配されておりますように、中には納付が困難な方もいらっしゃいます。

そのような方には、個別相談により、分割納付していただいておるのが現状でござい

ます。今後もそのように図らって行きたいというふうに思っております。所得譲与税、

定率減税、老年者非課税措置の廃止による歳入の増減、つまり税源移譲による影響に

つきましては、平成１９年度予算ベースでは、前年度の約３７．８％に当たる２億２，

１２５万円を増加計上しておりますが、決算ベースでは２億１，３００万円の増加と

なる見込みでございます。これに対して、所得譲与税など国からのお金は、２億１，

７００万円程減りますので、増減額は、ほぼ同じであると見込んでおります。以上で、

税についてのご質問に対する答弁とさせていただきます。 

次に、ＡＥＤにつきましては、教育長の方からご答弁をさせますので、どうぞよろ

しくお願いします。 
○議長（栗林政伸） 佐野教育長。 
○教育長（佐野弘明） 宮内議員さんの、ＡＥＤ、いわゆる自動体外式除細動器につ

いてのご質問にお答えをいたします。ご質問のＡＥＤは取扱規定の改正によりまして、

平成１６年７月から一般住民の方でも使えるようになりました。空港、学校、駅、こ

ういった多くの人が集まる場所への設置が国内で進んでいるところでございます。本

町におきましては、消防署以外の公共施設への配備につきましては、広田地区にあり

ます診療所、そして文化会館、広田中学校となっております。これ以外の施設への配

備を推進していくということで、今議会に、すべての小・中学校、総合公園、岩谷口

プールに配備するための補正予算をお願をしてございます。そして、今回の配備は、

特に人出の多い行事等を開催する可能性が高い施設について計画しております。ご提

案いただきましたＡＥＤを移動させるという運用は、現在のところは考えておりませ

んけれども、ご質問の中にございました、幼児向けパットが開発されたこと等もござ

いますし、併せて緊急用及び幼稚園等への配備につきましては、今後十分検討させて

いただきたいと考えております。ご承知のとおり、ＡＥＤの使用方法は難しいもので

はございませんけれども、ＡＥＤを使用する場合は、併せて心肺蘇生を行う必要がご

ざいます。この心肺蘇生は一定の訓練を受けなければいざという時の実践は困難であ

りますので、砥部消防署では、ＡＥＤの使い方と併せて心肺蘇生法についての救命救

急講習会を開催しておるところでございます。受講者につきましては、現在、一般の

方が約４００名。幼稚園、小中学校の教職員、保護者等が約３００名、保育所の保育

士等が約１１０名この講習会を現在受講しております。今後とも、一人でも多くの住
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民の皆さんがＡＥＤを使い救命処置が行えるように、引き続き講習会を開催していく

ということと、併せて、多くの方々に受講していただくように、その広報にも努めて

まいりたいと考えておるところでございます。以上で宮内議員さんのご質問に対する

答弁とさせていただきます。 

○議長（栗林政伸） 宮内光久君。 
○１１番（宮内光久） 町長の答弁の中でですね、所得税と住民税、その他の諸々を

そうこうしてみると歳入の増減がないということでございました。私もサラリーマン

でございまして、実は、所得税は確かに２，０００円ばかり少なくなりましたが、住

民税の方が１万２千円ほど高くなっておりまして、これは随分と、町民の方もサラリ

ーマンが多いんで、随分と上がっているのではないかと思いましたけれども、ある程

度そこへんで増減がないということで安心をしたところであります。また、多分役場

の窓口にはたくさんの町民の方が訪れて、いろいろと聞かれたかと思いますが、この

窓口に相談に来られた件数といえば、まあ件数というかね、どういう苦情の問題があ

ったのかを説明ができたらと思います。そしてまた、このＡＥＤについてはですね、

この砥部町で、何名位が今まで使ったことがあるか、もしあるのであれば高齢者とか、

そういう、どういう事由で使ったか、説明をしていただきたいと思います。以上、こ

の２点について答弁をお願いいたします。 
○議長（栗林政伸） 中村町長。 
○町長（中村剛志） 税の変更による問い合わせ等につきましては、現場サイドのほ

うが良く分かりますので、税務課長の方より答弁をさせていただきます。 

○議長（栗林政伸） 武智税務課長。 
○税務課長（武智充吉） 宮内議員さんのご質問にお答えをいたします。相談に来ら

れた方、また電話で相談があった方でございますが、窓口に来られた方が約５０人、

５０件。電話で相談があった方が約４０件で合計９０件位でございます。内容につき

ましては、もちろん増税になったということでございますが、５％から１０％になっ

たということだけではなく、定率減税が廃止になったということが良くご理解されて

なかったのが、一番でございます。以上です。 
○議長（栗林政伸） 明賀総務課長。 
○総務課長（明賀徹） ただ今の、宮内議員さんの、ＡＥＤの利用があったかという

ことなんですが、先ほど教育長の方より答弁いたしました常備消防車以外については

今まで、使ったというような報告は聞いておりません。ただ常備消防の方では当然今

までに何件かはあったと思います。以上です。 
○議長（栗林政伸） 宮内光久君。 
○１１番（宮内光久） 担当課長さんからの説明の中で、９０件。電話対応とか窓口

に来られた方を含めて９０件。僕は少ないと思います。実際ですね。私も電話対応で

やる折は、苦情いうのは、処理いうのが一番難しいことでございまして、またこの税

については、お金についてはですね、町民の方も神経をいち早く研ぎ澄まされている

ことだと思います。是非ですね、この苦情に関しては、本人が納得いくようにですね、
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十分説明をしていただきたいと考えております。今後、この税だけでなくて、そうい

う面についてもですね、職員さんは、一生懸命それなりに説明が出来るようにですね、

勉強しながら町民に分かりやすく説明をしていただきたいと思います。また、ＡＥＤ

についてですね、使用がゼロということは本当に良いことだと思いますが、備えあれ

ば憂いなしですので、早急に、先ほど教育長さんの答弁の中で、各学校施設にＡＥＤ

を設置するということで、安心をしたところでありますが、ただ、やはり保育所、幼

稚園系統もですね、今後やっぱり検討していただきたいと思います。答弁はいりませ

ん。 
○議長（栗林政伸） 宮内光久君の質問を終わります。７番、井上洋一君。 
○７番（井上洋一） ７番、井上洋一であります。２点質問いたしたいと思います。

まず第１点目、「町民と行政の約束制度について」であります。先ほど、総務文教常

任委員会における名張市の視察研修について報告させていただきましたが、私自身、

砥部町にとって考える余地があるのではないかと思い質問の題材にさせていただき

ました。名張市の「市民と行政の約束制度」は、９０年代当初に英国が導入したシテ

ィズンズ・チャーター、わが国の日本語訳は「市民憲章」制度を基にしたもので、行

政が提供するサービスの水準や質を市民に約束する制度であります。英国では地方自

治体にも制度が広がり、教育・健康など様々な公共サービスにおよび、このような憲

章が１万以上も作られています。この「約束制度」導入の背景は、１、地方自治体を

取り巻く社会経済情勢の変化、分権型社会への対応、住民ニーズの高度化・多様化で

あり、２つ目には、厳しい行財政環境であります。また、職員アンケートを実施した

ところ、「お役所仕事」と批判されるような実態があるかとの問いに、「時々感じる」

６３％、「頻繁に感じる」９％と、７割以上の職員が「お役所仕事」と批判されるよ

うな実態があると感じているということであります。この「約束制度」の仕組みは、

「共通の指針」と「部門別の指針」で構成されています。「部門別の指針」は共通事

項５項目と「部の約束５項目」「室の約束１６２項目」からなっております。次に、

収納室の一例を紹介します。証明書の交付は、受付から１０分以内に発行いたします。

１０分以内に交付できない場合には、前もってお知らせします。また、約束と同時に、

市民の皆様へのお願いもしております。先ほどの例で申しますと、証明書の交付にあ

たって、委任状等の必要な書類は事前にご準備ください。との内容であります。今ま

での話の内容を総合的に判断すると、「なんだ、普通の、当たり前の行政サービスで

はないのか？」と思われたのではないでしょうか。しかしこの数値を含めた「約束制

度」により職員の意識改革、継続的なサービスの改善等につながり、「お役所仕事」

から脱却する質の高い行政運営ができると考えます。町長のご所見をお伺いします。 

次に、クレジットカードでの納税についてであります。新聞報道によりますと、税

金や水道料金などをクレジットカードで支払える自治体が増えているとのことであ

ります。今話題の国民年金保険料も来春始まる予定だそうであります。人口約１万５

千人の三重県玉城町では、４月から住民税、固定資産税、国民健康保険料など、町に

支払う税や料金をカードで支払えるようになり、７月までに町民約７００人余りが申
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し込んだとのことであります。町によると、現在、納税者の約７３％が口座振替を使

用、毎月３～６％が残高不足で引き落としできないそうであります。しかし、連絡す

れば払う人がほとんどだそうです。現在実施されている金融機関の口座振替の手数料

は定額制で、１件につき０～１０円ほどとされています。しかし、カードの場合、支

払額の何％という定率制であり、手数料が１％なら１万円の納税で１００円、１０万

円で１，０００円になり、多額になれば徴税コストの圧縮分を上回り、税金の無駄使

いと言われかねません。また、ほかの納税者との公平性の問題も指摘されます。カー

ド払いの人はポイントという利益を受けられるうえ、ほかの支払い方の人に比べて手

数料に多額の税金を使われるケースが出てくるということであります。総務省は、諸

外国では手数料を納税者負担としている例が多いということで、「公平性の観点から、

自治体の負担に上限額を定めるなどの措置を講ずることが適当と考えられる。」との

通知を出したとのことであります。 

 いずれにしましても、時代の流れもありますが、「公平性」と「収納率アップ」等、

総合的に判断していただきたいと考えます。町長のご所見をお伺いします。 

○議長（栗林政伸） 中村町長。 
○町長（中村剛志） 井上議員のご質問にお答えをいたします。始めに、町民と行政

の約束制度についてのご質問でございますが、三重県名張市で取り組んでおられる約

束制度は、市役所で行っている行政サービスの処理時間や情報の提供、クレームなど

の処理について、具体的に分かり易く住民に説明し、その成果を住民に約束する制度

と聞いております。約束制度を通じて、行政サービスを向上させるだけでなく、職員

全員で業務を見直し、お客様へのサービスという視点で指針を作成することで、職員

の意識改革を目指すものであると思っております。名張市では約束制度のほかに、

『市長の推進する６つの政策と４０の約束』を紹介しております。これも終始、分か

り易い表現で、具体的な数値を示して市民と約束をしています。行政改革の先進地へ

行かれて勉強され、知識を広げられました議員の皆様に対しまして、心から敬意を表

します。地方分権が進む中、行政サービスは行政の都合ではなく、町民の皆さんの視

点に立って行うように変わってきました。その変化に職員自身が気付き、学習をして、

転換していかなければ、砥部町役場は「負け組」の仲間に入ってしまいます。私も本

年１月の朝礼で、職員の皆様にこのような名刺型の職員の行動指針「町民サービスの

向上と親切な役場づくり」ということで、行動指針を５つ掲げさせていただきました。

この名刺を皆さんは名刺入れの中に入れて、持って行動していただいていると思いま

す。読ませていただきますと、１つ、砥部町職員の自覚と誇りをもって行動します。

２つ、先手で明るく元気なあいさつをします。３つ目として、町民の皆様の立場に立

って親切な仕事をします。４つ、いつも問題意識をもって物事に取り組みます。５つ、

地域の行事やイベントに積極的に参加します。このような行動指針で、親切な役場づ

くりに努めているところでございます。また若手職員８人による「窓口サービス向上

委員会」こういうものを設置しておりまして、窓口などにおける町民の皆さんへの対

応などの改善に取り組んでおります。２３項目の「窓口サービスアップへの道」を掲
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げ、推進状況を定期的にチェックしております。名張市の『市民と行政の約束制度』

につきましては、窓口サービス向上委員会で分析をさせていただき活用していきたい

と考えます。行政サービスの改善や職員の意識改革のきっかけになることを期待して

います。 

 次に、クレジットカードでの納税についてのご質問ですが、クレジットカードによ

る納税を可能にすれば、納税機会の拡大により納税者の利便向上が図られると考えら

れます。しかし、クレジットカードによる決済を導入する場合、井上議員さんご指摘

のとおり、既存システムの改修費用や事務手続きの初期費用、そしてまた一番大きな

のは、1 件当たりの税額の３～７％程度の取扱手数料が必要になるということでござ

います。本町の口座に収納されるまでに一定期間を要します。納付証明書の発行等の

問題もあり、現時点で、導入することは難しいと考えております。本町の場合を申し

上げますと、口座振替の手数料は定額制で一件につき、銀行で５円、郵便局では１０

円となっております。納税者の内約６０％の方が口座振替を利用されております。こ

れからも収納事務の効率化を図るため、納税者の方に口座振替による納税を薦めてい

きたいと考えております。先ほども申し上げましたように、クレジットカードの導入

については現時点では難しいというふうに思っております。以上で、井上議員さんの

ご質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（栗林政伸） 井上洋一君。 
○７番（井上洋一） ただ今の、町長答弁にもありましたように、職員の意識改革の

いったんとして参考にしていただけるということで、ありがたいことだと思っており

ます。ただ行政サービスも結構なんですが、コンプライアンスの決定だけは間違いな

く行っていただきたいと思っております。また、クレジットカードの問題ですが、以

前に土居美智子議員さんからも質問があったと思います。町長の言われるように、私

も同感なんですが、やはり公平性という観点と、収納率アップと、この両面から今後

もやはり時代の流れでありますので、検討をしていただきたいと思います。私はどう

してもこのクレジットカードをせいというわけではございません。あくまでも、検討

していただいて、砥部町にとってどちらがいいのかと、プラスになるのかというのが

大の視点だろうと思っております。行財政改革を推し進めていく上にも、今後の課

題だろうと思います。これが来年、再来年、何年か先に、また導入という方向になる

かもわかりませんが、これはそれで結構でございますので、今後も続けて検討してい

ただきたいと考えております。ただ、時代の流れがありますが、ポピュリズムに陥っ

ては駄目だと私は思っておりますので、その点は、やっぱり役場は行政としての基本

スタンスは変えないでいただきたいと考えております。以上で、答弁は要りません。

終わります。 
○議長（栗林政伸） ここでいったん、昼食とします。再開は１時１０分です。 
 

休憩 午前１１時２４分 
再開 午後 １時０７分 
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○議長（栗林政伸） 再開します。午前中の山口議員の質問の中で、答弁を差し替え

たいので、下水道課長の方から答弁をさせていただきます。東岡下水道課長。 
○下水道課長（東岡秀樹） 先ほど山口議員さんからご質問がございました第２工区

の推進工法でございますが、詳細設計は、一番経済的でございますラムサス工法で設

計をいたしまして、工事に使用している推進機もラムサス工法であるというふうに答

弁をさせていただきましたが、私の誤りでございまして、現場で使用しているマシー

ンは、同じ泥濃式ではございますが、ラムサス工法より割高となりますエスエスモー

ル工法でございました。お詫びを申し上げます。請負業者からラムサス工法からエス

エスモール工法への施工承認が出て、了承しておったものでございます。先ほどいた

だきました工場検査時の写真並びに現地設置時の確認は、エスエスモール推進工法の

推進機であるということを確認いたしております。私の完全な思い違いでございまし

て、申し訳ございませんでした。訂正をさせていただきますので、よろしくお願い申

し上げます。 
○議長（栗林政伸） ４番、土居美智子君。 
○４番（土居美智子） ４番、土居美智子でございます。 後の質問者なんで、タイ

ムがフルにでもいいよというお話もいただきましたけれども、まあそういうわけにも

いきませんが、たまたま今から質問を行おうとしています地方公会計というんですが、

一昨日の議員研修の中でも話されたことの一つでございます。今年のビックニュース

はなんといっても自治体の破産であったろうと思います。この事態を受け、政府は６

月１５日、地方公共団体の財政の健全化に関する法律を成立させました。意図は、財

政破綻を早い段階で食い止めようというもので、これにより自治体の会計が大きく変

わろうとしています。新たな４つの財政指標で自治体財政の健全度を測るというもの

で、１９年度決算には新しい判断指標が示されると記憶しています。一番目新しいこ

とは、一部事務組合、公舎や第三セクターをも含めた連結ベースの財務書類は将来の

負担を把握するものであり、もう一つは、公営企業等すべての会計をカバーする借入

金を把握するもので、それぞれを将来負担比率、いわゆる将来返さなければならない

借金の残高の比率と同じく、連結での赤字比率です。残りの２つの指標は、赤字比率

と借金返済額の比率で４つになります。バランスシート等については、町長にとって

はお手の物で、リーダーシップを十分に取られていることだと思います。収支改善に

向けた 初の予算編成は、２００８年、いわゆる来年度の予算から始まります。議会

としても勉強から逃れることは出来ないものと考えております。町長にお尋ねします。

現在砥部町ホームページに公表しているバランスシートには連結されたものが公表

されていますか。２つ、ごみ有料化はこの評価システムに合わせて開始するものでし

ょうか。３つ、１８年度の決算に適用する考えはありますか。４つ、作成されたバラ

ンスシート等を活用し、「町政懇談会」を定期的に開催してはどうでしょうか。５つ、

下水道工事の本格化に伴い、借金は増大していきますが、町の予測はどの程度とみて

いますか。連結赤字にならないのでしょうか。６つ、下水道の工事開始から供用開始

までの間、使用料金収入はなく、借金ばかりが増えていきますが財政上はどのように
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なりますか。この間の負債の返還は何によって行われるのでしょうか。以上、ちょっ

とたくさんですけれども町長のご所見をお願いしたいと思います。 

２つ目の質問は、高齢者福祉について行います。６月の税源移譲による住民税の引

き上げと恒久減税であったはずの定率減税が廃止。また昨年の高齢者控除の廃止と合

わせ、結果的に高齢者には２年連続の増税になりました。このことは国民健康保険、

介護保険にも影響がでます。高齢化が進むにつれ、医療費の負担割合はまだまだ増加

すると心配されております。さて、広報とべ８月号に「後期高齢者医療制度」の記事

が掲載されました。愛媛県下一円の広域で運営される新しい医療制度が平成２０年４

月から発足します。対象は７５歳以上の後期高齢者と呼ばれる人たちで、今まで家族

の扶養に入り、保険料を払っていなかった人も独立し、夫婦といえども一人ひとりが

納税の対象者になるという制度です。家庭によれば、家族で後期高齢者医療、国民健

康保険という家も存在することになります。夫婦親子で異なった医療保険を支払うこ

とになります。つい先日の新聞報道によりますと、高額所得者は、限度額ではありま

すが、１人の保険料が年間５０万円になるとの記事がありました。次の２点をお尋ね

します。保険料の設定は、収入に応じた負担率５０％、均等割での負担が５０％で、

月それぞれ３，１００円ずつ、合計６，２００円の見通しですが、愛媛県の場合はど

のようになっていますか。保険料を１年以上滞納すると、原則として保険証の返還と

なっています。救済策はあるのでしょうか。以上、ご答弁をお願いいたします。 

３つ目は、人材育成についてお尋ねします。合併してから、早２年半が過ぎました。

行財政改革を目的とした合併でしたが、果たして中身はどうだったでしょうか。コス

ト計算による住民への負担増が目立ちますが、その業務を行う役場内の改革はどうで

しょう。職員の顔は住民の方を向いていたでしょうか、住民の側まで出かけられたか、

あるいは会話ができたでしょうか。地方分権により、自治体を取り巻く環境は変化し、

住民が求める価値の質は変わろうとしています。今まで行政が得意としてきた「過去

の延長線上で物事を考え、改善、改良していく」前例踏襲先送りというやり方はもは

や通用しなくなっているのではないでしょうか。町長にお尋ねしたいと思います。こ

れからの自治体職員はどうあるべきか、またどのような人材が求められるとお考えで

しょうか。人材育成において、組織として、いわゆる自治体として、留意する点はな

んですか。現在、砥部町が行なわれている研修は職務上の階層に分けて行う階層別研

修ですか。または、研修プログラムが選択できるカフェテリア形式と呼ばれる研修で

しょうか。自己啓発の一環として、職員の資格取得を支援することについてどのよう

なお考えをお持ちでしょうか。以上４点のご答弁をお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（栗林政伸） 中村町長。 
○町長（中村剛志） 土居美智子議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。

いつも財政的なことの研究をやっていただいて、この場でご発表いただいて、大変私

も参考にさせていただいております。私以上に詳しくよく勉強されておりますので、

私の方が勉強させていただいているというふうに思っております。 



 25

始めに、地方公会計と財政についてのご質問でございます。1 点目の町のホームペ

ージに公表しているバランスシートなどの財務諸表につきましては、１７年度決算統

計を基にした普通会計で作成しておりますので、ご質問の連結ベースにはなっており

ません。２点目のごみ有料化は、財政の問題とともに、ごみの減量化推進等がありま

すが、特に財政健全化法を意識して実施に踏み切ったものではございません。３点目

の１８年度決算への適用については、連結ベースの財務諸表作成は、１９年度以降の

決算で行う予定でございますので、準備をそのように進めております。ご了解くださ

い。４点目の町政懇談会の開催については、住民の皆様が気軽に意見が言えて、一方

的ではなく住民と行政との意思の疎通が図れるような場でなくてはならないと思っ

ております。区長会などで今後お話をさせていただき、要望がございましたら、総会

その他の行事にも参加させていただきたいというふうに思っておりますので、この点

については区長さんともよく打ち合わせをしていきたいというふうに思っておりま

す。５点目の、下水道に伴う町の財政については、昨年財政健全化計画を発表しまし

た。町債の残額についてもその中でお示しをさせていただきましたが、１００億円を

少し超えたところで推移する計画でございます。連結決算に伴う赤字ということです

が、会計処理自体を研究しているところでございますのでなんとも申せませんが、そ

のようなことにならないよう、慎重に財政運営していきたいと思います。６点目の、

下水道の供用開始までの財政運営につきましては、一般会計からの繰り出しで賄われ

ます。その繰り出しの見込みについても財政健全化計画に示しました。それらを見込

んだ上で、健全財政を維持するよう努力してまいりたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

 次に、高齢者福祉についてのご質問ですが、始めに、軽減措置についてご説明いた

します。ご指摘のとおり、社会保険等の被扶養者だった人は、支払う必要の無かった

保険料を負担していただかなければならなくなります。激変緩和措置として２年間は、

応能負担はなく、均等割負担の保険料が５割軽減されます。また、高額所得者の保険

料限度額は、２人世帯の場合、1 人が高額所得者で、１人が１５３万円以下の年金収

入の場合、低所得者については７割軽減の対象になります。それでは、ご質問の 1点

目、保険料の設定につきましては、愛媛県の場合、広域連合が賦課決定し、徴収は町

が行うことになります。広域連合では、保険料の決定時期は１２月頃を予定している

ということで、現時点では決まっておりません。２点目の保険証の返還及び救済策に

つきましては、現在、国民健康保険で行っている資格証明書の発行と同様になると考

えております。資格証明書になりますと、いったん病院等の窓口で１０割をご負担し

ていただき、その後、町の窓口で申請していただくことで９割又は７割の給付を受け

ることが出来ますが、その時に、滞納額に充当してもらう予定であります。保険料の

滞納対策は、県下で統一した運用を考えており、現時点では未定となっております。 

次に、人材育成についてのご質問ですが、1 点目の職員のあり方と求められる人材

につきましては、自らが意識改革、資質向上に自発的・積極的に取り組み、全体の奉

仕者として、誠実かつ公正に職務を遂行することはもとより、これまで以上に社会情
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勢の変化に迅速に対応し、住民の視点で行動できる職員が求められていると考えてお

ります。２点目の人材育成における留意点につきましては、住民満足度の高い行政サ

ービスを提供していくため、その直接の担い手である職員が専門性を高め、持てる能

力を 大限に発揮できる環境を整えなければなりません。そして、地方分権の推進に

柔軟に対応し、自ら考え、自らが決定することができる政策形成能力、問題解決能力

の高い人材の育成に体系的・計画的に取り組む必要があると考えております。３点目

の研修形態につきましては、本町の研修は、職場研修、研修所研修、派遣研修、自己

啓発の４つの体系に分かれています。研修形式は、年齢・職階に応じて研修を指定す

る階層別研修と、研修希望調査に基づき派遣するカフェテリア型研修を併用していま

す。いずれにせよ、強制する研修は効果が期待できないため、今後は、職員自らの意

思で自主的、積極的に参加できるような応募型研修制度の促進に努めてまいります。

４点目の職員の資格取得の支援につきましては、自己啓発は能力開発の基本であり、

職員本人の自覚とやる気にかかっていると思います。目標を設定し、自ら能力向上に

努め、これを達成することにより、さらなる能力開発につなげていくことが重要だと

思います。今のところ、自己啓発の一環として、職員の資格取得を支援することにつ

いては、考えておりませんが、能力開発に自ら取り組む職員の意欲を尊重し、主体的

に行う自己啓発活動を、多面的に支援してまいりたいと思います。以上で、土居美智

子議員さんのご質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（栗林政伸） 土居美智子君。 
○４番（土居美智子） 私の質問に対しまして、本当に明確にお答えをいただきまし

た。ほぼ、私が感じておりましたとおりかなというふうな感じがします。別にそれが

良いとか悪いとかいう評価をここで出来る問題ではありませんので、そういうことで

はないんですけれども、まず公会計の方についてなんですけれども、私もちょっと、

これを質問するにあたりまして、町のホームページを開いてみました。バランスシー

ト、一人当たりのコスト計算とかいろいろ出ておりましたけれども、実は、正直言い

まして、私も学校以来、こういう勉強をする場でなかったものですから、まったくの

素人なんですが、まず開けました時に、うっと思ったのは、数字だけが目に入ってき

て、何も分からなかったというのが正直な私の感想でございます。もしこれが、私の

ような人間ばかりがおるような株主総会だったならば、これは許していただけないん

じゃないかなと、あるいは、逆にもちろん自分が勉強しないというのも悪いのかもし

れませんけれども、やはりホームページに載せるということは、誰が見てもその意思

がはっきり分かるというか、そういう読み取れるものでないと、形式だけにのっとっ

たようなホームページでは駄目じゃないかなということが私は言いたいと思ってお

ります。 
 国は景気対策のために、ご存知のように公共事業をせっせと地方に勧めてまいりま

した。その結果が財政悪化というものです。また合併の時にはですね、合併特例債と

いう飴をもちまして、合併を進めてまいりましたけれども、政府は既にですね、地方

債の発行も自治体に任せるけれども、責任も地方で持ちなさいよと、そのようになっ
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ていると、それは町長さん自身、ご存知だろうと思います。新聞によりますと、６月

末現在の日本の借金額は、８３６兆５，２１３億円と過去 高を更新しましたと載っ

ておりました。債務超過額が２８９兆２千億円に達しました。そこでちょっとお尋ね

をしたいと思いますが、これからの自治体というのは、国から独立して、国に頼らな

いという腹を据えてそういう気持ちで業務をですね、取捨選択していかなければなら

ないと考えるんですけれども、町長さんはどのようにお考えかお聞きしたいと思いま

す。 
 また２つ目としてですね、広報とべの財政報告が載りますけれども、予算と決算と

載りますが、実は１７年度の決算報告からですね、予算の報告と内容的に異なった、

いわゆる目的別ですかね。この内容で住民に報告されておりますので、予算と比較し

ようかと思う時に、項目、見るものが違いますから、非常に不便を感じておるんです

けれども、これはどういう意味でこういうふうに予算の発表と、決算の報告が違った

のかと、この２点をお尋ねしたいと思います。 
 それから、高齢者の福祉のことなんですけれども、実は資格証明書の発行ですけど、

今の国民健康保険は、７５歳以上は滞納があっても障害者や被爆者と同じく保険証を

取り上げられることは無いんじゃないかなと、私はそのように思っておるんですけれ

ど、再度ここを確認させていただきたいと思います。今回の後期高齢者医療につきま

しては、本当に厳しいペナルティが課せられまして、１年６カ月以上滞納しますとで

すね、保険給付が一時停止になると、止められると、そういう制裁措置もあるようで

す。高齢者にとってはあまりにも過酷な制度ではないかなと。決して今の高齢者の老

人保険がですね、そのままスライドされて、後期高齢者にいくのとは、全然内容的に

違っていると。見れば見るほど本当に十分には、私も政治家といっても国の方の者で

はありませんので、中身はよく分かりませんけれども、本当にこれでいいのかなと。

私は、これはおば捨て山じゃないかなとこのように思うほど厳しい制度になっており

ます。私は、住民の健康こそが町の財産ではないかなとこのように考えておりますけ

ど、町長はどのように考えられますか。これについてお尋ねしたいと思います。それ

と軽減率がありますよということですが、愛媛県のホームページを見ますと介護保険

料と医療保険等の合算が著しく高額になった場合は軽減措置がありますよというふ

うになっておりましたけれども、額がいくら位になったら軽減になるのかということ

をひとつ知りたいと思います。 
 人材育成についてですけど、先ほど町長さんも答弁されましたように、本当にこれ

からはですね、専門力と営業力と言いますか、経営力と言いますか、これが求められ

ることになろうかと私は思います。住民の幸福のためにはですね、やるべきことはど

んどんやるという姿勢を持ってですね、職員が育てられれば本当にいいんじゃないか

なと、そのためには職員が持っている強みをどんどん伸ばしてやるような、あるいは

褒めて育てるようなことが大切ではないかなと思っております。チャレンジしたプロ

セスを評価してですね、本当に良い所は良いと認めてあげることが、これからの職員

が大きく育つ要点ではないかなと考えております。もし、私がなんでここに資格の支
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援をやらないかと言いますのは、資格を持つことによりましてですね、本当に自信を

持てるんですよね。隣の席の人が一つの資格を取得することによって、周りの人はや

はりそれによって刺激をされるという連鎖反応がですね、ますますこの砥部町を良く

していくとこういうふうな連鎖につながっていくことじゃないかなと考えておりま

すので、是非ですね、この資格取得の支援をやっていただきたいなとこのように思っ

ております。もちろん何でもかんでも受けたらいいというものではありませんので、

そこらあたりはですね、等級がある物でしたら１級の資格を取ることよと、あるいは

費用を補助するにしても助成するにしてもですね、１回限りですよと。１回落ちて再

度挑戦したい時は自分でやってくださいよというような、そういうことでもいいんで

すけれども、なるべく皆さんがひとつやってみようという気持ちを起こさせるような

策をとってほしいなと、私はこのように思っております。是非前向きな姿勢でこれに

ついては取組んでいただきたいとこのように思います。以上ですけれども、ご答弁の

ほうよろしくお願いします。 
○議長（栗林政伸） 中村町長。 
○町長（中村剛志） ただ今の土居美智子議員さんの再質問にお答えをさせていただ

きます。まず、国に頼らないで自立をということでございますが、これは方向として

は、私は土居議員さんの言う通りだというふうに思います。その中でやはり問題点は、

自主財源はもう４０％ぐらいしかないわけなんですよね。そういう面で、国に頼らな

ければならない所ももちろんございます。そういう中で、合併特例債ではございませ

んけど、これを使うにしても、町としての借金には変わりないということでございま

すので、これをあるから全部使ってしまうというのではなくて、やはり、本当に必要

なものをやっていくと、そういうことが大切ではないかと思います。あくまで砥部町

に当然関わってくることでございますので、今後いろんな事業をしていく中で、慎重

にそしてまたいろんな計算をして私は取り組んでいきたいというふうに思っており

ます。 
 それから予算決算の差額について、担当の方から答弁をさせます。 
 それから保険証の取り上げについて、どう思われるかということがございました。

確かに弱者の方、事情のある方についてはですね、我々も考慮をしていかなければな

らない。しかし、先般新聞等で報道されておりますように、保育所の保育料が払えな

い、しかしベンツに乗っているというようなことも報道されておりました。そういう

方には厳しく対応もしていかなければならないと思います。そういうことで、よく

我々も状況を見極めてやっていかなければならないと思います。基本的にはやはり税

金というのはきちっと納めていただくというのが基本でございますので、その点もご

理解をいただきたいというふうに思います。 
 それからいくらになれば軽減されるかということも、数字的なものでございますの

で、担当の方からさせていただきます。 
 それから人材育成については、今おっしゃられたとおりだというふうに思います。

先ほどの井上議員さんの答弁でさせていただきましたように、やはり町民サービスの
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向上というのには能力が絶対欠かせないものでございます。そういうことで、職員一

人ひとりが能力アップを図っていかなければなりません。そして、このためにはいろ

いろな研修を受けなければなりませんし、これは官庁の研修だけではなくて、民間の

いろいろな研修も、お金を出さなくても受けられる研修がたくさんございます。そう

いうことで、そういう所にも積極的に出席さすようにこれからはして、民間の、住民

の気持ちが分かるような職員を育てていかなければならないというふうに思ってお

ります。そして、職員を育てる中で、良いことは良いということで、褒めて育てよと

いうことは言われましたけど、私もまったくそのとおりで、職員を叱るのが私の役目

でもありませんし、それによって職員が育つわけではございません。反対に叱るだけ

であれば萎縮してしまって、反対に町長の前ではものを言わなくなると思います。そ

ういうことで、私はやはり今までもそういう方針でやってきましたから、良い時はよ

くやったということで、そして叱った時も後は根に持たないようにこれだけは私もず

っと守ってきたつもりでございます。そういうことで、職員ともよく対話をして、や

はり私が考えているような町民サービスが皆さんで出来るようにぜひやりたいとい

うふうに思っておりますので、今後も、またお気付きの点がありましたら、遠慮なく

私なり総務課長の方に言っていただいたらと思います。 
 それから資格の奨励でございますが、これについても、資格を取るということは、

さっき言われたように自信を持つことになります。しかし、どこまでの資格を取らす

かとか、そういう問題。例えば一般事務職の方が危険物の取扱の資格を取るとか、そ

ういうのはちょっと業務とマッチしませんので、支援するのもちょっと難しいかと思

いますが、同じ線上にある資格については、やはり一つずつ積み重ねて取らせていき

たいというふうに思いますので、今後ともご指導くださいますようお願いいたします。

以上です。 
○議長（栗林政伸） 藤田住民サービス課長。 
○住民サービス課長（藤田正純） 土居議員さんのご質問でございますが、砥部町の

国保におきましては資格証明書の発行はいたしておりませんが、滞納者に対しまして

は、相談事業等行いまして、分割でお支払いいただくとか、どうしても滞る場合はで

すね、短期の保険証で対応いたしております。これにつきましては、１カ月、３カ月、

６カ月の短期保険証を交付いたしております。また、軽減措置につきましては、広域

の連合会で検討中でございます。以上でございます。 
○議長（栗林政伸） 松下監理財政課長。 
○監理財政課長（松下行吉） ２点ご質問内容があったと思います。まずバランスシ

ートについての見にくいということが１点、それから広報とべでの８月号の決算報告

が、目的別から性質別になっているがどういうことかというご指摘だったと思います。 
 まずバランスシートの関係なんですが、これは１９年の３月３１日現在で貸借対照

表、これバランスシートですね、行政コスト計算書、キャッシュフロー、資金収支計

算書と言いますが、これを作成して公表しておるのは県下で今治市と、砥部町だけで

ございます。そういう意味から考えますと、よくやってるとお褒めいただくかなと思
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ったんですが、なかなか厳しいご指摘で、恐縮いたしております。中をご覧になって

いただきますと、どうしてもこういうものでございますから数値が多ございます。表

現等につきましては、文章は別にいたしまして、表等につきましては基本形がござい

ますので、ここから離れることは出来ませんので、ご了解いただいたらと思います。

私も出しましたバランスシート等の分析表でございますが、本文を掲げたものと、概

要版と２つに分かれております。概要版につきましては今回お配りいたしました、主

要施策の成果説明書の１６１ページから資料３として載せておりますのでご覧いた

だけると思いますが、これを作成するにあたりまして、我々も全国の公表しておるも

のを研究いたしました。そういう中で、手前味噌で、この場で言うのもあれなんです

が、わりかし分かりやすく表現したというつもりでございます。けれどもなお一層分

かり易いものをと考えておりますので、その点長い目で見ていただいたらと思います。 
 続きまして、広報とべの関係でございますが、目的別というのがいわゆる議会費で

ありますとか、総務費でありますとか、こういうふうなものを出すものでございます

が、その中には人件費も入っておりますから、補助金等の補助分もその中に入ってし

まうわけでございます。性質別になりますと、ここにもありますが、建設事業にいく

ら充てたか、人件費にいくら充てたか、補助金とかにいくら充てたか、起債の支払い

にいくら充てたか、こういうものが一目で見えるわけです。二つ出せればいいわけな

んですけど、見やすいのは２面に見えるように出すのが一番、一目で見えるというこ

とを考えまして、２ページということに限定を考えました。その中で、その性質別を

取るか、目的別を取るかということを考えました上では、性質別の方が皆様方に町の

支出の状況を分かっていただきやすいと、このように判断いたしました。そのような

ことでございますので、どちらが見やすいかということの主観の違いのようなものが

ございます。そういうことでご理解いただいたらと。そしてなお目的別につきまして

は、皆様方お手元にいきます決算書、これにもはっきりと出ますので、更に加工して

それが、その人件費がいくらであるとか、そういうことがお分かりになっていただけ

た方が、町の状況をなお一層分かっていただけると、こうゆうような考えでおります

ので、今しばらく決算の、皆さんへの広報での報告というのは性質別を使わせていた

だいたらと思います。以上でございます。 
○議長（栗林政伸） 土居美智子君。 
○４番（土居美智子） まず、高齢者の福祉のことについてお尋ねします。先ほど言

いましたように、高額医療と高額介護の合算制度というんだそうですけれども、それ

で、ホームページの実は、Ｑ＆Ａを県の広域連合のを抜いたんですけれども、著しく

高額になる場合においての財政的な負担を軽減する仕組みでありますと、後期高齢者

医療制度の開始に合わせて２０年４月から実施されますよというふうに書いており

ますので、多分限度額、介護保険と合計した時です、限度額があるんじゃないかなと

思えるんですけれども、一切金額面は書いてないんですよ。本当にこうして天眼鏡が

いるくらいの文字でしか印字できないんですけれどもね、いろいろＱ＆Ａを見てみま

すと質問もされていますけれども、私たちがもっと詳しくほしいなという資料は残念
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ながら目にすることは出来ませんでした。９月頃にこれが、私が通告したので入った

のか、たまたま時期的に入ったのかという感じなんですけれど、高額医療の中に入り

ましたけれども、これもやはり政府からくる、この間の税源移譲のパンフレットと同

じですね、いわゆる苦しい面は一切書かれないというようなパンフレットですね。良

い面が書かれているということなんですけれども、実態はそうじゃないと、やはり私

が言いましたように、資格証明だけではなくて、給付が一部止められるということと、

それから係り付けのお医者さんが限定されてくるという要素が非常にこの中にある

ということですよね。それから定額で、いわゆる何人、人頭割で何人、土居っていう

病院にですね、１７人が登録しましたよと、そしたらあなたの所は１７人の登録です

からいくらの定額ですよと、定額の報酬制度がこれに導入される恐れっていうのが非

常に高いということなんですよね。それらを見ますと、皆さんが、あっちの方の、ま

あ言ったら辻病院の方が、行きよったけんずっと行きたいんやけど。と言ってもです

ね、なんかそこに登録されると、よほどのことじゃないとよその病院に係れないよう

な仕組みなのかなと、文面からしか読めませんから私には。そういうふうなことをみ

ますと、本当に高齢者を何として扱っているのかなと、これはもちろん皆さんに向か

って言ってもしょうがないんですけれども、みんな確実に高齢になられるんです。こ

れは世の中何が平等いったって年をとるほど平等なことはないと私は常々思ってま

すけれども、本当にここらあたりを議員であられる町長さんにですね、是非お願いし

たいのは、ここらのチェックをですね、是非やっていただきたいなと。高齢者という

のは、戦中戦後苦しい思いを、一生懸命働いてきてですね、今の時代を築いてきたと

思います。それが 終ラウンドになってですね、こんな悲しい制度が設定されるとい

うこと、私は本当に残念だなとこのように思っておりますので、議員の町長さんに頑

張ってですね、何でも国の言うことじゃなくって、本当に、高齢者というのはどのよ

うに扱ってあげたらいいのか、一番安心して生活が出来るのかっていうことをですね、

頭に入れて頑張っていただきたいなとこのように思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 
 それから公会計のことなんですけど、松下課長さんが言われましたように、確かに

パーセンテージで言ったら、本当に町村のこのバランスシートの発表というのは全国

的にも５．何パーセントとかいう類ですから、愛媛県で２つ目っていわれるのは、非

常にすばらしいことであったんですけれども、実際にはまったくの素人が見た時に、

やっぱりここが増えてここが減ったんだなというのが、金額よりもそれが分かればま

ずは一つは町民の皆様が安心なさるんじゃないかなと思ったんで、表示の仕方がいろ

いろあるんじゃないかなと私は、本当に素人ですから分かりませんけれども、そのよ

うに思いました。それから財政の面なんですけれども、社会資本というのはですね、

本当に寿命があるということを皆さんが忘れてらっしゃるんじゃないかなと思って、

下水道のことなんですけれども、２００５年度に下水道の下水管が破裂して道路が陥

没した件数がですね６，６００件、その件数の９割がですね、埋設されてから３０年

を越えて老朽化しているということなんですね。砥部町が工期が３０年、返済が６０
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年。もしこの３０年超えて、３０年が４０年に近いのか、３０年の頭なのかいうのは

分かりませんけれども、３０年超えて老朽化ということになりますと、残りの３０年

っていうのは、工期が終わってその時点から、まあ一期工事の補修工事に、メンテに

お金を入れていかんといけん。だから片一方では返済をかけながら、片一方ではメン

テに費用をどんどん乗せていかないけんというのは、この下水道工事の問題点かなと。

私が思いますに、やっぱり下水道工事というのはですねランニングコストは未来永劫

続きます。だけど、合併浄化槽でやると、一時的に皆さんにお金を援助していけば、

後のメンテというのは町側としては、負担はゼロなんです。それを考えました時に、

ちょうどこの節目の時に、まだ浄化槽に手を付けていませんけれども、ひとつゆっく

りと考えてみる時期もあるんじゃないかというのが、この連結決算、これが導入され

た時に、どうなるのかというのは、町長さんも今まだ分かりませんというお話でした

けれども、非常に怖いものがあるんじゃないかなと。将来延々とですね、子供たちが

この負担を背負っていかなければならない状態に陥るということ。家庭で考えたら、

家を建てる時にやっぱりなんぼくらいまでやったら返済可能か、何年で返済しようか

なということを考えるのと、まったく同じだろうと思います。やはり、財政学の小西

砂千夫教授といったら皆さんご存知だろうと思うんですけれども、連結赤字の評価で

は原因となった事業のですね、特性をよく見極めることが必要ですよとしてですね、

農山村では下水道よりもコストの低い合併浄化槽で十分ではないんでしょうかねと

いうコメントを残されております。この方は下水道財政・経営論小委員会のメンバー

で、ずっと私も気にしながら、この方のコメントを見続けてきたんですけれども、や

はりここにきてですね、合併浄化槽という言葉が出ております。私はそういう点で、

本当に、砥部町長さんが将来の砥部町の設計をですね、どのように描いていらっしゃ

るのか 後にお尋ねしたいなとこのように思います。 
 それから人材育成の件なんですけれども、本当にこれから先はですね、やっぱり先

読み、情報の先読みをしていく職員さんが必要であろうかと思っております。人材こ

そが自主財源というようなことを頭に入れられましてですね、本当にもう一回その支

援をする、本当に業務に必要な資格を取りたいという職員に対してですね、温かい気

持ちで支援をしていくということを再度検討をしていただきたいなと思いまして、私

の質問はすべて終わりますが、答弁の方よろしくお願いいたします。 
○議長（栗林政伸） 中村町長。 
○町長（中村剛志） ただ今のご質問いただきました、やはり社会資本整備、これは

お金も掛かるしやらなければならない事業がたくさんあると思います。これは下水道

に限らず、道路にしてもそうですし、建物の中でもいろんなものがあると思います。

そういう中で、我々は採算面といいますか、財政面を考えながらやっていかなければ

なりません。先ほども、この前の地震等で３０年以上前のいろんな管が破裂したとか、

いろんな問題がございました。今、考えますに３０年しか命がないというわけでもな

くて、やっぱりその３０年間にやはり大きな進歩も遂げているのではないかと思いま

す。そういうことで、一概には言えませんし、しかし物は年々古くなっていくことは
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事実でございます。そういう中でやはり長い間使えるものとか、それから現在の品質

的なものをよく考慮してこれからいろんなものをしていって、実際にどちらが得か、

そういうものも考えていかなければならないと思います。そして砥部町の将来という

ことをどのように考えているかということでございますが、やはりこの社会資本整備

というのはやっていかなければならないというふうに思います。先ほど合併浄化槽で

十分だと、下水道まで要らないということのご提案もいただきましたが、現在公共下

水道で進めさせていただいております。そんな中で、 近でございますけれども、企

業が進出したいという中で、公共下水道はいつ出来るのかというような質問もござい

ました。そういう企業の誘致だけではございませんが、やはり公共下水道というのは

一つの大きな工場進出、そしてまた住民の居住に関しても必要であり、また条件の中

に入っているのではないかと思います。もちろん財政というのも 優先でやらなけれ

ばなりませんが、それと共に、社会資本整備を続けていきたいというふうに思ってお

ります。砥部町は将来やはり、みんなが住んで良かったというような町にしなければ

なりません。そしてまた財政のきちっと整った町といいますか、問題のない町にしな

ければならないと思います。そして、土居議員さんも言われてましたように、家を建

てても、子供の代にも分割して支払っていただくようなことでございますので、これ

も払える借金でやっていかなければならない、負の財産だけを引き継いで、建物はも

う腐ってしまったけど、お父さんが建てたんを払っておいきよというのではいけない

と思いますので、そういうことについても、十分に考えていきたいというふうに思い

ます。また、資格の奨励につきましては、先ほど申し上げた通りでございますので、

私はやはりまず職員の能力向上というのが町民サービスにつながると思います。それ

は例えばあいさつでも同じだと思います。あいさつの能力が向上することによって、

町民の皆様へのサービスが行き届くというふうに考えておりますので、これからはい

ろんな民間の研修も含めてやらせていきたいというふうに思います。 
○議長（栗林政伸） 土居美智子君の質問を終わります。これで一般質問を終わりま

す。 
 以上で、本日の議事日程をすべて終了しました。本日はこれで散会します。 
 
 

午後 １時５４分 散会 
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平成１９年第３回定例会（第２日） 会議録 

招集年月日 平成１９年９月７日 

招 集 場 所 砥部町議会議事堂 

開 会 平成１９年９月７日 午前９時３０分 議長宣告 

応 招 議 員 

１ 番 山 口 元 之  ２ 番 政岡洋三郎  ３ 番 西 岡 章 一 

４ 番 土居美智子  ５ 番 中 村  茂  ６ 番  西 村 良 彰  
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平成１９年第３回砥部町議会定例会議事日程 第２日 
 
 
日程第１  報告第 ７号 専決処分第４号の報告について（町道管理瑕疵事故に係

る和解及び損害賠償の額を定めることについて） 
日程第２  報告第 ８号 専決処分第５号の報告について（町道管理瑕疵事故に係

る和解及び損害賠償の額を定めることについて） 
日程第３  報告第 ９号 専決処分第６号の報告について（町道管理瑕疵事故に係

る和解及び損害賠償の額を定めることについて） 
日程第４  報告第１０号 専決処分第７号の報告について（町道管理瑕疵事故に係

る和解及び損害賠償の額を定めることについて） 
日程第５   報告第１１号 平成１８年度砥部町継続費精算報告について 
 
日程第６  議案第８１号 交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて 
日程第７  議案第８２号 砥部町政治倫理の確立のための長の資産等の公開に関

する条例の一部改正について 
日程第８  議案第８３号 砥部町保育所条例の一部改正について 
 
日程第９  議案第８４号 平成１９年度砥部町一般会計補正予算（第２号） 
 
日程第１０ 議案第８５号 平成１９年度砥部町国民健康保険事業特別会計 

補正予算（第 1 号） 
日程第１１ 議案第８６号 平成１９年度砥部町介護保険事業特別会計 

補正予算（第 1 号） 
日程第１２ 議案第８７号 平成１９年度砥部町公共下水道特別会計 

補正予算（第１号） 
日程第１３ 議案第８８号 平成１９年度砥部町浄化槽特別会計補正予算（第 1 号） 
 
日程第１４ 議案第８９号 平成１９年度砥部町水道事業会計補正予算（第２号） 
 
日程第１５ 認定第 １号  平成１８年度砥部町一般会計歳入歳出決算認定につい 
             て 
日程第１６ 認定第 ２号 平成１８年度砥部町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定について 
日程第１７ 認定第 ３号 平成１８年度砥部町老人保健特別会計歳入歳出決算認

定について 
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日程第１８ 認定第 ４号 平成１８年度砥部町介護保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について 
日程第１９ 認定第 ５号 平成１８年度砥部町とべの館特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第２０  認定第 ６号  平成１８年度砥部町とべ温泉特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第２１  認定第 ７号 平成１８年度砥部町梅野奨学資金特別会計歳入歳出決

算認定について 
日程第２２ 認定第 ８号  平成１８年度砥部町奨学資金特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第２３ 認定第 ９号  平成１８年度砥部町土地取得特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第２４ 認定第１０号 平成１８年度砥部町公共下水道特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第２５ 認定第１１号 平成１８年度砥部町農業集落排水特別会計歳入歳出決

算認定について 
日程第２６ 認定第１２号 平成１８年度砥部町浄化槽特別会計歳入歳出決算認定

について 
日程第２７ 認定第１３号 平成１８年度砥部町水道事業会計歳入歳出決算認定に

ついて 
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平成１９年第３回砥部町議会定例会 
平成１９年９月７日（金） 

午前９時３０分開会 
 
○議長（栗林政伸） これから、本日の会議を開きます。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第１ 報告第 ７号 専決処分第４号の承認について 

日程第２ 報告第 ８号 専決処分第５号の承認について 

日程第３ 報告第 ９号 専決処分第６号の承認について 

日程第４ 報告第１０号 専決処分第７号の承認について 

（報告、質疑） 

○議長（栗林政伸） 日程第１報告第７号から日程第４報告第１０号までの専決処分

の報告についての４件を一括議題とします。本件について、報告を求めます。萬代建

設課長。 

○建設課長（萬代喜正） 報告第７号専決処分第４号の報告についてご説明いたしま

す。地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により指定された事項に

ついて、別紙のとおり専決処分したので同条第２項の規定により報告する。平成１９

年９月７日提出。砥部町長中村剛志。次のページ、専決第４号を見ていただけたらと

思います。この専決処分は、町道管理瑕疵事故に関する損害賠償額の決定及び和解で

ございます。損害賠償額は、自家用車タイヤとホイールの破損、５７，５１０円。相

手方、砥部町八倉３４２番地。松尾政俊さん。事故の概要でございますが、平成１９

年７月１４日午後９時頃、砥部町八倉１番地６先町道矢取松前線で、走行中の自家用

車が道路中央の穴ぼこにおいて、車体の一部を破損したものでございます。場所は、

井関農機のグラウンドの近くで、重信川の堤防を町道として使用させていただいてい

る所で発生いたしました。道路幅員４．２ｍ、穴の大きさは直径８０cm で、深さ１２

cm 程度でございました。被害者からは、当時は雨が降っていて視界が悪く、穴にも水

が溜まっていて、まったく気付かなかったとの申し出がございました。また、この同

じ穴により報告第８号、第９号、第１０号の３件も同じ事故が発生いたしました。次

に報告第８号をお願いいたします。損害賠償額は、自家用車タイヤホイールの破損、

４４，６０４円。相手方は、砥部町拾町２９０番地。藤井望美さんで、平成１９年７

月１６日午後９時１０分頃発生をいたしました。次に、報告第９号をお願いいたしま

す。損害賠償額は、自家用車のタイヤとホイールの破損、６６，７１７円。相手方は、

松山市桑原１丁目７。戒田なほみさんでございます。平成１９年７月１６日午後１０

時頃発生をいたしました。次に、報告第１０号でございます。損害賠償額は、自家用

車タイヤとホイールの破損、５８，５９０円。相手方は、松山市山越１丁目４の３４。

加藤久幸さんで、平成１９年７月１５日午前５時頃発生をいたしました。この４件の

示談の内容といたしましては、自動車の修理費の９割を町が負担、１割を被害者負担
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として調停をいたしました。なお、損害賠償額はすべて保険適応でございます。道路

を管理する上で、このような事故を発生させ、誠に申し訳ございませんでした。今後、

このようなことがないように道路維持、管理に一層の努力をいたしますので、よろし

くお願いを申し上げます。以上で報告を終わります 

○議長（栗林政伸） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。１４番田室博志君。 

○１４番（田室博志） 今の報告なんですけれども、この事故の概要をみてみますと、

１４日の午後９時から始まって 終は１６日の午後１０時ということになっており

ますけれども、これ一件ずつ現場を確認したんじゃないかと思いますが、それぞれに、

あまりにも１４、１５、１６ということで、かなりの時間同じ内容のことが起こった

と、そこらあたりどのように対応したのか説明をお願いします。 

○議長（栗林政伸） 萬代建設課長。 

○建設課長（萬代喜正） 田室議員さんのご質問にお答えします。私どもがこの穴ぼ

この発生を知りましたのが、１５日の午後１０時３０分、警察署から電話があり、そ

の時点で確認をいたしまして、即現場に行きまして、埋めた状態でございました。そ

の間に、被害に遭われた方は、私どもに申し出がございませんでしたので、私どもが

確認のしようがなかったこともございまして、被害者との話は、その後、個別にさせ

ていただいた状況でございます。この時の状況でございますが、７月の１２、１３、

１４、１５というのは、台風４号が接近しておりまして、総雨量１４０ミリ程度の雨

が降ったり、止んだりした状況でございます。また、この場合、穴ぼこに水が溜まっ

ておったという状況でございまして、ものすごく見えにくかったというような状況も

ございまして、誠に申し訳ないことだと思っております。以上です。 

○議長（栗林政伸） 田室博志君。 

○１４番（田室博志） 終が１６日の午後１０時になっておりますけれども、そこ

らあたりどうでしょうか。 

○議長（栗林政伸） 萬代建設課長。 

○建設課長（萬代喜正） 失礼いたしました。１６日月曜日の午後１０時３０でござ

います。訂正させていただきます。すいませんでした。 

○議長（栗林政伸） ４番土居美智子君。 

○４番（土居美智子） 私もちょっと田室議員さんが今質問されましたように時系列

でみた時に、なんでっていう気がした。ちょうどこの時が、連休、１５、１６日と連

休ということもあったんだろうと思うんですけれども、町長にお尋ねしたいのは、も

しこういうふうにですね、夜間、今回も午後１０時３０分に知ってから、即穴を埋め

られたということですか。夜間とか、休日とか、そういう時にこういう事故が起きた

時に、職員の意識としては、今課長さんから聞けば、即穴埋めの工事を行なったとい

うことで、それはもう事前に知らせるとか、そういうことなくして、職員がそういう

ふうに動くことについて町長さんの方については了解という形で、我々もそうでなけ

れば、いちいちどこかに電話を掛けて許可をもらってするのではなく、即ということ
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については、町長としても了解ということでよろしいんですか。 

○議長（栗林政伸） 中村町長。 

○町長（中村剛志） それでは、土居美智子議員さんのご質問にお答えをしたいと思

います。我々は、住民の皆さんのサービスに事欠かないように、できるだけ早く対応

ということで、即対応ということをやっております。そういうことで、こういう事故

の連絡があった場合には、すぐに対応するようにしておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（栗林政伸） 土居美智子君。 

○４番（土居美智子） ありがとうございます。私別に批判したんじゃなくて、是非

そうあってほしいなという気持ちで、町長さんに確認を入れさせてもらっただけのこ

とであって、やはりこれが知らなかったという、当然毎日、毎日、町道全部見回るわ

けじゃないので、以前にも言われましたように穴ぼこがあったら知らせてくださいよ

という前向きな姿勢で我々にも発言があったと思います。これからもやはり、こうい

う事故が、本当に偶然にこういうふうに連続して起きたんであろうと思うんですけれ

ども、是非、前向きの姿勢で取り組んでいただいて、危険箇所については即対応がで

きるようにお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（栗林政伸） １６番。山本典男君。 

○１６番（山本典男） ちょっと遅刻してしまいまして、本当に申し訳ございません。

早速ですけれども、事故ということなのですが、数年前、同じ八倉の所で事故が起き

たというふうに、私、記憶しておるのですが、その後どうなっておるのか。道の整備

とかは、その後したのか。そういったこと、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（栗林政伸） 萬代建設課長。 

○建設課長（萬代喜正） 山本議員さんのご質問にお答えします。この箇所につきま

しては、平成１８年にも同じような瑕疵事案がございまして、１カ月に２回、必ず行

くようにしておりまして、この時期も７月５日、私どもの方は、既にパトロール実施

し、オーバーレイしておりますので、ひび割れがいって、はく離された状態であった

ために、既に業者さん、町の職員の仮復旧では間に合いませんので、発注は既にして

おりました。部分補修ということでしておりました。ただ、ここで申し上げると言い

訳になるかもしれませんけれども、発注は既にしておりまして、雨の状態がございま

して、遅れたこともこれは事実でございますので、私どもの方もあそこは、工業地域

であり、大型車輌もよく通るということでございまして、また、一般の通行量も多い

と、ただ今回の事故におきましては、本来視界がある程度前が見えれば、皆さん回避

して、安全運転の義務がございますので、皆さんそれで回避していただいておるのだ

と推測しております。今回の場合については、夜非常に暗い時、また、雨が降ってお

った状態で、雨雲が多く、非常に見えにくかったというような状況もございます。ま

た、今後この場所については、私どもの方も部分補修ではなく、ある部分予算の確保

をさせていただいて、全面やり替えというようなことも、検討していきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 
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○議長（栗林政伸） １８番。三谷喜好君。 

○１８番（三谷喜好） 課長これには、原因があったと思います。原因は、もぐらな

のか、地質的なものなのか、あるいはそういうときに大きさによって鉄板を上に置い

て、あれすることも一つの選択であったと思いますがいかがですか。 

○議長（栗林政伸） 萬代建設課長。 

○建設課長（萬代喜正） この道路につきましては、重信川の管理を直接しておる国

土交通省の堤防を借りて道路使用させていただいておる状況でございます。その中で、

今の現状の道路のなかに鉄板等を敷いて補強するというような形については、その部

分については、国土交通省の方から許可が出ませんので、私どもの方は、今後、舗装

厚を強くしたり、舗装厚をもっと大きめにしたり、いろんな工法の中で、国交省と協

議して維持管理に努めたいと思っております。ここの部分につきましては、私どもの

推測される原因といたしましては、非常に大型車両が通るということで、普通の一般

の普通車が通る道路に比べて、舗装のもつ頻度が少ない、つまり非常に劣化しやすい

と考えております。これが も大きな原因で、一回亀裂が出てくると、またそこに雨

が降ると、大型車両等が通るとはく離してずれてくると、そこのまた水が溜まってく

るというような状態が一番大きな原因ではないかと思われます。 

○議長（栗林政伸） １６番。山本典男君。 

○１６番（山本典男） 今回だけでなく、この数年間、やはり町の財政が非常に悪い

状況の中で、財政の立て直しというような中で、いろんなそういうような見直し、あ

るいは、そこらへんの所がやはりおろそかになる傾向にある。まあどっちかというと、

予算を見てもですね、なかなか産業建設、建設の所には金が回りにくい状況にあると

いうのは、これ事実でありますし、また、まったく違っておると言えないわけですけ

れども、しかし、お金がないから直さないということではいかんと。やはり必要なと

ころは 低でも、優先的にやっていくと。全体として、そういうふうなとこから担当

課、あるいはもっと上の人も含めて、そういうふうな住民サービス、あるいは安全、

福祉、こういったものに対してですね、やはりもっと出来るようにお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（栗林政伸） この問題については、議長の私もちょっと言いたいんですけど、

月曜日の産建委員会でまた機会がありますのでお願いします。質疑を終わります。以

上で報告第７号から報告第１０号を終わります。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第５ 報告第１１号 平成１８年度砥部町継続費精算報告について 

（報告、質疑） 

○議長（栗林政伸） 日程第５ 報告第１１号平成１８年度砥部町継続費精算報告に

ついてを議題とします。本件について、報告を求めます。松下監理財政課長 

○監理財政課長（松下行吉） １８年度継続費の精算についてご報告いたします。報

告第１１号、平成１８年度砥部町継続費精算報告書を別紙のとおり調製したので、地
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方自治法施行令第１４５条第２項の規定により報告する。平成１９年９月７日提出。

砥部町長中村剛志。我々の自治体予算は、単年度を原則としておりますが、事業の終

了までに数年かかる場合はあらかじめ予算に定めることによりまして、支出をするこ

とが出来るようになります。これを継続費と言っておりますが、継続費を設定した場

合、事業がすべて終了しましたら、継続費精算報告書を調製し、決算認定の関係書類

と併せて、これを議会に報告するということが規定でございます。１７、１８年度と、

２カ年にまたがる事業を継続費を設定し、完了した事業が３件ございましたのでここ

にご報告いたします。内容でございますが、１枚めっくっていただきまして、砥部町

継続費精算報告書をご覧になってください。一般会計の方で、２款総務費１項一般管

理費で町勢要覧、それから砥部町の紹介ビデオ作成事業を行っております。次に１０

款教育費５項社会教育費で中央公民館改修事業を行っております。特別会計の方とい

たしまして、農業集落排水特別会計で、１款事業費１項農業集落排水事業費で、総津

地区処理施設建設事業を行っております。内容でございます。それぞれ計の所をご覧

になっていただきたいんですが、町勢政要覧、砥部町紹介ビデオ作成では、予算額７

０３万５千円に対して実績といたしまして、真中の所にございますように６０４万９

千円、不用額が９８万６千円出たわけでございますが、この分につきましては、市町

村合併補助金を充てておりました。市町村合併補助金は、この不用分、他の事業に回

ったということでお考えいただいたらと思います。次に中央公民館の改修でございま

すが、講堂の屋根であるとか、内部の空調設備を改修いたしました。予算額が全体で

８，８３８万４千円に対しまして、実績は６，９６１万５千円、不用額が７８７万８

千円ありまして、この分は一般財源でございまして、そのまま繰越等の財源として残

りました。それから農業集落排水の方でございますが、総津地区の処理場として、土

木建築工事それから電気機械設備工事を行いましたが、この分の利用でございます。

予算額が１億８，６１０万円に対しまして実績として１億５，２７５万３，５００円

ということで、不用分が３，３３４万６，５００円出ております。不用額が非常に大

きくなりましたのは、計画段階と実施設計段階で、更に内容を詰めまして、機器構成

等の見直しを行いまして、設計自体を縮小したこと、それから入札によります入札減

少金が出たためでございます。以上のとおりご報告いたします。ご了承賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

○議長（栗林政伸） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。［質疑なし］ 

○議長（栗林政伸） 質疑なしと認めます。以上で報告第１１号を終わります。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第６ 議案第８１号 交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることにつ

いて 

（説明、質疑、厚生常任委員会付託） 

○議長（栗林政伸） 日程第６ 議案第８１号交通事故に係る和解及び損害賠償の額
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を定めることについてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。大

西生きがい推進課長。 

○生きがい推進課長（大西潤） 議案第８１号交通事故に係る和解及び損害賠償の額

を定めることについてご説明申し上げます。次のとおり和解により砥部町の義務に属

する損害賠償の額を定めることについて議決を求めるものでございます。平成１９年

９月７日提出。砥部町長中村剛志。まず提案理由をご覧ください。提案理由につきま

しては、和解により砥部町の義務に属する損害賠償の額を定めるため、地方自治法第

９６条第１項これは議会の議決に関することでございます、第１２号和解に関するこ

とでございます、及び第１３号損害賠償の額を定めることでございます、これらの規

定により、提案するものでございます。１、損害賠償額１０４万２，８７４円。これ

の内訳でございますが、人的損害、治療費でございますが５７万８，１７１円。物的

損害、修繕費でございます４６万４，７０３円。２、相手方の住所は愛媛県松山市室

町二丁目５番地３０。氏名は伊賀上謙継さんでございます。３、事故の概要につきま

しては平成１８年１２月１２日午前９時４５分頃、砥部町中央公民館前の国道３３号

において、砥部町公用車と株式会社ほけんネット２１所有の軽二輪車２５０ｃｃのス

クーターでございます、これとが衝突し、公用車及び軽二輪車は破損、軽二輪車を運

転していた伊賀上謙継さんが左足を骨折したものでございます。今後におきましては

交通事故を起こさないよう、十分気を付けて仕事に取組んでまいりたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。以上で議案第８１号の説明を終わります。ご審議のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

○議長（栗林政伸） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。１６番山本典男君。 
○１６番（山本典男） 車社会ですから、事故は当然起きることは仕方がないと思い

ますし、またそれによってこういうふうな損害賠償うんぬんのことが出てくるのは仕

方ないことであろうと思います。しかし、これ起こさないことも大事だし、そして注

意を促さなければならない。これには今の案件にはどちらが８対２とか、５対５とか

いっちょも書いてないので、また誰がしたかというのも書いてないのですが、それは

置いとってもかまんのですが、そういう部内で事故が起きた時に、上司があるいは上

の者が注意をしとるのかどうか、これからやりますという話もありましたが、個別に

ちゃんと言っておるのか、それはやはりしとかないと同じ過ちを繰り返す、保険で出

る世界ですからかまんがということで片付けたんではいかんので、その点については

より上司がそのことについて、言ったのかどうか。あるいはそういうことについて規

定があるのかお聞きしたいと思います。 
○議長（栗林政伸） 明賀総務課長。 

○総務課長（明賀徹） ただ今の山本議員さんのご意見に対してですが、事故を起こ

しました時にすぐ本人の方から現況報告を受けております。それで、事故は起きるん

ですが、どちらかに落ち度はあるわけなんですが、特にその時の聞いた話では特段こ

ちらの方に重大な過失があったわけではなく、口頭では厳しく注意いたしました。そ
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れは私も注意いたしましたし、担当課長もすぐ、うちに連絡する前にそのことを知っ

ておりましたから、ちゃんと対応したと思っております。以上です。 

○議長（栗林政伸） 山本典男君。 
○１６番（山本典男） 一応分かったような、分からんような話を聞いたんですが、

特段な落ち度がなかったということの中で、しかし、この人的損害、物的損害の保険

がおりとるわけですから、今ごろの保険は知りませんけれども、５対５とか８対２と

かいうことによって、お金がおりるんじゃないかと思ったりするんですが、どんなん

ですかね。まったく過失がないのに、どれくらいの大きい事故かわかりませんけれど

もね、それだけでは、今の総務課長の答弁だけでは私としては納得いかないんですが。 
○議長（栗林政伸） 大西生きがい推進課長。 

○生きがい推進課長（大西潤） 山本議員さんのご質問にお答えします。事故後すぐ

連絡が入りまして、私の方からも総務課に連絡したわけですけれども、総務課には本

人の方から連絡しておりました。そして私の方はすぐ現場に駆けつけまして、現場検

証に立ち会ったわけでございます。そしてその後、警察が来まして事故処理というこ

とで。結局、国道３３号線、中央公民館の前で事故が起きたわけでございますが、こ

ちらから出るのは中央公民館の横と消防署のあい中の所から出たわけです。狭いとこ

から大きいとこへ、大きい自動車と相手はスクーターでございます。ですから事故割

合は９対１になりまして、向こうが１で、こちら側が９になりました。そしてその後

すぐ課内に帰りまして私どもの生きがい推進課の仕事では保健士がご存知のとおり

おります。そして訪問訪問でしょっちゅう出ることが多くございます。そしてそのた

んびにいろいろ、帰ってきては出て、一日中出ておりますので、十分交通事故には気

を付けるよう左右確認等、狭い道から大きい道に出る時、大きい道から狭い道に出る

時、十分気をつけてくれと注意はいたしました。以上です。 

○議長（栗林政伸） 山本典男君。 
○１６番（山本典男） 今聞いたらですね９対１ということなんで、総務課長の話の

ように特段なかったということにはならない、ただし私はこれは罪人を作ってどうや

らこうやらを言いよんではない。つまりどういうことを指示をして、またちゃんと本

人が反省するようなことを言ったかどうかそれを確認しとるんで、その点あいまいに

してするような言い方はちょっと違うんじゃないかと、そのへんのところお願いした

いと思います。 
○議長（栗林政伸） 明賀総務課長。 

○総務課長（明賀徹） 山本議員さんのご意見なんですが、先ほども申しましたよう

に事故が起きてすぐに、うちの方には詳細な報告を受けました。うやむやにはいたし

ておりません。それと当然事故ですから、これは避けようと思っていても相手がおる

ことですから、十分な注意を払ってて、なおかつ起きた事故であればですね、これ以

上本人を責めても当然仕方がないんで、後はもう決められたルールどおり処置してい

くしかないと思います。うちの方も、職員に事故の報告を受けて、放っていた訳では

ございません。ちゃんと注意をいたしましたし、今後こういうことの無いようにとい
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う指導は十分しております。以上です。 

○議長（栗林政伸） 山本典男君。 
○１６番（山本典男） まあちょっとこの話で、そんなに長い間するつもりはなかっ

たんですが、今の話にしてみたら９対１なのか、１対９なのか全然わからんような話

なんですが。明賀課長の話から聞くと、いわゆる砥部町の過失が１で、相手の過失が

９だという言い方。また違う課長の話ではちょっと違う逆の話となっとるんで、そこ

らのところがですね、まあもちろん、情報あれによってせないかんし、また先に言っ

たように、罪人を作ることが目的ではないんで、それはいいんだけれど、やはりちゃ

んとこういうことについて、次からは起こさんようにという話をですね、きちんと出

来るようにしていただかないと、いろいろなことがあって起きたんは間違いないんだ

けれども向こうがたまたま出て、運が悪かったけんいかん、そういう論議だけではで

すね、ちょっと、これ１００万位いっとるでしょ。こういうことに対して、これもあ

る一種の税金ですから。税金いうたってそれは一つの想定の中にあるわけだから仕方

ないけれども、やはりそういうことについての認識を持っていただいて、自分が腹が

痛まんからというような観点ではですね、私としては承認できないというふうに思い

ます。 
○議長（栗林政伸） 中村町長。 

○町長（中村剛志） ただ今の山本議員さんからのご質問、そのとおりだと思います。

やはり過失割合というのも重要なポイントになると思いますので、この点につきまし

てもやはり当方の職員が９という責任があるわけでございますので、この点につきま

しては私どもも十分注意をしたいと思います。これからも事故のないように対応しま

すし、また事故というのは必然的にというわけではありません。偶然的に起こるもの

ではありますけれども、やはりまず一番注意が大事だと思います。やはり過失の責任

割合というのは重要なポイントになると思いますので、今後十分気を付けたいと思い

ます。 

○議長（栗林政伸） ４番、土居美智子君。 
○４番（土居美智子） 随分長引いていることなんですけれども、実は、交通事故と

いうのは私ももらい事故で、正面衝突をしたことがあります。本当に、避けようにも

避けきれない事故もあるということなんですけれども、やはり起きた後のですね、ご

本人がその相手に対してどういう処理をしたのかという問題と、それから後、当然事

故処理についてはその警察等ありますけど、まずご本人に対してどういうふうに処理

をしていったかということ。それと後、この砥部町の役場の中でですね、この事故の

例を生かして、今後自分たちがどういうふうに取組むということを、方向性を決めた

かと。結局起きたものをどうこうというよりも、その後、この例を生かしてどうした

のか、取組んできたのか、やはりこれがこれから先のポイントになろうかと思います。

起こした人、いくら叱っても一番こたえとるのはご本人だと思いますので、その後の

砥部町が取組んだ策といいますか、みんなへの啓蒙といいますか、そういうことは、

どういうようなことをされたのかを、お聞きしたいし、ぜひそういうふうな取り組み
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をですね、やってもらいたいなと思います。 
○議長（栗林政伸） 大西生きがい推進課長。 

○生きがい推進課長（大西潤） 生きがい推進課の職員のことでありますので、私が

答弁いたします。事故が起きた後、すぐ年次休暇を取りまして、入院している病院に

見舞いに行きました。そして、その後骨折でしたので、事故を起こした本人が退院さ

れました。その後も、毎日事務所の方へ５時過ぎてから、どんなですかという状況は

伺いに行っております。そして、向こうの方が恐縮いたしまして、もう来なくていい

ですよと言ってくれたんですけれども、１週間ほどは続けて行きました。そして向こ

うも好意的に思ってくれまして、まあ気を付けてくださいということで終わっており

ます。以上が事後報告でございます。そして山本議員さんのご質問の、事故の状態で

ございますが、うちの公用車につきましてはバンパーがちょっと擦ってへこんだ程度

で、相手はスクーター、自動二輪の大型のスクーターでございます。プラスチックで

出来ておりますので破損したわけでございますが、そしてその時にこけて骨折をした

わけでございます。以上です。 
○議長（栗林政伸） 明賀総務課長。 

○総務課長（明賀徹） 土居議員さんのご質問なんですが、繰り返すようですが、事

故の後の対応につきましては総務課の方も、直ぐに病院に見舞いに行けということを

言いました。当然その後の対応は今までやってきていただいております。それともう

一点、今後これをどう生かすかということですが、十分これは、いい例ではないんで

すが、これを教訓に生かしまして職員に指導してまいりたいと思います。以上です。 
○議長（栗林政伸） 質疑を終わります。 
おはかりします。議案第８１号は、厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって議案第８１号は、厚生常任委員会

に付託することに決定しました。委員会の審査報告は、９月１４日の本会議でお願い

します。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第７ 議案第８２号 砥部町政治倫理の確立のための長の資産等の公開に関す

る条例の一部改正について 

（説明、質疑、総務文教常任委員会付託） 

○議長（栗林政伸） 日程第７議案第８２号砥部町政治倫理の確立のための長の資産

等の公開に関する条例の一部改正についてを議題とします。本案について提案理由の

説明を求めます。明賀総務課長。 

○総務課長（明賀徹） 議案第８２号砥部町政治倫理の確立のための長の資産等の公

開に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。砥部町政治倫理の確立のた

めの長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。平成
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１９年９月７日提出。砥部町長中村剛志。今回の改正は、郵政の民営化等の施行に伴

う関係法律等に関する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条

文中の語句の整理をする必要が生じたため改正するものであります。改正内容につき

ましては、お手元の新旧対照表でご説明をさせていただきます。右側の改正欄をご覧

いただいたらと思います。アンダーラインの部分が今回改正を行った箇所です。第２

条第１項第４号の改正につきましては、左側にあります、現行条文から郵便貯金とい

う語句を削除しております。それから同条同項第６号の改正につきましては、法律名

が「証券取引法」という法律から、「金融商品取引法」に改正されたことに伴いまし

て、同じく「証券取引所」という文字につきましても「金融商品取引所」に改めてお

ります。内容につきましては特段変わったことはございません。語句の整理にとどめ

ております。以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長（栗林政伸） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 

［質疑なし］ 

○議長（栗林政伸） 質疑なしと認めます。 

おはかりします。議案第８２号は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思

います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって議案第８２号は、総務文教常任委

員会に付託することに決定しました。委員会の審査報告は、９月１４日の本会議でお

願いします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第８ 議案第８３号 砥部町保育所条例の一部改正について 

（説明、質疑、厚生常任委員会付託） 
○議長（栗林政伸） 日程第８議案第８３号砥部町保育所条例の一部改正についてを

議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。正岡民生こども課長。 

○民生こども課長（正岡修平） それでは議案第８３号砥部町保育所条例の一部改正

についてご説明申し上げます。砥部町保育所条例の一部を改正する条例を次のように

定める。平成１９年９月７日提出。砥部町長中村剛志。砥部町保育所条例の一部を改

正する条例（平成１７年砥部町条例第９３号）の一部を次のように改正する。第１４

条を第１５条とし、第１３条の次に、次の１条を加える。「（私立認定保育所につい

ての適用除外）第１４条、第４条から第１０条までの規定は、就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第１

０条第１項第５号に規定する私立認定保育所における保育の実施に係る児童及びそ

の保護者については、適用しない。」附則、この条例は、平成１９年１０月１日から

施行する。提案理由でございますが、私立認定保育所の認定に伴い、条例を改正する

必要が生じたため提案するものでございます。第１４条中に私立認定保育所という言
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葉が出てまいります。これは就学前の子どもに関する教育保育等の総合的な提供に関

する法律第１０条第１項第５号におきまして、「認定こども園である保育所または、

認定こども園である幼保連携施設を構成する保育所（都道府県及び市町村以外の者が

設置するもの）に限る。市町村以外のものが設置するものに限る。以下「私立認定保

育所」という。」というふうに規定をされております。認定こども園は、この法律の

施行に伴いまして、昨年の１０月１日から都道府県知事の認定を受けて設置すること

が可能となっているところでございまして、愛媛県におきましては、現在のところ１

箇所だけでございますけれども、本年７月２日に松山市の久米窪田でございますけれ

ども、東松山幼稚園、それと東松山保育所が私立の認定こども園として認定されたと

ころでございます。通常の保育所への入所の場合には、公立私立の保育所を問わず、

市町村に利用の決定や保育料の徴収等の権限がございまして、それについて砥部町保

育所条例で規定がなされているところでございますけれども、認定こども園への入所

の場合は、法律で利用希望者が施設に直接申し込みを行って、保育料も施設が設定し

て保護者から徴収するというふうに、利用者と施設との直接契約となります。従いま

して、これによりまして私立の認定保育所の利用に関しましては、砥部町保育所条例

における入所、また保育料、入所の取り消し等に関する規定等、条文の一部に適用さ

れない部分が生じましたため、その部分について適用除外の規定を設ける必要がある

ため改正するものでございます。現在のところ、本町にはこの私立認定保育所の利用

者はおりませんので、該当者はございませんが、今後においてはこれを利用するケー

スも発生することも考えられますので、今回条例の整備をするものでございます。別

紙の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。改正案のところでございますが、砥

部町保育所条例の第４条で、入所の許可ということで、町長が承諾をすると。第５条

で入所の不承諾、６条の保育料、７条の保育料の減免、８条の保育料の納入方法、９

条の既納の保育料、第１０条の入所の取消し、これらについて町長が決定あるいは定

めるという規定がございますけれども、この４条から１０条につきまして、第１４条

といたしまして、私立認定保育所については適用しないという規定を設けるものでご

ざいます。そして第１４条の委任事項を第１５条に改正するものでございます。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（栗林政伸） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。１６番、山本典男君。 
○１６番（山本典男） これ、関連になると思うんですけど、この間新聞を見よると

ですね、保育所の保育料の滞納がですね、県下で一番で、非常に一番で嬉しいような

話やけど、ように見たらそういうような話で自慢にもならんのですが、その後ですね、

どういうふうな原因がどこにあり、またどういうふうな対策をしたか教えていただき

たいんですが。 
○議長（栗林政伸） 山本議員、この問題は議案には出てないんで。 

○１６番（山本典男） これ第６条、第７条にちゃんと出ているですね。今回のこと

に関しては、私立保育園の話ですから。だからそれに関連で聞くんですけれども。別
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に討議するんですか。 

○議長（栗林政伸） 厚生常任委員会に。 

○１６番（山本典男） 議案に出てこなんだら、厚生で取り上げるんですか。厚生で

議案でしとんですか。今回あがっておるんですか。 

○議長（栗林政伸） 厚生で議案であがらなんでも、厚生の場合は委員会やから言え

るでしょう。 

○１６番（山本典男） ほしたら、我々には発言する権限がないということですか。

つまり厚生常任委員会の者だけがそれの問題について発言する権利があって、議員に

はないということですか。これは私の認識ではですね、そういうふうに３つに分けて

おるのは、多分いろんな案件が非常に多いから、ですからそれぞれ専門のところを設

けてつくるというのを便宜上しとんで、一つのことについて決定をするときには、全

体がですね、通らなければ通りませんよ。これは厚生が通ったからといって通るわけ

じゃないです。そこのところ確認してください。 
○議長（栗林政伸） ではここでいったん休憩します。休憩を利用して議運を開きま

す。 

 
休憩 午前１０時２３分 
再開 午前１１時１０分 

 

○議長（栗林政伸） 再開します。ただ今の山本議員の質問に対して、私の方から厚

生の方にということを言いましたが、この件については取り消しをさせていただきま

す。そして、山本議員の先ほどの質問は、関連がありますので、質問を許しますので

お願いします。 

○１６番（山本典男） 議長、ありがとうございました。関連質問なんですけれども、

その保育所条例に関しての関連質問なんですが、先日ですね、愛媛新聞にも、県下で

一番徴収の率が悪いと出ておったんで、非常に驚いたんですが、それは何の原因であ

り、その後どういう処置をしたのか、そのへんのところお尋ねしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 
○議長（栗林政伸） 正岡民生こども課長。 

○民生こども課長（正岡修平） 山本議員さんのご質問にお答えいたします。保育料

等の未収につきましては、ただ今お話がございましたように、全国的にこういった保

育料等の滞納が増えておるというような中で、砥部町も発生しているということで、

また滞納者数におきまして、その比率が、砥部町が９．８％ということで県下で一番

高かったというようなことで、報道をされたところでございます。これにつきまして

は、皆様方に大変ご心配をおかけしましたとともに、また保育料を払っていただいた

方に対しましても、不公正、公正さを欠いているということで、今後この滞納の徴収

につきましては、力を入れてやっていかなければならないと思っているところでござ

います。今回滞納が発生した原因としましては、平成１６年度までは、保育料等につ
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きまして、各施設において直接保護者から保育料を徴収するというような方法をとっ

ておったわけなんですけれども、１７年度から口座振替、また納付書による徴収を選

択される方については、金融機関での支払いに切り替えております。それによりまし

て、口座振替は非常に便利なわけなんですけれども、口座に残金がない場合には、そ

の引き落としができないという場合。また直接保育所での徴収でございませんので、

今ひとつ支払いの意識というものが薄れていたのではないかと。また町としても、そ

こらあたりの徴収について今ひとつ力不足というか、抜かっていた点もあったという

ふうに反省をしているわけでございます。それで不納額でございますけれども、１８

年度決算におきましては、１３０万円の未収金が出ております。これの内訳としまし

ては、平成１７年度分の保育料の滞納分が２４万１千円。１８年度分が１０５万９千

円。新聞報道に出ておりましたのは、国の方が調査いたしまして１８年度のみについ

ての滞納額ということで、額に若干誤差がございますけれども、そのような状況にな

ってございます。それで１７年度につきましては、滞納者は３名ございました。１８

年度分につきましては保育所以外に放課後児童クラブ等の滞納分もございましたの

で、２１名という人数になっております。合わせて２４名ということでございます。

この中には、出納閉鎖時点での滞納額ということで、１カ月、２カ月分の納入が遅れ

ていたという方もおられます。またその後の指導等によりまして、現時点では、１７

年度分についてはまだ１人残っております。１８年度分について６名の方が残ってお

ります。合わせて７名の方が残っておるわけですけれども、現在、中には必要に応じ

て家庭訪問等も行いまして納めていただいた方もおります。それ以外の方につきまし

ても、電話等で納入のお願いをするなりして、順次納めていただいているところでご

ざいます。中には高額の方もおりますので、３名の方については分納によって無理の

ないような支払いをしていただくということで話し合いをしまして、実際に納めてい

ただいているという状況でございます。今後につきましては、こまめに滞納の状況等

調べまして、滞納がある場合には早い時期にこの納入についての勧告をするというこ

とで、対応をさせていただいて、今後滞納のないように十分力を入れてこの収納の方

もやっていきたいと考えております。以上で説明とさせていただきます。 
○議長（栗林政伸） 山本典男君。 

○１６番（山本典男） ご答弁ありがとうございました。とにかくこういう経済状況

ですので、払いたくても払えん場合もあるでしょうけれども、しかし税とかああいう

ものに対する倫理観とかも薄れてきておる状況で、この間の新聞とかも見たらだいた

い都市部を中心にそういう滞納が多いと。しかし松前などはですね、比較的優秀な徴

収率であるわけですから。やはり知恵を出して、一概に、いわゆる都市部だからいか

んというわけじゃないですけれども、一応、課のですね、努力によってぜひ徴収率を

上げていってもらいたいと思います。とにかく１カ月溜めるとですね、１カ月溜める

くらいなら払えるんですけれども、２カ月３カ月溜めるとですね、どうしようもない

というふうなことになりますから、それを溜めないような形でこまめに徴収していく

ということが、徴収を上げる根本ですから、そのへんをまた気を付けてですね、頑張
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っていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（栗林政伸） 他にありませんか。質疑を終わります。 
おはかりします。議案第８３号は、厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって、議案第８３号は、厚生常任委員

会に付託することに決定しました。委員会の審査報告は、９月１４日の本会議でお願

いします。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第 ９ 議案第８４号 平成１９年度砥部町一般会計補正予算（第２号） 
日程第１０ 議案第８５号 平成１９年度砥部町国民健康保険事業特別会計 

補正予算（第１号） 

日程第１１ 議案第８６号 平成１９年度砥部町介護保険事業特別会計 

補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第８７号 平成１９年度砥部町公共下水道特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第１３ 議案第８８号 平成１９年度砥部町浄化槽特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第１４ 議案第８９号 平成１９年度砥部町水道事業会計補正予算 

（第２号） 

（説明、質疑、所管常任委員会付託） 

○議長（栗林政伸） 日程第９議案第８４号から日程第１４議案第８９号までの平成

１９年度補正予算に関する６件を一括議題とします。本案について、提案理由の説明

を求めます。松下監理財政課長。 

○監理財政課長（松下行吉） 一般会計補正予算（第２号）についてご説明いたしま

す。一般会計補正予算書１ページをご覧ください。議案第８４号平成１９年度砥部町

の一般会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。第１条として歳入歳出補

正予算、５，４０８万７千円を追加し、累計６０億７１４万４千円とする。第２条と

して債務負担行為の補正をいたします。第３条として地方債補正を行います。平成１

９年９月７日提出。砥部町長中村剛志。予算書から入りますが、お手元の方にあらか

じめ配布しております平成１９年度９月補正予算の概要という資料をお開きいただ

いたらと思います。１ページに累計と対前年比較を載せております。一般会計補正予

算、累計６０億７１４万４千円。対前年と比べますと、５，９７１万円の増でござい

ます。主な要因としましては、後期高齢者医療システム、これが４，８００万、１９

年度は臨時的に入っております。それから農業集落排水、総津地区の農業集落排水の

関係で公共施設の接続を行うため３，９００万の臨時的な費用があります。それから

議場の改修等で１，７００万円を予算を入れております。こういう臨時的な用件が重
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なりまして、９月補正の段階で１８年度と比較いたしましと、５，９００万ほど１９

年度の方が大きいというような状況となっております。次に２ページの方をご覧くだ

さい。歳入歳出補正で全体的なことといたしましては、人件費補正を行っております。

人事異動に伴いますものと、退職された方がございました。それで一般会計の方で、

総額で１，００４万１千円を減額するような、人件費についてはそういう形になって

おります。あと歳出につきましては、個々に書いておりますし、委員会の方でご審議

もいただくと思いますので、省略させていただきます。５ページをご覧ください。こ

の財源でございますが、一番上にございますように、今回の補正の財源は国庫支出金

を６９５万１千円。繰入金、財産収入などその他特定財源を１，３９２万４千円。一

般財源を３，３２１万２千円あげております。一般財源につきましては、地方交付税

２，８２１万２千円と臨時財政対策債５００万円を充てております。次に債務負担の

補正でございますが、この庁舎の電話交換機が老朽化いたしまして、少しトラブルも

出てきておるようでございます。今年度中に交換するということで、補正予算に計上

するとともに、以降債務負担を設定いたしております。２０年度から２５年度まで、

限度額として６２３万７千円を追加いたします。 後に地方債の補正でございますが、

臨時財政対策債の借入限度額を５００万円増額いたしまして、２億６，５００万円と

変更するものでございます。利率等の限度については変更ございません。以上簡単で

はございますが、一般会計補正の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○議長（栗林政伸） 藤田住民サービス課長。 

○住民サービス課長（藤田正純） 議案第８５号についてご説明申し上げます。平成

１９年度砥部町国民健康保険事業特別会計予算（第１号）。平成１９年度砥部町国民

健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところによる。第１条、直営

診療施設勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５４万５千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，８４８万円とする。２号、歳入

歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。平成１９年９月７日提出。砥部町

長中村剛志。それでは第１表につきましてご説明申し上げます。３ページをお開きく

ださい。まず歳出の方でございますが、１款総務費１項施設管理費で５４万５千円の

補正をお願いするものでございます。内訳でございますが、職員手当等の見直しに伴

います人件費補正でございます。歳出合計が１億２，８４８万円でございます。続き

まして歳入の方でございますが、２ページをお願いいたします。９款繰越金１項繰越

金補正額５４万５千円でございます。繰越金を充当させていただきます。歳入合計１

億２，８４８万円でございます。以上で説明を終わります。よろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げます。 

○議長（栗林政伸） 大西生きがい推進課長。 

○生きがい推進課長（大西潤） 議案第８６号平成１９年度砥部町介護保険事業特別

会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。保険事業勘定の補正につきま
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しては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，６９２万３千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億３，６１４万１千円とするもので、補

正後の歳入歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によるものです。平成１９

年９月７日提出。砥部町長中村剛志。３ページをご覧ください。歳出より説明させて

いただきます。今回の補正につきましては、地域支援事業費では、２項内の予算にお

いて事業の見直しによる予算の組替、そして基金の積立金及び償還金等をお願いする

ものでございます。補正額の欄をご覧ください。４款地域支援事業費２項包括的支援

事業・任意事業費におきましては、事業の実績による見直しを行い、２項内の予算に

おきまして、組替を行うもので補正額はありません。５款１項基金積立金におきまし

ては、２，５０４万円を計上しております。介護保険事業運営基金への積立金でござ

います。７款諸支出金１項償還金及び還付加算金におきましては、２，１８８万３千

円を計上しております。１８年度の実績に基づき交付額が確定いたしましたので超過

交付分の償還金等でございます。歳出合計は、４，６９２万３千円を計上いたしてお

ります。これの財源につきましては、２ページの歳入をご覧ください。補正額の欄を

ご覧になってください。４款１項支払基金交付金におきまして、介護給付費交付金の

１８年度分の追加交付金で３９４万８千円。８款１項繰越金におきましては１８年度

からの繰越金で４，２９７万５千円。歳入合計４，６９２万３千円を計上いたしてお

ります。以上で議案第８６号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（栗林政伸） 東岡下水道課長。 

○下水道課長（東岡秀樹） 議案第８７号平成１９年度砥部町公共下水道特別会計補

正予算（第１号）についてご説明申し上げます。平成１９年度砥部町の公共下水道特

別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。第１条、既定の歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ３６５万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ８億６，４３３万３千円とするものでございます。補正後の歳入歳出予算

の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によるものでございます。平成１９年９月７日

提出。砥部町長中村剛志。３ページをお願いいたします。歳出の方から説明をさせて

いただきます。１款１項公共下水道事業費で今回３６５万８千円の補正をお願いいた

しております。今回の補正でございますが、人事異動に伴います職員１名増になった

ことによります人件費の補正をお願いいたしたものでございます。その財源でござい

ますが、２ページで２款１項他会計繰入金一般会計からの繰入金で３６５万８千円の

財源を充当させていただくものでございます。以上で説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（栗林政伸） 日浦環境保全課長。 

○環境保全課長（日浦昭二） 議案第８８号平成１９年度砥部町浄化槽特別会計補正

予算（第１号）についてご説明させていただきます。平成１９年度砥部町の浄化槽特

別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ４７万８千円を追加し、歳入歳出それぞれ１億１，８８２万円
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とする。第１条第２項は省略させていただきます。平成１９年９月７日提出。砥部町

長中村剛志。提案理由でございますが、扶養手当、児童手当等の職員手当と、共済組

合への負担金に不足額が生じることとなったため、補正をお願いするものでございま

す。３ページ歳出をご覧ください。１款１項浄化槽点検管理費で４７万８千円補正を

お願いし、歳出総額を１億１，８８２万円とするものでございます。その財源でござ

いますが２ページ歳入、５款１項繰越金を４７万８千円追加し、歳入総額を１億１，

８８２万円とするものでございます。以上で説明を終わります。よろしくご審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（栗林政伸） 辻水道課長。 

○水道課長（辻充則） 議案第８９号平成１９年度砥部町水道事業会計補正予算（第

２号）についてご説明いたします。第１条、平成１９年度砥部町水道事業会計の補正

予算は次に定めるところによる。第２条の収益的支出の内容でございますが、第１款

上水道事業費用第１項営業費用を９万９千円増額するものでございますが、人事異動

に伴う人件費３６万９千円の減額と、地震に備えまして麻生第７川井大谷配水池に緊

急遮断弁を設置いたしております。それの保守点検委託料４６万８千円を増額するも

のでございます。第３条の資本的支出におきましては、人事異動に伴う人件費の増額

を４０３万円お願いするものでございます。第４条では資本の職員給与費の合計をお

願いするものでございます。平成１９年９月７日提出。砥部町長中村剛志。以上で説

明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

○議長（栗林政伸） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。［質疑なし］ 

○議長（栗林政伸） 質疑なしと認めます。 

おはかりします。議案第８４号から議案第８９号までの平成１９年度補正予算に関す

る６件については、所管の常任委員会に付託して審査することにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり。］ 

○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって、議案第８４号から議案第８９号

までの平成１９年度補正予算に関する６件については、所管の常任委員会に付託する

ことに決定しました。委員会の審査報告は、９月１４日の本会議でお願いします。 

ここで昼食のため一旦休憩をします。再開は午後１時１０分とします。 
 
 

休憩 午前１１時３３分 
再開 午後 １時０８分 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第１５ 認定第 １号 平成１８年度砥部町一般会計歳入歳出決算認定につい 
             て 
日程第１６ 認定第 ２号 平成１８年度砥部町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定について 
日程第１７  認定第 ３号 平成１８年度砥部町老人保健特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第１８ 認定第 ４号 平成１８年度砥部町介護保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について 
日程第１９ 認定第 ５号 平成１８年度砥部町とべの館特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第２０  認定第 ６号 平成１８年度砥部町とべ温泉特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第２１ 認定第 ７号 平成１８年度砥部町梅野奨学資金特別会計歳入歳出決

算認定について 
日程第２２ 認定第 ８号 平成１８年度砥部町奨学資金特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第２３ 認定第 ９号 平成１８年度砥部町土地取得特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第２４ 認定第１０号 平成１８年度砥部町公共下水道特別会計歳入歳出決算

認定について 
日程第２５ 認定第１１号 平成１８年度砥部町農業集落排水特別会計歳入歳出決

算認定について 
日程第２６ 認定第１２号 平成１８年度砥部町浄化槽特別会計歳入歳出決算認定

について 
日程第２７ 認定第１３号 平成１８年度砥部町水道事業会計歳入歳出決算認定に

ついて 
（説明、質疑、決算特別委員会付託） 

○議長（栗林政伸） 日程第１５認定第１号から日程第２７認定第１３号までの平成

１８年度歳入歳出決算認定に関する１３件を一括議題とします。本案について説明を

求めます。佐川収入役。 

○収入役（佐川秀紀） 認定第１号平成１８年度砥部町一般会計歳入歳出決算認定に

ついてご説明申し上げます。地方自治法第２３３条第３項の規定により別添、平成１

８年度砥部町一般会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成１９年９月７日提出。砥部町長中村剛志。１８年度の決算規模につきましては、

一般会計と特別会計の累計で、歳入１４９億８，５６１万円。歳出１４１億９，７４

５万円で、実質収支額が７億７，２１３万円となっております。対前年比でみますと、

歳入が５．３％、歳出が７．９％の伸びで、実質収支額が１９％減少しております。
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一般会計だけでみますと対前年度比で歳入決算額が８．４％、歳出では６．８％減少

しております。しかし、町全体では昨年度から公共下水道特別会計を設けたことなど、

特別会計が拡大しておりますので全体の規模は伸びております。また、実質収支額が

大幅なマイナスになっておることにつきましては、国保事業会計でマイナスになった

ことと、一般会計では決算余剰金を財源に財政調整基金へ３億円積み立てたことによ

るものであります。なお、今回の決算認定におきましても、議会で決算特別委員会を

設けて審議いただけると聞いておりますので、内容については簡潔に説明させていた

だきます。 
それでは決算書（１）、一般会計の方の２ページをお開きください。歳入でござい

ますけれども２ページ、３ページをお開きください。収入済額の欄でご説明をさせて

いただきます。１款町税１８億４，４４１万３，４７２円、占める割合が２７．４％

でございます。２款地方贈与税２億６，２９５万１，８９６円、３．９％でございま

す。３款利子割交付金９２８万７千円で０．１％。４款配当割交付金７６１万３千円、

０．１％。５款株式等譲渡所得割交付金が６７４万７千円、０．１％。６款地方消費

税交付金２億１，２６２万６千円、３．２％。７款自動車取得税交付金が４，４３７

万９千円、０．７％。８款地方特例交付金４，８２２万２千円、０．７％。９款地方

交付税２２億５，３６５万８千円、３３．５％。１０款交通安全対策特別交付金４２

２万６千円、０．１％。１１款分担金及び負担金１億６，７９７万１，２０１円、２．

５％でございます。次のページをお開きください。４、５ページでございます。１２

款使用料及び手数料、収入済額１億１，００１万６，３３８円、１．６％でございま

す。１３款国庫支出金２億３，９０２万４，２４７円、３．６％でございます。１４

款県支出金が２億９，６４１万４，４３３円、４．４％でございます。１５款財産収

入７３３万９，３２４円、０．１％でございます。１６款寄附金８７１万５千円、０．

１％でございます。１７款繰入金９６８万４，５１０円、０．１％でございます。１

８款繰越金７億２，４６２万６，７９２円、１０．８％でございます。１９款諸収入

１億１，１５２万９，９３７円、１．７％でございます。次のページをお開きくださ

い。６、７ページでございますが、２０款の町債でございますが３億５，６２０万円、

占める割合が５．３％でございます。歳入合計６７億２，５６４万５，１５０円。不

納欠損額が７４９万７，７４３円。収入未済額が１億５，６１１万３，１６８円。不

納欠損額につきましては、すべて税金でございます。収入未済額の主なものにつきま

しても税金でございます。以上で歳入の説明を終わります。 
 次のページをお開きください。８、９ページでございますが、歳出についてご説明

申し上げます。ここでも支出済額だけご説明申し上げます。１款議会費１億１５８万

６，７３４円、占める割合が１．６％でございます。２款総務費７億７，９１０万５，

０９０円、１２．６％。３款民生費１４億８，８９２万２，３３３円、２４．１％で

ございます。４款衛生費５億１，００５万６，５９３円、８．３％でございます。５

款労働費１０万円、０％でございます。６款農林水産業費３億３２３万３，０８９円、

４．９％でございます。７款商工費１億３，０６１万８，４８０円、２．１％でござ
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います。次のページをお開きください。８款土木費３億２，５６２万８３０円、５．

３％でございます。９款消防費２億８，２７６万１，３７４円、４．６％でございま

す。１０款教育費７億６，８９８万８，８８４円、１２．５％でございます。１１款

災害復旧費８，２７８万２，５００円、１．３％でございます。１２款公債費１０億

８，５５０万４１３円、１７．７％でございます。１３款諸支出金３億８４８万４７

９円、５．０％でございます。１４款予備費０でございます。歳出の合計が６１億６，

７７５万６，７９９円。翌年度の繰越額が１億４，９９９万６千円となっております。

以上で歳出の説明を終わります。 

それでは決算書ずっと飛んでいただきまして、１９２ページをお開きください。１

９２ページの実質収支に関する調書についてご説明申し上げます。歳入総額６７億２，

５６４万５千円。歳出総額６１億６，７７５万７千円。歳入歳出差引額が５億５，７

８８万８千円。繰越明許費の繰越額、これは一般財源のみでございますが、６４７万

９千円。実質収支額が５億５，１４０万９千円。以上で歳入歳出の説明を終わらせて

いただきます。 

１９４、１９５ページをお開きください。財産に関する調書についてご説明申し上

げます。これについても決算年度中の増減高のみご説明をさせていただきます。まず

１９４ページの土地でございますが、公共財産その他の施設で１万４３４．１６㎡増

となっておりますけれども、これにつきましては野路池改修に伴うための用地、１，

７５４．８㎡、公衆用道路用地として６６１．６㎡、下水浄化センターの用地として

７，９８８．５㎡、役場第２駐車場進入路用地として２９．２６㎡、合わせまして１

万４３４．１６㎡の増となっております。そのページの木造の建物の欄をご覧くださ

い。公共財産のその他の施設で５８６．４２㎡の減となっておりますが、これは日の

出保育所の建物でございます。その下に、建物で３００㎡の減となっておりますが、

広田の築地公舎の建物でございます。合わせまして８８６．４２㎡の減となっており

ます。１９５ページをお開きください。非木造の欄でございますけれども、その他の

行政機関のその他の施設で１５４．２２㎡の増となっておりますが、総津地区の農業

集落排水施設の建物でございます。次に１９９ページをお開きください。２．物品で

ございますけれども、消防車のポンプ積載車で２台の減となっておりますが、広田地

区の中野川の分と、消防署が保有しておったものが減となっております。消防の可搬

動力ポンプで１台の減となっておりますが、これは中野川のポンプでございます。以

上で財産に関する調書について説明を終わります。次のページをお開きください。３．

基金についてご説明を申し上げます。基金につきましては、３月３１日現在と出納整

理期間を含めました５月３１日現在の２つのものを載せておりますけれども、２０１

ページの５月３１日現在の基金状況についてご説明を申し上げます。これについても

決算年度中の増減額のみご説明をいたします。財政調整基金で３億４６万６，６７８

円の増、減債基金で１万８，１８９円の増、ふるさと水と土保全基金が４，０６９円

の増、まごころ基金で７７６万２，００７円の減となっておりますが、これにつきま

しては福祉基金にまとめたものでございます。福祉基金６０６万９，０４０円の増、
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とべの館運営基金７３６万７６２円の増、とべ温泉運営基金３，３７６円の増、梅野

奨学基金２９７万８千円の減、土地開発基金の現金で８万４，０８９円の増、浄化槽

保守点検事業運営基金で４３２円の増、浄化槽町有施設管理基金で１万１，３２２円

の増となっております。基金合計合わせまして年度末残高が、１８億４，５０６万５，

８７５円となっておりまして、昨年度より３億３００万円程度多くなっております。

以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（栗林政伸） 藤田住民サービス課長。 

○住民サービス課長（藤田正純） 認定第２号平成１８年度砥部町国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算認定につきましてご説明申し上げます。地方自治法第２３３条

第３項の規定により、別添平成１８年度砥部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。平成１９年９月７日提出。砥部町

長中村剛志。それではお手元の決算書（２）の方を見ていただいたらと思います。ま

ず事業勘定の分からご説明申し上げます。２ページ、３ページでございますが、まず

歳入につきましてご説明申し上げます。この国保会計につきましては、保険給付費に

つきましては基本的に５０％が国の負担が３４％、国の補助が９％、県の補助が７％

で成り立っております。残り５０％につきましては保険税約２３％でございますが、

その他繰入金といたしまして、国県の負担金及び地方交付税や町費等でございます。

それでは款項に沿いましてご説明申し上げます。まず１款国民健康保険税でございま

すが、収入済額が５億１，０４６万２，５３５円でございまして、調定額に対しまし

て８０．８％でございます。不納欠損額は６５４万１，６５７円でございまして１％

でございます。件数が９８件でございます。収入未済額につきましては１億１，５１

６万８，０４１円で、１８．２％でございます。４５８世帯の未済でございます。続

きまして２款でございますが、使用料及び手数料６万６，８００円、督促の手数料で

ございます。３款国庫支出金でございますが、先ほどご説明申し上げました分でござ

いますが、６億１，４６８万９，３０９円でございます。国庫負担金、国庫補助金で

ございます。続きまして４款の療養給付費等交付金についてですが、５億４，２５３

万６，２７０円。５款県支出金１億２４８万２４０円でございまして、県の負担金及

び補助金でございます。６款共同事業交付金でございますが１億３０６万４，５１０

円、共同事業の交付金でございます。７款財産収入２９万５，４３３円。８款繰入金

１億３，４１１万３，２８５円、他会計からの繰入金でございます。９款繰越金１億

５，７３１万７，７７２円、前年度からの繰越でございます。１０款諸収入１４９万

６，６８７円、延滞金、加算金及び過料、預金利子、雑入でございます。歳入合計収

入済額２１億６，６５２万２，８４１円。不納欠損額６５４万１，６５７円。収入未

済額１億１，５１６万８，０４１円でございます。続きまして、次のページ歳出でご

ざいますが、１款の総務費でございますが、１，１８０万７，９３５円の支出済額で

ございます。総務管理費、徴税費等でございます。２款保険給付費１３億５，０９６

万５，８９５円、療養諸費、高額療養費、出産育児一時諸費、葬祭諸費でございます。
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出産育児諸費につきましては３３件、葬祭諸費につきましては１４６件でございます。

次に３款の老人保健拠出金でございますが４億３，１１４万７，６２４円。４款介護

納付金でございますが１億３，１４８万３７２円。５款共同事業拠出金でございます

が１億３，８７３万１，３８８円。６款保健事業費７５７万５，６９７円。７款公債

費はございません。８款諸支出金でございますが、７０９万９，２００円、償還金及

び還付加算金、繰出金でございます。予備費はございません。歳出合計２０億７，８

８０万８，１１１円でございます。それでは実質収支に関する調書をご説明申し上げ

ます。３２ページをお願いします。歳入総額２１億６，６５２万３千円。歳出総額２

０億７，８８０万８千円。歳入歳出差引額８，７７１万５千円です。実質収支額８，

７７１万５千円でございます。 

続きまして、直営診療施設勘定につきましてご説明申し上げます。次に３４、３５

ページをお願いいたします。まず歳入でございますが、１款診療収入でございますが、

８，５３４万９，１３１円。入院収入、外来収入が延べ９，１３９人。歯科診療収入

が６４６人、その他診療収入といたしまして検査、予防接種等でございます。次に３

款使用料及び手数料ですが、４０万３，２８０円。８款繰入金３，０４０万４千円、

他会計からの繰入金と事業勘定からの繰入金でございます。９款繰越金５７７万２，

７５３円。１０款諸収入１０万２，４５５円。歳入合計１億２，２０３万１，６１９

円でございます。続きまして次のページ歳出でございますが、１款総務費支出済額は

６，２９６万６０５円。２款の医業費でございますが、５，５１０万３，１６８円。

歳出合計１億１，８０６万３，７７３円でございます。それでは５６ページの実質収

支に関する調書でございますが、歳入総額１億２，２０３万２千円。歳出総額１億１，

８０６万４千円でございます。歳入歳出差引額３９６万８千円。実質収支額３９６万

８千円でございます。 

続きまして、認定第３号平成１８年度砥部町老人保健特別会計歳入歳出決算認定に

つきましご説明を申し上げます。地方自治法第２３３条第３項の規定により、別添平

成１８年度砥部町老人保健特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。平成１９年９月７日提出。砥部町長中村剛志。それでは５８、５９ペ

ージをお願いいたします。まず歳入でございますが、ここにつきまして、総医療費に

つきましては、１割がご本人負担でございますが、一部所得の高い方は、３割負担の

方もいらっしゃいます。残り９割でございますが、この９割のうち５０％につきまし

ては支払基金から入ってまいります。残り５０％につきましては国の方から６分の４、

県が６分の１、町が６分の１となっております。それでは款項で説明させていただき

ます。１款の支払基金交付金でございますが１１億１，３９８万４，８７８円、支払

基金からの交付金でございます。２款国庫支出金でございますが、６億１，７６８万

３，２３８円、国庫負担金及び国庫補助金でございます。３款県支出金１億５，５５

５万８２円。県の負担金でございます。４款繰入金１億６，１９９万４，４６３円、

一般会計からの繰入金でございます。５款繰越金はございません。６款諸収入８５万

９，５７４円。歳入合計２０億５，００７万２，２３５円でございます。続きまして、
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次のページで歳出でございますが、１款総務費５０９万５，３１７円でございます。

総務管理費、趣旨普及費でございます。２款医療諸費２０億４，３７３万５，２９１

円、先ほど申し上げた分でございまして、医療給付費６万２，７８５件でございます。

公債費はございません。４款諸支出金１２４万１，６２７円。歳出合計２０億５，０

０７万２，２３５円でございます。７６ページをお願いいたします。実質収支に関す

る調書でございますが歳入総額２０億５，００７万２千円。歳出総額２０億５，００

７万２千円。歳入歳出差引額０、実質収支額０。以上で説明を終わらせていただきま

す。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（栗林政伸） 大西生きがい推進課長 

○生きがい推進課長（大西潤） 認定第４号平成１８年度砥部町介護保険事業特別会

計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。７８ページをご覧ください。歳入

でございます。収入済額の欄をご覧になってください。１款介護保険料２億６，３３

７万６，９００円。これは第１号被保険者の６５歳以上の方の保険料でございます。

２款使用料及び手数料１万７，６００円。これは保険料督促の手数料で滞納者の負担

分でございます。３款国庫支出金３億６，３３５万７，８１６円。国の負担金と補助

金でございます。４款支払基金交付金４億２，３１３万円。第２号被保険者４５歳か

ら６４歳までの保険料で支払い基金からの交付金でございます。５款県支出金２億４

６４万７，４９８円。県の負担金と補助金、そして介護事務の委託金でございます。

６款財産収入１，９６１円。介護保険事業運営基金の預金利子ございます。７款繰入

金２億２５９万８，５１３円。町の負担金等で一般会計と運営基金からの繰入金でご

ざいます。８款繰越金５２２万９，３３４円。１７年度からの繰越金でございます。

諸収入１６万３，２１８円。雑入等でございます。歳入合計１４億６，２５２万２，

８４０円でございます。次のページをご覧ください。歳出でございます。支出済額の

欄をご覧になってください。総務費２，２９２万８，１０６円。これは、介護保険事

業に要する事務費と伊予地区介護認定審査会共同設置の負担金等でございます。２款

保険給付費１３億６，０４６万１，０９５円。これは利用者に対する介護サービス等

給付費及び介護予防サービス等の給付費等でございます。４款地域支援事業費１，９

１８万１，３１０円。介護予防事業費及び包括的支援事業費等でございます。５款基

金積立金９００万１，８３３円。介護保険事業運営基金の積立金でございます。６款

公債費これにつきましては一時借入金を必要としなかったためございません。７款諸

支出金７９７万４，７９７円。地域支援事業交付金等の超過交付分の返還金でござい

ます。歳出合計１４億１，９５４万７，１４１円。下をご覧ください。歳入歳出差引

残額４，２９７万５，６９９円。翌年度繰越額４，２９７万５，６９９円。１１４ペ

ージをご覧ください。実質収支に関する調書。歳入総額１４億６，２５２万３千円。

歳出総額１４億１，９５４万７千円。歳入歳出差引額４，２９７万６千円。実質収支

額４，２９７万６千円。続きまして財産に関する調書。介護保険事業の運営基金でご

ざいます。決算年度末現在高が８９８万３，８６９円となっております。 
続きまして１１６ページをお開きください。介護サービス事業勘定についてご説明
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申し上げます。歳入でございます。収入済額の欄をご覧になってください。介護サー

ビス収入２，３２１万８，４１０円。これは国保連合会からの納入される居宅介護サ

ービス費と利用者の負担分でございます。２款繰入金３７６万８，９１９円。これは

一般会計からの繰入金でございます。３款繰越金１３１万９，０７１円。１７年度か

らの繰越金でございます。４款諸収入はございません。歳入合計２，８３０万６，４

００円。次のページをご覧になってください。歳出についてご説明いたします。支出

済額の欄をご覧になってください。総務費１万１，４００円。これは需用費で決算書

の印刷製本費の割当金でございます。２款サービス事業費２，８２９万５千円。社会

福祉法人広寿会への委託料でございます。歳出合計は２，８３０万６，４００円でご

ざいます。下をご覧になってください。歳入歳出差引残額及び翌年度繰越額はござい

ません。１２８ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。歳入総

額２，８３０万６千円。歳出総額２，８３０万６千円。歳入歳出差引額０。実質収支

額０でございます。以上で認定第４号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 
○議長（栗林政伸） 相田商工観光課長。 

○商工観光課長（相田由紀夫） それでは認定第５号についてご説明申し上げます。

平成１８年度砥部町とべの館特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げま

す。それでは１３０、１３１ページ歳入について、収入済額についてご説明いたしま

す。１款売店収入３，８９２万１，８７５円の収入済額となっておりまして、７００

万円の増額となっております。この要因は動物園の指定管理者制度等によります観光

客の増加があったものでございます。２款繰越金７２９万７９５円。諸収入１８万

４，５１２円。財産収入６万９，９６７円。合計４，６４６万７，１４９円でござい

ます。続きまして１３２、１３３ページをお願いいたします。歳出についてご説明し

ます。１款の館運営費でございますが３，１３５万８，１３９円でございます。これ

の主なものは賄材料費、仕入れ商品でございます。２款については諸支出金７３６万

７６２円前年度の繰越金でございます。歳出合計が３，８７１万８，９０１円となっ

ております。翌年度への繰越額は７７４万８，２４８円となっております。それでは

１４２ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございますが、歳入総額

４，６４６万７千円。歳出総額３，８７１万９千円。差引７７４万８千円となってお

ります。 
続きまして、認定第６号について説明申し上げます。平成１８年度砥部町とべ温泉

特別会計歳入歳出決算についてご説明申しあげます。１４４、１４５ページをお願い

いたします。歳入についてご説明申し上げます。第１款事業収入でございますが、４，

４７３万４，８２９円でございます。２款繰越金につきましては６５１万１，９７８

円でございます。諸収入については１万２，６５７円。それから財産収入につきまし

ては３，３７６円でございまして、歳入合計は５，１２６万２，８４０円となってお

ります。続きまして１４６、１４７ページをお願いいたします。歳出について第１款

の温泉運営費でございますが、４，３８０万６，６１４円でございます。主なものは
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先ほどと同じように賄い材料費、売店での仕入れと臨時職員１７名分でございます。

諸支出金３，３７６円。歳出合計４，３８０万９，９９０円でございます。翌年度へ

の繰越額７４５万２，８５０円でございます。 
１５８ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございますが、歳入総

額５，１２６万３千円。歳出総額４，３８１万円。歳入歳出差引額７４５万３千円で

ございます。実質収支額につきましても７４５万３千円となっております。以上で説

明を終わらせていただきます。審議のほどよろしくお願いいたします。 
○議長（栗林政伸） 松村学校教育課長。 

○学校教育課長（松村曻二） それでは認定第７号平成１８年度梅野奨学資金特別会

計についてご説明申し上げます。１６０、１６１ページをお願いいたします。歳入で

ございます。収入済額でご説明申し上げます。１款財産運用収入でございますが、１

万７，４２２円、これは預金利子でございます。２款繰入金２９７万８千円。基金か

らの繰入金でございます。３款繰越金４万１，６７０円。前年度からの繰越金でござ

います。収入合計が３０３万７，０９２円でございます。次のページ１６２、１６３

ページをお願いいたします。歳出でございます。１款奨学費２９３万３，８００円で

ございます。これは５名の入学一時金と１４名への給付金でございます。支出済額と

して合計２９３万３，８００円でございます。１７０ページをお願いいたします。実

質収支に関する調書でございます。歳入総額３０３万７千円。歳出総額２９３万４千

円。歳入歳出差引額１０万３千円。実質収支額１０万３千円でございます。 
続きまして、認定第８号平成１８年度砥部町奨学資金特別会計につきましてご説明

申し上げます。１７２ページ、１７３ページをお願いいたします。歳入でございます。

１款財産運用収入で８９３円。預金利子でございます。繰入金１００万円。基金から

の繰入でございます。３款繰越金６４万２，２４２円。前年度からの繰越でございま

す。４款貸付金元利収入で２７１万５００円。これは２７名の方からの貸付けた額に

対する償還金でございます。収入済額４３５万３，６３５円。次のページ１７４、１

７５ページをお願いいたします。歳出１款奨学費３１８万円。これは高校生４名、大

学生６名、計１０名への貸付金でございます。歳出の合計額３１８万円。続きまして

１８２ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。歳入総額４

３５万４千円、歳出総額３１８万円。歳入歳出差引額１１７万４千円、実質収支額１

１７万４千円でございます。以上で説明を終わらせていただきます。ご審議賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（栗林政伸） 松下監理財政課長。 

○監理財政課長（松下行吉） 認定第９号平成１８年度砥部町土地取得特別会計歳入

歳出決算認定についてご説明いたします。決算書（２）の１８４、１８５ページをお

願いいたします。予算現額１２億３，８６７万３，０３０円に対しまして、歳入でご

ざいますが、収入済額１２億３，６８８万２，５６６円でございます。土地取得特別

会計は下水道の処理場用地を１７、１８年度と２カ年で購入しております。１８年度

につきましては、１７年度分の繰越という形で事業を行っておりますが、その分土地
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を購入するための町債７億５，３７７万５，３５５円これらが主な収入となっており

ます。また１８年度から４カ年をかけて下水道の方に、その取得した用地を売却いた

します。その売却収入が財産収入１款のところでございますが３億８，６６０万２，

３８３円ということで表れております。次に歳出でございますが、１８６、１８７ペ

ージをお願いいたします。支出済額ですが１２億３，６７６万１，８１３円。１７年

度からの繰越分として公共用地、下水道処理場用地を購入した分が１款のところでご

ざいまして、８億５，０１５万９，４３０円でございます。それから下水道に渡しま

した財産収入を元に公債費の償還を行いました。３款のところでございますが３億８，

６５１万８，２９４円でございます。合計１２億３，６７６万１，８１３円でござい

ます。その下の所にございますが、歳入歳出差引額が１２万７５３円。翌年度へ繰越

す額が同額でございます。この額がそのまま実質収支額として表れてまいります。以

上、語審議のほどよろしくお願いいたします。 
○議長（栗林政伸） 東岡下水道課長。 

○下水道課長（東岡秀樹） 認定第１０号平成１８年度砥部町公共下水道特別会計歳

入歳出決算認定についてご説明申し上げます。決算書（２）の２００、２０１ページ

をお願いいたします。まず歳入でございますが１款国庫支出金収入済額が２億９，３

６６万５千円でございます。２款繰入金１億１，８３４万５千円。３款町債が３億６，

７４０万円。４款繰越金が９５７万６，０９１円。５款諸収入が７万８，１３７円で、

収入済額が７億８，９０６万４，２２８円でございます。次に２０２、２０３ページ

歳出の方をお願いいたします。１款公共下水道事業費でございますが、支出済額７億

７，１７２万７，１３２円でございます。これは人件費それと１７年度から繰越しを

いたしました浄化センター並びに管渠の測量設計そして１８年度に実施をいたしま

した浄化センターの詳細設計並びに造成工事。それと先ほど報告のございました土地

取得特別会計で先行しておりました用地を下水道特別会計が４ヵ年で買い戻す予定

でございまして１８年度分の用地の購入費が主なものでございます。翌年度繰越額が

３億１，４００万円でございまして、これは第１工区と第２工区の工事費と管渠の詳

細設計委託料、事務費の繰越額でございます。２款公債費１５９万５，８３７円でご

ざいまして、歳出合計が７億７，３３２万２，９６９円。翌年度繰越額が３億１，４

００万円。不用額が６２９万３，０３１円となっております。２１４ページをお願い

いたします。実質収支に関する調書でございますが、歳入総額が７億８，９０６万４

千円。歳出総額が７億７，３３２万３千円。歳入歳出差引額が１，５７４万１千円。

繰越明許繰越額が９５５万円、実質収支額が６１９万１千円となっております。 
続きまして、認定第１１号平成１８年度砥部町農業集落排水特別会計歳入歳出決算

認定についてご説明申し上げます。決算書の２１６、２１７ページをお願いいたしま

す。まず歳入でございますが、１款使用料及び手数料２８５万３，４８０円。３款国

庫支出金５，１５１万円。４款県支出金１，５３０万円。５款繰入金５，３１６万円。

６款繰越金４１４万４，０９８円。７款諸収入４，３７１円。８款町債２，６７０万

円で、収入済額が１億５，３６７万１，９４９円でございます。次に２１８、２１９
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ページをお願いいたします。歳出でございますが、１款事業費で支出済額１億３，７

３８万３，２６５円でございます。これは広田地区の処理施設の維持費と総津地区の

処理場と管渠の工事費が主なものでございます。２款の公債費ですが１，１９４万３，

９９９円、起債の元利償還金でございます。歳出合計が支出済額１億４，９３２万７，

２６４円。不用額が２２０万９，７３６円となっております。２３０ページをお願い

します。実質収支に関する調書でございますが、歳入総額１億５，３６７万２千円。

歳出総額１億４，９３２万７千円。歳入歳出差引額４３４万５千円。実質収支額４３

４万５千円となっております。以上で認定１０並びに１１の説明を終わらせていただ

きます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（栗林政伸） 日浦環境保全課長。 

○環境保全課長（日浦昭二） 認定第１２号平成１８年度砥部町浄化槽特別会計歳入

歳出決算認定につきまして説明をさせていただきます。決算書２３２、２３３ページ

をご覧ください。歳入でございますが、１款事業収入は収入済額９，１２０万２，１

５０円で、調定額に対する徴収率は、９９．７２％となっております。２款使用料及

び手数料収入済額４万３，５００円は督促手数料でございます。３款財産収入、収入

済額１万１，７５４円は基金預金利子でございます。４款繰入金は収入済額０円でご

ざいます。５款繰越金収入済額５，１２８万７９５円は、前年度からの繰越金でござ

います。６款諸収入、収入済額３２３万１，６６７円は預金利子２万９，６６７円と

雑入３２０万２千円で、これは保守点検時の交換部品代が主なものでございます。以

上、歳入合計が予算額１億１５万９千円、調定額１億４，６０２万１，９６６円、収

入済額１億４，５７６万９，８６６円、収入未済額が２５万２，１００円でございま

す。続きまして、決算書２３４、２３５ページをご覧ください。歳出でございますが、

１款浄化槽点検管理費支出済額８，６８３万３，３３８円は、職員８名の人件費と事

務費、浄化槽の保守点検経費、町有施設の管理経費でございます。２款諸支出金、支

出済額１万１，７５４円は基金の預金利子を積み立てたものでございます。３款予備

費は支出済額０円でございます。以上歳出合計が予算額１億１５万９千円、支出済額

８，６８４万５，０９２円、不用額１，３３１万３，９０８円でございます。 後に

２４８ページをご覧ください。浄化槽特別会計の実質収支に関する調書でございます

が、１．歳入総額が１億４，５７７万円。２．歳出総額８，６８４万５千円。３．歳

入歳出差引額が５，８９２万５千円。５．実質収支額も５，８９２万５千円でござい

ます。以上で認定第１２号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りま

すようお願い申し上げます。 
○議長（栗林政伸） 辻水道課長。  

○水道課長（辻充則） 認定第１３号平成１８年度砥部町水道事業会計決算について

ご説明申し上げます。決算書の１ページをお開けください。収益的収入及び支出のう

ち、まず収入の方でございますが、第１款上水道事業収益の決算額は３億２，６６３

万２３６円。内訳といたしまして、第１項営業収益で主に給水収益でございます。３

億２，２２０万９，５００円。次に第２項営業外収益でございますが、決算額は４４
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２万７３６円。主に新規加入金でございます。第２款簡易水道事業収益の決算額は９

１５万６１０円。主に給水収益でございます。以上、収入の決算額が３億３，５７８

万８４６円でございます。 
続きまして２ページをお願いいたします。支出でございますが、第１款上水道事業

費用の決算額は、３億４８９万１，７９２円。内訳でございますが、第１項営業費用

の決算額が２億４，２６７万４３４円でございまして、水源地、配水地の施設管理費

並びに人件費、減価償却等でございます。第２項営業外費用の決算額は６，２０２万

８１７円。これは企業債利息並びに消費税でございます。第３項特別損失の２０万５

４１円は、１５名分の不納欠損でございます。続きまして、第２款簡易水道事業費用

の決算額は１，２０９万７，７２３円。内訳といたしまして第１項営業費用の決算額

が９８１万３，８４０円、これは施設の維持管理経費でございます。第２項営業外費

用の２２８万３，８８３円は企業債の支払利息でございます。以上支出の決算額は、

３億１，６９８万９，５１５円でございます。続きまして３ページの資本的収入及び

支出のうち収入の方からご説明させていただきます。第１款上水道資本的収入の決算

額は１５１万４，３６８円、内訳といたしまして第１項負担金の１０５万７千円は、

消火栓の新設改良に伴う一般会計からの負担金でございます。第２項工事負担金の４

５万７，３６８円は取替工事の負担金でございます。続きまして、４ページをお願い

いたします。支出でございますが、第１款上水道資本的支出の決算額は１億９２５万

８，６２７円。内訳としまして、第１項建設改良費の決算額は２，２２８万９，８５

０円でございます。これは人件費並びに広瀬・千足地区の配水管敷設替工事等の費用

でございます。第２項企業債償還金は８，６９６万８，７７７円でございます。次に

第２款簡易水道資本的支出の決算額は２，１９１万５，５６５円。内訳としまして、

建設改良費の決算額は１，８９２万３５０円でございまして、総津ポンプ場築造工事

のほか、県道総津中野川線の配水管敷設替工事の費用でございます。第２項企業債償

還金は２９９万５，２１５円。以上支出の合計は１億３，１１７万４，１９２円でご

ざいます。ここで資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億２，９６６万円

につきましては、資本的収支調整額１３８万３千円、減債積立金とりくずし額１千万

円、建設改良積立金とりくずし額１千万円、過年度分損益勘定留保資金１億８２７万

７千円で補填したところでございます。続きまして５ページの損益計算でございます

が、下から３段目に１８年度の純利益は１，７１９万６，８８４円でございます。

後に当年度未処分利益剰余金１，７２８万６，９８９となっております。使用料収入

の減少が見込まれておりますなか、一層の経費節減に努めて、健全経営に取組んでま

いりたいと思います。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りま

すようお願いいたします。 
○議長（栗林政伸） ここで決算審査の報告を山本監査委員が行います。山本監査委

員。 

○監査委員（山本典男） 決算審査のご報告を申し上げます。町長から審査に付され

ました平成１８年度砥部町の一般会計、各特別会計及び水道事業会計の歳入歳出決算
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及び定額資金運用基金運用状況調書について、大西容介監査委員とともに、去る８月

２１日、２２日、２３日の３日間審査を実施しました。審査にあたっては、歳入歳出

決算書と関係帳簿・証書類の照合確認を行い、各担当課長より予算執行の状況、事務

事業の実績等の説明を求め、予算執行状況の適否について審査しました。審査の結果、

各会計の決算は、いずれも計数的には正確であり、適性妥当であると認められました。

また、定額資金運用基金運用状況については、目的に添って適正かつ効率的に運用さ

れ、正確であると認められました。 

しかし、普通会計の財政指標では公債費比率が１６．９％、経常収支比率が８８．

６％と標準値より高い数値であり、財政の弾力性が失われつつあり、硬直化が進んで

いるということが見受けられます。また、公共下水道の事業開始により、起債の残高

も膨らんでいることから、行財政改革を一段と進め、財政運営にあたってはなお一層

の効率的・効果的な展開を図られたいと思います。 

 水道企業会計においては、第７次拡張事業等で借り入れた企業債の償還費用負担が

増加するとともに、大口利用者の節水による収益が減少傾向にあり、引き続き経営の

合理化に努力するとともに、渇水に備え新たな水源の確保について調査研究に努めら

れたい。また広田地区の簡易水道の有収率の向上に努められたい。なお、その他の詳

細につきましては、審査意見書によって、手元にあります審査意見書によってご了承

をいただきたいと存じます。これで、審査の報告を終わります。 

○議長（栗林政伸） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
［質疑なし］ 

○議長（栗林政伸） 質疑なしと認めます。ここで、しばらく休憩します。この時間

を利用して１４時２５分から全員協議会を開催します。 
 

午後 ２時１０分 休憩 

午後 ３時１７分 再開 

 
○議長（栗林政伸） 再開します。おはかりします。認定第１号から認定第１３号ま

での平成１８年度歳入歳出決算認定に関する１３件については、委員会条例第６条の

規定により、監査委員を除く、１７人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、こ

れに付託して閉会中の継続審査とすることにしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 
［「異議なし」の声あり］ 

○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって認定第１号から認定第１３号まで

の１３件については、１７人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託

して閉会中の継続審査とすることに決定しました。委員会の審査報告は、１２月定例

会において、委員長よりお願いします。おはかりします。ただいま、設置されました

決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、議

長において、山口元之君、政岡洋三郎君、西岡章一君、土居美智子君、中村茂君、西
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村良彰君、井上洋一君、樋口泰幸君、栗林政伸君、土居英昭君、宮内光久君、大野和

博君、中島博志君、田室博志君、平岡文男君、玉井啓補君、三谷喜好君。以上、１７

人を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 

○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました１７人の

方を決算特別委員会委員に選任することに決定しました。ここで、しばらく休憩しま

す。決算特別委員会を開催し、正副委員長の互選を行ってください。再開は２５分で

す。 
 

午後 ３時２０分 休憩 

午後 ３時２７分 再開 

 
○議長（栗林政伸） 再開します。互選結果の報告をします。休憩中に決算特別委員

会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果報告が議長の手元にまい

りましたので報告します。決算特別委員会委員長に田室博志君、副委員長に政岡洋三

郎君が互選された旨の報告がありました。今後、ご協力のほどよろしくお願いします。 

以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。本日はこれで散会します。 

 

 

午後 ３時２８分 散会 
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平成１９年第３回砥部町議会定例会議事日程 第３日 
 
 
日程第１  議案第８１号 交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて 
 
日程第２  議案第８２号 砥部町政治倫理の確立のための長の資産等の公開に関

する条例の一部改正について 
日程第３  議案第８３号 砥部町保育所条例の一部改正について 
 
日程第４   議案第８４号 平成１９年度砥部町一般会計補正予算（第２号） 
 
日程第５   議案第８５号 平成１９年度砥部町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第 1 号） 
日程第６   議案第８６号 平成１９年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算 

（第 1 号） 
日程第７  議案第８７号 平成１９年度砥部町公共下水道特別会計補正予算 

（第１号） 
日程第８   議案第８８号 平成１９年度砥部町浄化槽特別会計補正予算 

（第 1 号） 
日程第９  議案第８９号 平成１９年度砥部町水道事業会計補正予算 

（第２号） 
日程第１０ 請願第 ３号 「核兵器全面禁止・廃絶国際条約締結を求める意見書」

採択についての請願について 
日程第１１ 請願第 ４号 ＷＴＯ・ＦＴＡ交渉等に関する請願について 
 
日程第１２  陳情第 ３号 「非核法」制定に関する要請について 
 
日程第１３ 議員派遣の件について 
 
追加日程第１ 発議第３号 地方の道路整備財源の確保に関する意見書提出につい 
             て 
追加日程第２ 発議第４号 ＷＴＯ・ＦＴＡ交渉等に関する意見書提出について 
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平成１９年第２回砥部町議会定例会 
平成１９年９月１４日（金） 

午前９時３０分開会 
 
○議長（栗林政伸） これから、本日の会議を開きます。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第１ 議案第８１号 交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることにつ

いて 
（厚生常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（栗林政伸） 日程第１ 議案第８１号交通事故に係る和解及び損害賠償の額

を定めることについてを議題とします。本案について委員長の報告を求めます。土居

厚生常任委員長。 
○厚生常任委員長（土居美智子） ご報告申し上げます。去る９月７日の本会議にお

きまして、厚生常任委員会に付託されました議案第８１号について、審査の結果をご

報告申し上げます。議案第８１号交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めること

については、平成１８年１２月１２日午前９時４５分頃、中央公民館前の国道３３号

線において、公用車と軽二輪車が衝突し、相手方に損害を与えたもので、地方自治法

第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、和解及び損害賠償の額を定める

ものであります。ちなみに地方自治法第９６条といいますのは、議会の議決に係る権

限の条例でありまして、普通地方自治公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しな

ければならないというものでございます。その中の１号から１５号まであるんですが、

その中の１２号においては和解、調停という項目がありましてこの和解にあたります。

また１３号において法律上その義務に係る損害賠償を定めると、こういうことになっ

ておりますので、９６条の補足になりますけれども、そういう自治法でございます。 

よって、議案第８１号は、適切な措置がなされていると認められ、原案のとおり可

決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（栗林政伸） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし］ 
○議長（栗林政伸） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 
○議長（栗林政伸） 討論なしと認めます。 
議案第８１号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。 
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よって、議案第８１号交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて

は、委員長の報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第２ 議案第８２号 砥部町政治倫理の確立のための長の資産等の公開に関す

る条例の一部改正について 
（総務文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（栗林政伸） 日程第２ 議案第８２号砥部町政治倫理の確立のための長の資

産等の公開に関する条例の一部改正についてを議題とします。本案について委員長の

報告を求めます。井上総務文教常任委員長。 
○総務文教常任委員長（井上洋一） ご報告申し上げます。去る９月７日の本会議に

おきまして、総務文教常任委員会に付託されました議案第８２号について、審査の結

果をご報告申し上げます。砥部町政治倫理の確立のための長の資産等の公開に関する

条例の一部改正については、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例中「郵便貯金」を削

り、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に

改正を行うものであります。 

よって、議案第８２号は、必要な改正がなされていると認められ、原案のとおり可

決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（栗林政伸） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。［質疑なし］ 
○議長（栗林政伸） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 
○議長（栗林政伸） 討論なしと認めます。 
議案第８２号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。 
よって、議案第８２号砥部町政治倫理の確立のための長の資産等の公開に関する条

例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第３ 議案第８３号 砥部町保育所条例の一部改正について 

（厚生常任委員長報告、質疑、討論、採決） 
○議長（栗林政伸） 日程第３ 議案第８３号砥部町保育所条例の一部改正について

を議題とします。本案について委員長の報告を求めます。土居厚生常任委員長。 
○厚生常任委員長（土居美智子） ご報告申し上げます。去る９月７日の本会議にお
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きまして、厚生常任委員会に付託されました議案第８３号について、審査の結果をご

報告申し上げます。議案第８３号砥部町保育所条例の一部改正は、私立認定保育所に

おける保育の実施に係る児童及び保護者については、本町保育所条例中、入所に関す

る規定、保育料に関する規定、入所の取り消しに関する規定の適用を除外するもので

必要な事項を改正するものであります。なお、私立認定保育所は現在のところ県下で

松山市に一つあるということでございます。 

よって、議案第８３号は適切な処置がなされており、原案のとおり可決すべきもの

と決定しましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（栗林政伸） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし］ 
○議長（栗林政伸） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 
○議長（栗林政伸） 討論なしと認めます。 
議案第８３号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって、議案第８３号砥部町保育所条例

の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第４ 議案第８４号 平成１９年度砥部町一般会計補正予算（第２号） 
 
日程第５ 議案第８５号 平成１９年度砥部町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第１号） 
日程第６ 議案第８６号 平成１９年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算 

（第１号） 
日程第７ 議案第８７号 平成１９年度砥部町公共下水道特別会計補正予算 

（第１号） 
日程第８ 議案第８８号 平成１９年度砥部町浄化槽特別会計補正予算（第１号） 
 
日程第９ 議案第８９号 平成１９年度砥部町水道事業会計補正予算（第２号） 

（所管常任委員長報告、質疑、討論、採決） 
○議長（栗林政伸） 日程第４ 議案第８４号から日程第９ 議案第８９号までの平

成１９年度補正予算に関する６件を一括議題とします。本案について委員長の報告を

求めます。中島産業建設常任委員長。 
○産業建設常任委員長（中島博志） ご報告申し上げます。去る９月７日の本会議に
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おきまして、産業建設常任委員会に付託されました議案第８４号・８７号・８８号・

８９号の補正予算４件について、審査の結果をご報告申し上げます。 

 始めに、議案第８４号一般会計補正予算第２号のうち、当委員会に所管する項目に

ついて主なものは、農業費では、鳥獣害防止対策総合支援事業補助金３７万８千円、

果樹産地体質強化促進事業費補助金８４万２千円、中山間地域等直接支払交付金３３

万４千円を、林業費では、大角蔵治山事業工事費１２０万８千円、えひめ農林水産物

ブランドづくり推進事業補助金７３万円、建設機械運転手臨時雇賃金１５６万円を、

商工費では、陶街道５３次しらべ帖改訂版作成費１５０万円、伝統産業会館自動扉修

繕費３９万６千円を、道路橋梁費では、高尾田交差点改良測量調査設計委託料４００

万円を、都市計画費では、公共下水道費特別会計への繰出金３６５万８千円を、その

他、人事異動に伴う人件費補正をするものです。 

次に、議案第８７号平成１９年度砥部町公共下水道特別会計補正予算（第１号）に

ついては、人事異動による人件費３６５万８千円を補正するもので、財源は一般会計

繰入金で賄っています。 

次に、議案第８８号平成１９年度砥部町浄化槽特別会計補正予算（第１号）につい

ては、職員手当等の増による人件費４７万８千円を補正するもので、財源は繰越金で

賄っています。 

次に、議案８９号平成１９年度砥部町水道事業会計補正予算(第２号)については、

上水道で麻生、大谷、川井、総合公園の配水池緊急遮断弁点検委託料４６万８千円及

び人事異動による人件費３６６万１千円を補正するものです。  

よって、議案第８４号・８７号・８８号・８９号の４件については、いずれも適切

な補正がなされており、原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で、委員

長報告を終わります。 

○議長（栗林政伸） 土居厚生常任委員長。 
○厚生常任委員長（土居美智子） ご報告申し上げます。去る９月７日の本会議にお

きまして、厚生常任委員会に付託されました補正予算３件について、審査の結果をご

報告申し上げます。 
 議案第８４号平成１９年度砥部町一般会計補正予算（第２号）のうち、当委員会に

所管する項目について主なものは、社会福祉費では、オストメイト対応トイレ整備工

事費８２万９千円、自立支援医療給付事業５２８万６千円、老人福祉センターマッサ

ージ機購入費３９万７千円を、保健衛生費では、妊婦健康診断委託料９４万５千円を、

その他人事異動に伴う人件費が補正されています。なお、オストメイト対応トイレと

申しますのは、人口肛門、人口膀胱の方たちが補装具の処理を出来るようになってお

る、補装具というのはパウチと呼ばれる袋なんですけれど、それも一緒に処理が出来

るというトイレでございます。また、妊婦健康診断委託料といいますのは、ただいま

２回の検診があるんですけれども、それを５回に増やすというものでございます。 
次に、議案第８５号平成１９年度砥部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）の施設勘定については、職員手当等の増による人件費５４万５千円を補正するも
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のであり、財源は、繰越金で賄っております。 
次に、議案第８６号平成１９年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

の保険事業勘定では、地域支援事業費の見直しによる組み替えを行うものと、前年度

精算金による介護保険事業運営基金積立金２，５０４万円、前年度国庫給付費負担金

返還金及び支払基金地域支援事業費交付金返還金２，１８８万３千円を補正するもの

で、財源は支払基金交付金及び繰越金で賄っています。 
 以上、議案第８４号、８５号及び８６号の３議案については、いずれも適切な補正

がなされており、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申

し上げ、委員長報告を終わります。 
○議長（栗林政伸） 井上総務文教常任委員長。 
○総務文教常任委員長（井上洋一） ご報告申し上げます。去る９月７日の本会議に

おきまして、総務文教常任委員会に付託されました議案第８４号について、審査の結

果をご報告申し上げます。 

 議案第８４号平成１９年度砥部町一般会計補正予算（第２号）のうち、当委員会に

所管する項目の主なものは、一般管理費では、人事評価職員研修及び職員採用試験委

託料５３万６千円を、財産管理費では、議場放送設備等庁舎改修事業費１，７３０万

４千円を、教育費では、土地表示登記委託料５２万５千円、山村留学センター食器消

毒保管庫購入費３０万６千円、小・中学校及び総合公園体育館などにＡＥＤを設置す

る費用３７５万４千円、小・中・幼稚園施設の修繕料２２０万２千円、武道館屋根及

びひさし修繕料９６万６千円を、公債費では、繰上げ償還金８８９万９千円を、諸支

出金では、減債基金積立金３５３万円を、その他、各項目において人事異動に伴う人

件費を補正するものとなっております。 

 歳入については、地方交付税２，８２１万２千円、国県支出金６９５万１千円、財

産収入１，３４２万７千円、町債５００万円、その他４９万７千円を充当しています。

また、電話交換機借上げに対する債務負担行為補正及び臨時財政対策債の地方債補正

を行っています。以上、議案第８４号については、適切な予算補正と認められ、原案

のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を

終わります。 

○議長（栗林政伸） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし］ 
○議長（栗林政伸） 質疑なしと認めます。討論、採決については１件ずつ行います。 
議案第８４号平成１９年度砥部町一般会計補正予算（第２号）について討論を行い

ます。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（栗林政伸） 討論なしと認めます。 
議案第８４号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
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［「異議なし」の声あり］ 
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって、議案第８４号平成１９年度砥部

町一般会計補正予算（第２号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第８５号平成１９年度砥部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて、討論を行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（栗林政伸） 討論なしと認めます。 
議案第８５号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって、議案第８５号平成１９年度砥部

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可決され

ました。 
議案第８６号平成１９年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て、討論を行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（栗林政伸） 討論なしと認めます。 
議案第８６号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって、議案第８６号平成１９年度砥部

町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可決されまし

た。 
議案第８７号平成１９年度砥部町公共下水道特別会計補正予算（第１号）について、

討論を行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（栗林政伸） 討論なしと認めます。 
議案第８７号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって、議案第８７号平成１９年度砥部

町公共下水道特別会計補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第８８号平成１９年度砥部町浄化槽特別会計補正予算（第１号）について、討

論を行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（栗林政伸） 討論なしと認めます。 
議案第８８号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
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［「異議なし」の声あり］ 
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって、議案第８８号平成１９年度砥部

町浄化槽特別会計補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第８９号平成１９年度砥部町水道事業会計補正予算（第２号）について、討論を

行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（栗林政伸） 討論なしと認めます。 
議案第８９号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって、議案第８９号平成１９年度砥部

町水道事業会計補正予算（第２号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第１０ 請願第３号 「核兵器全面禁止・廃絶国際条約締結を求める意見書」採

択についての請願について 
（総務文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（栗林政伸） 日程第１０ 請願第３号「核兵器全面禁止・廃絶国際条約締結

を求める意見書」採択についての請願についてを議題とします。所管の常任委員長の

報告を求めます。井上総務文教常任委員長。 
○総務文教常任委員長（井上洋一） ご報告申し上げます。去る６月７日の本会議に

おきまして、総務文教常任委員会に付託されました請願第３号について、審査の結果

をご報告申し上げます。「核兵器全面禁止・廃絶国際条約締結を求める意見書」採択

についての請願については、国政レベルの問題であり、本町行政の権限、議会の権限

事項に属さない事項であります。よって、請願第３号は、不採択とすることに決定し

ましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（栗林政伸） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし] 
○議長（栗林政伸） 質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（栗林政伸） 討論なしと認めます。 
請願第３号の採決を行います。請願第３号に対する委員長の報告は、不採択です。

報告のとおり、決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって、請願第３号「核兵器全面禁止・

廃絶国際条約締結を求める意見書」採択についての請願については、不採択とするこ

とに決定しました。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第１１ 請願第４号 ＷＴＯ・ＦＴＡ交渉等に関する請願について 

（産業建設常任委員長報告、質疑、討論、採決） 
○議長（栗林政伸） 日程第１１ 請願第４号ＷＴＯ・ＦＴＡ交渉等に関する請願に

ついてを議題とします。所管の常任委員長の報告を求めます。中島産業建設常任委員

長。 
○産業建設常任委員長（中島博志） ご報告申し上げます。去る９月６日の本会議に

おきまして、産業建設常任委員会に付託されました請願第４号について、審査の結果

をご報告申し上げます。ＷＴＯ・ＦＴＡ農業交渉の成り行きによっては、日本農業は

多大な影響を受けることとなり、国内の食料自給や農林水産業に影響を及ぼさないこ

とを基本とした確固たる態度で国際交渉を行う対応は必要なことであります。よって、

請願第４号については、採決の結果、採択とすることに決定しましたので、ここにご

報告申し上げ、委員長報告を終わります。 
○議長（栗林政伸） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし] 
○議長（栗林政伸） 質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（栗林政伸） 討論なしと認めます。 
請願第４号の採決を行います。請願第４号に対する委員長の報告は採択です。報告

のとおり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって、請願第４号 ＷＴＯ・ＦＴＡ交

渉等に関する請願については、採択とすることに決定しました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第１２ 陳情第３号 「非核法」制定に関する要請について 

（総務文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 
○議長（栗林政伸） 日程第１２ 陳情第３号「非核法」制定に関する要請について

を議題とします。所管の常任委員長の報告を求めます。井上総務文教常任委員長。 
○総務文教常任委員長（井上洋一） ご報告申し上げます。去る９月６日の本会議に

おきまして、総務文教常任委員会に付託されました陳情第３号について、審査の結果

をご報告申し上げます。非核法制定に関する要請については、国政レベルの問題で、

本町行政の権限、議会の権限事項に属さない事項であります。よって、陳情第３号は、

不採択とすることに決定しましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わり

ます。 

○議長（栗林政伸） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
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［質疑なし] 
○議長（栗林政伸） 質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（栗林政伸） 討論なしと認めます。 
陳情第３号の採決を行います。陳情第３号に対する委員長の報告は、不採択です。

報告のとおり、決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって、陳情第３号 「非核法」制定に

関する要請については、不採択とすることに決定しました。 
 ここで、しばらく休憩します。この時間を利用して全員協議会を開催します。 

 

 

休憩 午前０９時５９分 
再開 午前１０時４３分 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１３ 議員派遣の件について 
○議長（栗林政伸） 再開します。日程第１３議員派遣の件についてを議題とします。

委員会研修について、委員長の説明を求めます。樋口議会運営委員長。 

○議会運営委員長（樋口泰幸） 議会運営委員会の研修日程が決まりましたので、ご

報告申し上げます。今現在、各地域の議会におかれましては委員会発議、議員発議、

議会発議などが行われるように、行政、住民との対応がなされているところが多くな

っております。１０月２４日から２６日の３日間、議会における政策提言が活発に行

われることを目的に設置されている「政策討論会」の調査のため、大分県臼杵市ほか

委員会研修を実施する予定であります。これのご承認をよろしくお願いいたします。 
○議長（栗林政伸） 中島産業建設常任委員長。 
○産業建設常任委員長（中島博志） 産業建設常任委員会の研修日程が決まりました

ので、ご報告申し上げます。森林コンサルティング業務及び現業職員制度等について、

調査研究のため１１月２０から２２日まで京都府南丹市日吉町森林組合ほかで委員

会研修を実施する予定であります。これのご承認をよろしくお願いいたします。 
○議長（栗林政伸） 議員派遣の件については、砥部町議会会議規則第１１９条の規

定により、派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって、議員派遣の件については、派遣

することに決定しました。 
おはかりします。ただ今、産業建設常任委員会から発議第３号及び発議第４号が提

出されました。これを日程に追加し、追加日程第１及び追加日程第２として、議題に

したいと思います。これにご異議ありませんか。 
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［「異議なし」の声あり］ 
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。発議第３号及び発議第４号を日程に追加

し、追加日程第１及び追加日程第２として、議題とすることに決定しました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
追加日程第１ 発議第３号 地方の道路整備財源の確保に関する意見書提出に 

ついて 
（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（栗林政伸） 追加日程第１発議第３号地方の道路整備財源の確保に関する意

見書提出についてを議題とします。本案について説明を求めます。中島産業建設常任

委員長。 
○産業建設常任委員長（中島博志） 地方の道路整備財源の確保に関する意見書提出

について上記の議案を別紙のとおり砥部町議会会議規則第１４条第３項の規定によ

り提出します。平成１９年９月１４日提出。砥部町議会議長栗林政伸殿。提出者砥部

町産業建設常任委員長中島博志。提案理由。国においては、道路特定財源の見直しの

中で、平成１９年度予算において１，８０６億円が一般財源化されたところでありま

す。さらに、制度そのものを抜本的に見直す議論がされている。全国に比べ道路整備

の立ち遅れている地方にとっては、今後とも地方の現状と特定財源の有効活用を訴え、

道路整備を着実に推進していくよう求めていくことが重要であるため、道路特定財源

の確保を要望する意見書を提出する。 
地方の道路整備財源の確保に関する意見書。道路は、人や物の流れを支え、経済、

社会活動の根幹となる重要な社会資本であり、また、納税者である国民の誰もが沿道

の住民であり、かつ、利用者であり、受益者であるという、 も生活に密着した社会

資本である。特に、平成の市町村合併により、平成１７年１月１日に旧砥部町と旧広

田村が合併して誕生した砥部町においては、人と人との交流、住民生活及び経済の発

展において、道路網の整備は、 重要の課題であり、高齢化の進展が著しい地域にお

いては、道路整備の遅れが地域コミュニティーの崩壊をも招きかねず、そこに暮らす

人々が活力に満ち、安全で安心して快適な生活が送れる地域社会を実現するためには、

高規格幹線道路から町道に至る道路網の整備が必要不可欠である。こうした中、国に

おいては、道路特定財源の見直しの中で、１９年度予算においては、１，８０６億円

が一般財源化されたところであり、さらには、今年度末に道路特定財源制度そのもの

を抜本的に見直すものと聞いており、道路整備が遅れている愛媛県のような地方にと

って、大都市圏との格差の拡大や地方発展の大きな阻害要因になる可能性もあり、到

底容認できるものではない。よって、国においては、地方に住む者の声や道路整備の

実情をよく把握し、その重要性、緊急性を十分認識され、道路特定財源については、

道路整備の財源として確保し、遅れている地方の道路整備を引き続き強力に推進する

ため、地方への重点配分を強く要望する。以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出する。平成１９年９月１４日愛媛県伊予郡砥部町議会。提出先、衆議院議
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長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、経済財政政策

担当大臣。 
議員各位におかれましてはご審議、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（栗林政伸） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし] 
○議長（栗林政伸） 質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。 
［討論なし] 
○議長（栗林政伸） 討論なしと認めます。 
発議第３号の採決を行います。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって、発議第３号地方の道路整備財源

の確保に関する意見書提出については可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
追加日程第２ 発議第４号 ＷＴＯ・ＦＴＡ交渉等に関する意見書提出について 

（説明、質疑、討論、採決） 
○議長（栗林政伸） 追加日程第２ 発議第４号ＷＴＯ・ＦＴＡ交渉等に関する意見

書提出についてを議題とします。本案について説明を求めます。中島産業建設常任委

員長。 
○産業建設常任委員長（中島博志） ＷＴＯ・ＦＴＡ交渉等に関する意見書提出につ

いて上記の議案を別紙のとおり砥部町議会会議規則第１４条第３項の規定により提

出します。平成１９年９月１４日提出。砥部町議会議長栗林政伸殿。提出者砥部町産

業建設常任委員長中島博志。提案理由。ＷＴＯ交渉の進展が見られない中、２国間に

よるＦＴＡやＥＰＡの動きが加速している状況にある。特に、オーストラリアとのＦ

ＴＡ・ＥＰＡの交渉いかんでは、日本農業に多大な影響を及ぼすことが懸念される。

このため、ＷＴＯ・ＦＴＡなどにおける農業分野の交渉にあたって、国内の食料自給

や農林水産業に影響を及ぼさないことを基本とした確固たる態度で対応するよう意

見書を提出する。 
ＷＴＯ・ＦＴＡ交渉等に関する意見書。ＷＴＯ（世界貿易機関）交渉の進展が見ら

れない中、２国間によるＦＴＡ（自由貿易協定）やＥＰＡ（経済連携協定）の動きが

加速している状況にある。特に、昨年１２月、政府は、オーストラリアとのＦＴＡ・

ＥＰＡ締結に向けて交渉に入ることで合意したことから、交渉結果いかんでは、日本

農業に多大な影響を及ぼすことが懸念される。農産物輸出大国のオーストラリアから

の輸入農産物は、牛乳や乳製品、小麦、砂糖など、大半が日本にとって高関税で守ら

れた重要品目である。農林水産省の試算によると、これら４品目の関税が撤廃された

場合、国内生産が約８千億円減少し、関連産業を含めると被害は甚大としている。オ
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ーストラリアとの間で協定締結となれば、アメリカ・カナダにも同様に市場開放せざ

るを得ないこととなり、日本農業は壊滅しかねない。このため、ＷＴＯ・ＦＴＡなど

における農業分野の交渉にあたって、国内の食料自給や農林水産業に影響を及ぼさな

いことを基本とした確固たる態度で対応するよう、下記のとおり要請する。１．ＷＴ

Ｏ農業交渉では、世界的な飢餓の拡大や地球規模での環境悪化につながることのない

よう、農林水産業の多面的機能の発揮や食料自給能力の向上を要求し、各国の多様な

農林水産業が共生・共存できる貿易ルールに改めるよう毅然とした姿勢で対応するこ

と。２．ＦＴＡ・ＥＰＡ交渉にあたっては、国内の食料自給や農林水産業に影響を及

ぼさないことを基本とした対応をすること。特に日豪ＦＴＡ交渉では、農産物の関税

撤廃とならないよう確固たる態度で対応すること。３．ＷＴＯ・ＦＴＡ・ＥＰＡ交渉

についての情報公開を徹底し、各国の農業者や消費者・市民の声を反映すること。以

上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。平成１９年９月１４日愛媛

県伊予郡砥部町議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大

臣。 
 議員各位におかれましてはご審議、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 
○議長（栗林政伸） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし] 
○議長（栗林政伸） 質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。 
［討論なし] 
○議長（栗林政伸） 討論なしと認めます。 
発議第４号の採決を行います。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって、発議第４号ＷＴＯ・ＦＴＡ交渉

等に関する意見書提出については可決されました。 
 おはかりします。各委員長より、閉会中の継続調査の申し出がありましたので、次

期定例会の会期日程等、議会の運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項につい

ては、議会運営委員会に、常任委員会の所管事務等の調査事項については、所管の常

任委員会に、特別委員会の調査事項については、特別委員会に、それぞれ付託し、閉

会中の継続調査とすることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（栗林政伸） 異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定しました。 
これで本日の議事日程は、すべて終了しました。会議を閉じます。町長あいさつをお

願いします。中村町長。 
○町長（中村剛志） 閉会にあたり、一言お礼を申し上げます。議員の皆様には、終

始熱心にご審議をいただき、全議案をご議決ご承認くださいましたことに、心から感
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謝を申し上げます。さて、先日は安倍総理の突然の辞任表明に、皆さんも驚かされた

ことと思います。衆参ねじれ現象もあり、政治の行方は不透明であります。しかし、

政治の空白を避けるため２４日には新総裁が誕生の予定でございます。新総裁、総理

には国民の期待に応えられる日本丸の舵取りをお願いしたいと思います。今、地方は

大都市圏と比べ、産業経済はもとより、生活や文化までもが疲弊した状況にあります。

そして中央と地方の格差はますます拡大しているという思いがしてなりません。また、

地方には道路も下水道も贅沢品であるという風潮があります。世界第２位の経済大国

である我国において 低限の文化的な生活基盤として道路と公共下水道は必要なも

のであります。こうした声を、各首長が連携しながら積極的に国に対して届けていく

ことが重要だと思います。どうか議員の皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 
 終わりに、これから収穫の秋、実りの秋に向かいますが、まだまだ日中は残暑を感

じます。議員の皆様にはくれぐれもお身体ご自愛の上、町政の進展、地域発展にご尽

力、ご活躍賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。

ありがとうございました。 
○議長（栗林政伸） 以上をもって、平成１９年第３回砥部町議会定例会を閉会しま

す。 
 

閉会 午前１０時５９分 
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 地方自治法第１２３条の規定により、会議の経過を記載し、その相違ないことを証

明するためにここに署名する。 
 
 

砥部町議会議長 
 

議員 
 

議員 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

資   料 

 
 



 

 発議第３号  
 
 

地方の道路整備財源の確保に関する意見書提出について  
 
 

上記の議案を、別紙のとおり砥部町議会会議規則第１４条第３項の

規定により提出します。  
 
 

平成１９年９月１４日 提出  
 
 

砥部町議会議長  栗林 政伸 殿  
 
 

提出者 砥部町産業建設常任委員長 中島 博志  
 
提案理由  
 国においては、道路特定財源の見直しの中で、平成１９年度予算に

おいて１，８０６億円が一般財源化されたところであり、さらに、制

度そのものを抜本的に見直す議論がされている。全国に比べ道路整備

の立ち遅れている地方にとっては、今後とも地方の現状と特定財源の

有効活用を訴え、道路整備を着実に推進していくよう求めていくこと

が重要であるため、道路特定財源の確保を要望する意見書を提出する。 
 
 



 

地方の道路整備財源の確保に関する意見書 
 
  
道路は、人や物の流れを支え、経済、社会活動の根幹となる重要な社会資本であり、

また、納税者である国民の誰もが沿道の住民であり、かつ、利用者であり、受益者で

あるという、 も生活に密着した社会資本である。 
特に、平成の市町村合併により、平成１７年１月１日に旧砥部町と旧広田村が合併

して誕生した砥部町においては、人と人との交流、住民生活及び経済の発展において、

道路網の整備は、 重要の課題であり、高齢化の進展が著しい地域においては、道路

整備の遅れが地域コミュニティーの崩壊をも招きかねず、そこに暮らす人々が活力に

満ち、安全で安心して快適な生活が送れる地域社会を実現するためには、高規格幹線

道路から町道に至る道路網の整備が必要不可欠である。 
こうした中、国においては、道路特定財源の見直しの中で、１９年度予算において

は、１，８０６億円が一般財源化されたところであり、さらには、今年度末に道路特

定財源制度そのものを抜本的に見直すものと聞いており、道路整備が遅れている愛媛

県のような地方にとって、大都市圏との格差の拡大や地方発展の大きな阻害要因にな

る可能性もあり、到底容認できるものではない。 
よって、国においては、地方に住む者の声や道路整備の実情をよく把握し、その重

要性、緊急性を十分認識され、道路特定財源については道路整備の財源として確保し、

遅れている地方の道路整備を引き続き強力に推進するため、地方への重点配分を強く

要望する。 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 
 平成１９年９月１４日  
 

愛媛県伊予郡砥部町議会 
 
 
提 出 先 
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 国土交通大臣  
経済財政政策担当大臣  



 

 発議第４号  
 
 

ＷＴＯ・ＦＴＡ交渉等に関する意見書提出について  
 
 

上記の議案を、別紙のとおり砥部町議会会議規則第１４条第３項の

規定により提出します。  
 
 

平成１９年９月１４日 提出  
 
 

砥部町議会議長  栗林 政伸 殿  
 
 

提出者 砥部町産業建設常任委員長 中島 博志  
 
 
提案理由  
 ＷＴＯ交渉の進展が見られない中、２国間によるＦＴＡやＥＰＡの

動きが加速している状況にある。特に、オーストラリアとのＦＴＡ・

ＥＰＡの交渉いかんでは、日本農業に多大な影響を及ぼすことが懸念

される。  
 このため、ＷＴＯ・ＦＴＡなどにおける農業分野の交渉にあたって、

国内の食料自給や農林水産業に影響を及ぼさないことを基本とした確

固たる態度で対応するよう、意見書を提出する。  
 
 



ＷＴＯ・ＦＴＡ交渉等に関する意見書  
  
ＷＴＯ（世界貿易機関）交渉の進展が見られない中、２国間によるＦＴＡ（自由貿易協定）

やＥＰＡ（経済連携協定）の動きが加速している状況にある。 
 特に、昨年１２月、政府は、オーストラリアとのＦＴＡ・ＥＰＡ締結に向けて交渉に入

ることで合意したことから、交渉結果いかんでは、日本農業に多大な影響を及ぼすことが

懸念される。 
 農産物輸出大国のオーストラリアからの輸入農産物は、牛乳や乳製品、小麦、砂糖など、

大半が日本にとって高関税で守られた重要品目である。農林水産省の試算によると、これ

ら４品目の関税が撤廃された場合、国内生産が約８，０００億円減少し、関連産業を含め

ると被害は甚大としている。オーストラリアとの間で協定締結となれば、アメリカ・カナ

ダにも同様に市場開放せざるを得ないこととなり、日本農業は壊滅しかねない。 
 このため、ＷＴＯ・ＦＴＡなどにおける農業分野の交渉にあたって、国内の食料自給や

農林水産業に影響を及ぼさないことを基本とした確固たる態度で対応するよう、下記のと

おり要請する。 
 

記 
 
１．ＷＴＯ農業交渉では、世界的な飢餓の拡大や地球規模での環境悪化につながることの

ないよう、農林水産業の多面的機能の発揮や食料自給能力の向上を要求し、各国の多様な

農林水産業が共生・共存できる貿易ルールに改めるよう毅然とした姿勢で対応すること。 
２．ＦＴＡ・ＥＰＡ交渉にあたっては、国内の食料自給や農林水産業に影響を及ぼさない

ことを基本とした対応をすること。 
特に日豪ＦＴＡ交渉では、農産物の関税撤廃とならないよう確固たる態度で対応すること。 
３．ＷＴＯ・ＦＴＡ・ＥＰＡ交渉についての情報公開を徹底し、各国の農業者や消費者・

市民の声を反映すること。 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  
平成１９年９月１４日    
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